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昭fa  51年から，弥彦村の好意と協力を得て，「地域社会計画と住民参加」を課

題に，基礎的調査を実施してきた。昭和52年秋に，かねてから財政硬直化と住

民の多様化する行政需要との桔抗の中で，機構の見直しを検討中の役場から，mm

改革案の作成かたを依頼された。すでに，内部の行政機構検討委員会が熱

心な討議を重ねていたが，われわれの研究課題とも密接な関係をもっているの

で，渡辺義雄（前）村長の要請に応えることになった。

そのため，事前調査に続いて昭和52年11JM らヽ調査を開始し，翌年3 月に報

告書r 弥彦村行政組織改革に開する調査一 生き生きとした. 働きがいのある

組織づくりに向けて一 一」剖乍成した4 月には，改革案の一部が実現の運び

となった。調査は小林と田中の共同で行われ, 藤本三千人，池田正敏および宮

田晴夫（電算センター）の三氏の協力を得ている。その分析と執筆の責任はナ

でに小林が負うものである。本調査報告は主として上記執告書に基づいて執筆

している。

最後に，多忙な中を調査に心よく応じて蔵いた渡辺(前)村長をはじめ三役，

職員の方々，および高橋昌利総務課長州 卸協力に深く感謝の意を表したい。

調査の目的と方法

1. 調 査 目 的

本調査は，彦弥村役場の行政組織改革に最も有効な方策を立てるために，行

政組織上の問題点を明らかにし，職員全員の変革意識とその方向性を把握ナる

ことを目的としている。

改革の契機は弥彦村および役場に固有な諸要因に基づくと共に，戦後日本の

行政改革の歴史的必然性に深く根ざしている ものである。したがって，個別的

契機を十分に考慮しつつも，一連の調査は歴史的，綜合的視野から現状を分析

し，かつ診断し，改革案作成の手がかりを得ることを目指している。

2. 調査の前提としての基本的視点

(1） 組織開発の視点

F組織開発Organization Development  J は環境の変化:こ適応ナるために，

地 方 自 治 体 にお け る 行 政 課 題 の 変 化 と 行政 組 織 の 変 革_

図1　 行 政 組 織 の 構 成 要 素
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組織m の過程と文化を計画的に変化して， 組織をより健全 に する 活 動 で あ

る(2）。それには,   3 つの基本的考えが含まれている。

第1 は組織の過程と文化を変えること一 行政組織の構成要素および要素間

の関連を図示すると，図1 のようになる。地域社会の中で上級官庁や諸団体と

関連して,    3つの要素がそれぞれうまく働き，組織目標の達成に全体として貢

献していれば，組織は環境の中で機能し.   健全であるといえよう。

次に，各構成要素の内容を記述する。

機構・制度的要素(3）:

1) 公式的に決定された権限責任と階層関係

2） 仕事の分担関係一 機能分担，仕事の流れ

(1) ここでは， 組織 を 「意識的 に調 整された諸活 動の体系」 と定義す る 。稲葉元吉

『経営行動論』丸善， 昭54,   pp. 卵－59 ； c. I. Barnard, 田杉競監訳r 経営者の役

割- その職能と組織』 ダイヤモンド社，昭31 年。

(2） 小 林幸一 郎「組織変 革の理論・－OD の視角」東 洋大 学社会学 研究所 年報，1974,7,

    pp. 1－20 ； French. W.  L &    Bell.   Jr.　c. H. Organization Development :Behavioral Science　Intei~ventions for Organization Improvement,

    2nd ed..N.J.:Prentice-Hall

，1978.

(3） これは「比較的定型 化さ れた諸活動口り仕組ふ」マ絨織 牌逍と呼ぺる も心である。
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目標設定や計画の仕組み・手続

コミュニケーションの流れ，仕組み，手続き一 命令，指示，報告等

意思決定の仕組み，手続き

6） 仕事の結果についての評価の仕組み，手続き一 人事考課，配置転換，

給与・報酬制度

7） 能力開発の仕組み，手続き

過程・関係的要素（i) :

1） コミュニケーション過程一 成員相互，集団相互に必要な量が正確かつ

的確に伝わっているか

2） 動機づけ過程

3） 意思決定過is. どの階層で決定が行なわれているか，個人で決定ずる

のか集団で決定するのか，決定するときにどんな情報・知識が活用されて

いるのか，決定は的確に行なわれているのか

4） 成員間の相互影響関係と人間関 係

5)    リーダーシップ過程

文化・風土的要素（2):

1） 集団規範　　　　　　 ・。

2） 慣行，慣習

3） 組織風土，雰囲気，心理的土壌

組織文化というのは，既述のように，大多数の組織成員に共有された物の考

え方，感じ方，行動の仕方の体系をいうが，一般的にはF 行動様式」と呼ばれ

よう。機構・制度か変わっても行動様式が変わらないと，機構・制度が本当に

は良く機能しない。行動様式の変化を伴わない機m- 制度の変化は一時的で，

いずれは元に戻るからである。文it- 風土は人間の行動環境として決定的な影

響力をもつから， 健全な文化・風土が培養されないと， 人間の行動 や 組織過

程・関係の健全な発芽を期待することはできない。

-
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第2 は計画的に変革ナるということ（planned change ）（' ）一 組織開発は

現在よりも望ましい状態を意識的につくりあげる努力過程である。したがって，

組織の望ましい姿を想定し，それを成員か共有し，段階を設けて着実に（意図

的に）それに接近していくのである。

第3 はより健全な組織に変えること一 健全というのは，組織の効率（組織

目標， つまり住民サービスを合理的に達成したり, 事務の合理化をは かるこ

と）と組織の健康（職員が働きがいと生きがいをもつこと）とが，緊張関係に

ありながらも，充足されている状態をさナ。個人も組織も活性化されているわ

けである。組織は個人の単なる集 合体ではなく，組織目標の達成に向けて，成

員に相互に働きかけ影響し合うことを通じて成立する陸会体係（協働体系）で

あるから，組織の活性化は成員間の相互作用が活性化されることによってもた

らされる。

（2） 参画的社会体系の視点

行政組織が，激変する環境の中で存続発展するための基本的要件は何か，パ

ーソンズ流の社会体系の観点からみると，以下の4 つの機能が充足されること

である。

第1 の要件は組織目標達成の機能である。それは環境から調達した人的，物

的諸資源をうまく体系づけて，組織目標を効果的に達成することである。第2

は統合の機能である。それは組織目標を手段適合的に達成ナるために，さまざ

まな，分化された諸機能を統括する機能である。第3 の要件は環境適応の機能

である。それは組織目標を達成するために，必要な人的，物的諸資源や情報を

調達し，変化し続ける経済的，社会的，文化的環境に自らを適応させることで

ある。第4 は動機づけの機能である。それは組織の成員が目標達成，統合およ

び適応の諸機能を積極的に遂行するように誘因づけられ，しかも成員の欲求が

充足されていることである。

(l)   Lippitt,   R., Watson,   G., Westley,    B.  The Dynamics of Planneti Change :A Comparative Study of Principles and Techniques. N.

 Y.  : Harcourt,  Brace

＆^/orld.19S8 ； Bennis.      W.G..Benne.      K. D.,   Chin.    R.    eds，The Planning:
of Ol 珀nse ．1M.-V ．；

‾・　 ・- ・・

田　 組 織 過 程 とは 「組 織 内 のlg 活 動 と相 互 作 用のt 態 」 と定 義 し う る もの で あ る 。
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図2　 職場参画と住民 参加
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しかし,   4つの要件に対する強調の仕方に時代の推移が見られる。現代的状

況の中では，適応とmm づけの機能要件を重視する傾向がある。それは，組織

をm 義に人間的体系としてとらえる組織理論となって展開されている。人間の

精冲的健m になぞらえて， 組織の健康を考えようとする動きであ る(" 。そ れ

は人間回復の，あるいは人間主体の組織を実現しようとする理念に支えられて

いる(2/。

この理念を実現する1 つの道は参加であろう。参加を通じて，人間は自らや

る気をおこし，仕事に対する自覚を新たにし，自主的に行動しようとするので

ある。個人の活性化は個人の主体性を尊重した職場参加を通じて可能になる。

そして，このことにこそ，職場全体，組織体系全体の活性化へと連動していく

契機が，内在しているのである。また，この参画的行政組織への道は，住民 参

加の行政自治の精神に通ずるであろう( 図2) 。少くとも， そのための必要不

可欠の条件であろう。本調査でも，職員自らの参画による職場改革を基軸にナ

え，決定の主人公は職員自身であるという姿勢を貰いたのも，そのためである。

(1) た とえ ば.   Clark,  G.  V.  A Healthy organization. California Management Re-view, 1962, 4(1),

   pp. 16－30.

(2)    Tannenbaum,    R., Davis,    S. A., Values,    man,    and organization. IndustrialManageruent Review, 19tin,

    I;2).    pp. 67一 朗．

村

議
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本調査は以上の二つの視点を十分に考慮して行なわれた。

II　 調査の対象と方法

（1） 調査対象

弥彦村は穀倉地帯として有名な蒲原平野の南西部に位置し，人口約7,  500 人，

世帯数約1,  800, 面禎25. 05 km- である。三条・燕広城市町村圏に属するこの

村は，また，越後一の宮として名高い弥彦神社を中心に，観光資源にも恵まれ

ている。このことは弥彦村の産業構造に反映されている（n 。

役場の職員数は116 名で，うち女性は51 名である。年齢別・職制別の構成は

図3 に示す通りである。役場は村長部局の職員は98 名で，課制をしている。そ

れは8 課15係から構成されている（図4) 。

また，財政規撹は昭和52年度一般会計で約12億円である。

2. 調査方法

本調査はアクション・リサーチモデルに基づいて行なわれた。アクション・

リサーチは実践（問題解決）と理論it (科学的 発見）のための方法である（2)。

アクション・リサーチの一般的特質は次の3 点に要約できる（3）。第1 は 調

査研究(research) と行為 （action）の結びつきの強調である。調査研究それ

自体が行為としての性質をもつと同時に，行為も科学的研究方法に基礎づけら

れる。したがって，アクション・リサーチの精神は「no action without rese-arch and no research withaut action

」 であるといえる。第2 は研究者が行

田　 詳 し く は 池 田 正 敏 「農 業 経 営 の 展 開 講 造 と農 家 生 活 一新 潟 県 西 蒲 原 郡 弥 彦村 麓 地

区 の 場 合 一 」東 洋 大 学 社 会 学 研 究 所 年 報,   1978,   10,   pp. 1―61. 参 照 。

ぐ2)   Clark,    P. A., Action Research and Oganizational Change. N.  Y. : Harper  &Row.

   1972 : Lewin, K.    Action research and minority problems,    Journal ofSocial Issues,

   1946,   2(4）,   3-1－46.    Lewin に よれ ば ，ア クシ ョ ン ・ リ サ ー チ は集

団 生 活 の一 般 的 諸 法 則 の 研 究 と特 殊 な 状 況 の 診 断 をそ の 目的 とす る.   (ibid,
   p. 36）(3)

Clark,     P. A.   op.    citバClark.     A. W.     Experimenting with Organizationall-

＼fe l XVv.i   Aci:iori Research A-pproacVi N.Y.     :  Plenum.     1976 ； De. N.  R.    Acti-Qn re

剱tatc s 這r ㎡n str  a婢gy.uuman ■F" Lit.vjr≫?!!i. Sr>"nK lOVfs.isi>.3S,・n  1.
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図5　 ア クション・リサーチモデ ル

9

為の過程に直接参加することである。この直接性に重要な特質がある。第3 は

学習(learning) が調査研究と行為と結合することである。研究者と当事者は，

実践的問題を解決しようという願望を共有し，また望ましい社会システムを創

造するというmeta-ideal と共に変化しることを通して，学習十る。この意味で

は，アクション・リサーチは規範的学習モデ・レ，換言すれば，計画的変革モデ

ルといえる。

しかしながら，以上のような性質の故に，アクションリサーチは深刻なジレ

ンマに直而する（" 。

K. Lewin によれば(2） アクション・リサーチの主要な過程は，計画化(pla-nning

）,行為（action),   事実発見(fact-finding ）のサイクルから構成されて

いる。事実発見は新しい状況をできる限り正確かつ客観的に規定す る （dete-rmine

）ことを目的とするが,   4つの機能をもっている。第1 は行為を評価す

ること，第2 は学習の機会を与え，新しい一般的洞察をうること，第3 は次の

段階を正確に計画ナるための基礎を提供すること，第i に全体的計画を修正す

るための基礎として役立つこと，である。

以上の事柄を考慮して，アクション・ I)サーチモデルを図示すれば，次のよ

うになろう（図5 ）。弥彦村役場調査における具体的モデルは次の過程 をた ど

った。

(1）Rapoport.     R. N.   Three dilemmas in action research.      Human Relations,l

り7O.2:i.     499 51 3-
（ ・- y W ．i ＿．り 天i ご ． ら 〃 ． にlt_ い 〃 ．j 　　S7

． l ゛ l ．
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a.　　村長および職員の行政組織改革への漠然とした動機，

b.　村長の命により委員会を新設し，行政機構の改革を明確に意図する。

c.　　委員会が資料を収集し，改革案を作成ナるっ

d. 村長に改革案を答申するが実施されず，研究者の参加を求める。研究者は

この問題の解決に適用しうる理論（組m 論，組織変革論たど）を倹討十る。e.

調査研究の具体的な手順，方法を検討十るい

ように認知し，将来どんな組織を望んでいるかを把握する。職員/i へ調査結

果をフィードバッ クナる。

f.　改革への戦略を検討し，改革案を作成するご

バックする。

g，　改革案の一部を実施する。

h. 実施後の影響・結果を測定し，変化過程を分析する。

以上の手順をふんで，本調査は既存資料の収集から着手し, KT 発想 法申 ，

質問紙法，深層而接法の諸技法を使用した。昭和52年11月8 日に，村長とmm

改革委員会から聴取，続いて,  KJ 発想法による調査は，課長, 課長補佐, 係長

を対象に，昭fq52 年12月13日に実施し，そソ）結果を参考に調査表を作成し，翌53

年1 月27日に全職員に対し，質問紙調査を実施した。さらに.    2月8 ～9 日，

三役，課長，課長補佐，係長を対象に深層面接調査を実施した。

Ill　 弥彦村行政 組織の現状分析

1. 組織改革の契機

田　行政機構検討委員会の歩み

われわれは第1 に, ( 前） 村長および行政機構検討委員会から， 改革の契機

がどこにあるかを把握しようと試みた。（前）村長は次のような変革動機 をい

だいていた。対住民に関しては, (1)村民の要望に応える行政がなされているか，

組織内的には,   (2)村長の方針，意思決定, 意図が適確に伝達され迅速に実行に

移されているか,   (31行政事務が能率的に進められ，たえず改善されているか，

(い　)u- ≫ 只ご_eK.t 女珊 き―  rnn 題 解 決 学-KT  ;血 フ ー ヶ ブ ッ クJ    I糞 灸t ニ．na-ts ．
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(4)役場内の人間関係が良好であるか。

弥彦村は，観光資源に恵まれているが，次第に迫る地方財政硬直化のさ中に

あって，職員 を増員ナること々く■: 1 ■’最近ま十 乞す多様化の一途を辿っている

地域住民からの行政需要に対応するためには，機構の見直しを行ない，村政業

務の流れを能率的にナる必要に迫まられていた・士 。現に，一方では，公共下水

道，国土調査，農村総 合整備モデルおよび文化会館建設運営の諸事業の着手や

完成 を間近かにひかえ. 他方では，今後さらに多様化する住民サービスを充足

するためには，定員管理，事務処理の能率it. 機膚の簡素化等の見直しを推進

ずることが急務であった。

このような要諦に応えるべく，(前）村長は行政機構等の抜本的改善策の作成

を命じたっ（前）村長の命をうけ，昭和52 年4 月，課長・係長合同会議に小委員

会が設けられ，「行政機m 検討委員」として発足した。委員会は10 人の係長か

ら構成された（人選は総務課長一任）。委員会は埼玉町宮代町の動態的組織 と

三島郡出雲崎町の大課制組織を視察した後に，現機構の問題点とあるべき姿を

検討し,    6月に，「弥彦村行政機構改善に間する検討結果報告書」 をf乍成 した。

報告書の要旨は次の通りである。

① 新機構案

(1 「 弥 彦 村 行 政 隋 膚 改 恋 こ 閣 ナ る 隋 討 諮 タ ー肩 き 存 丿 昭 和 」3^T^ り^,     ま え が き 泰 輿

j卜CO
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大課制， 小課制，現行手直し制と委員の間に意見が続出したが。以 下の機 鳩案のよ

うな結論に遺した（図6 ）。

⑦　新機構の長所短所

イ，類似あ るいは関連する部門を一 元化し て横の連絡が スムースにな り. 効率約な運

用がはかれる。

ロ, 課の統 合によ り事務の繁栄に応じて職 員の応援 体制が可能であり. 仕事の均衡it

が図 れる。

ノヽ， 指揮命令系統が明 砲となり, 仕事の流れがスムー スになる。

ニ，職 員増 を抑制し人件費の節減がはかれる。

ホ，住民がいくつもの課 を廻 らずにナむので. 住民 サービスの向上がは がれる 。

へ. 部内 会議 の内容充央がはかられ。 職務の発想，ア イデアが豊 かにな る。

イ，現mm から新mm 移行に 伴なう職員の勤労意欲の減退

ロ, 課長職への仕事量と責任比重の増大

③　新機膚運用に伴う対策

イ，場合によっては降 格を伴う職 員の処遇 と出向機関への職員からの登用。

ロ, 決裁 権の係長への委譲

ノヽ，職員 の昇任試験制度の採用

ニ， わたり制度の実施（1 ）　　　　　　 ‥

報 告 書 は 「 い か に 機 構 自 体 が 良 くな っ た とし て も， そ れ以 前 に 職 員1 人1 人

の勤 労 意 欲 が あ る か な い か， さ らに 職 務 に 対 す る責 任感 の有無 が 問 わ れるj と

結 ん でい る。

委 員 会 は7 月 に， 課 長 ・ 係長 合同 会 議(27 人 ） に 答 申 し 検討 の 結 果 ， 大 課 制

に 傾 い た(2) 。9 月 議 会 に 議 案 とし て提 出 の予 定 とな っ て い た が， 翌 年3 月 を

過 ぎ て も提 出 さ れず ， 実 施 は 難 航 し て い た 。

(2] 戦 後 行 政 機 構 改 革 の歴 史 的 動向

以 上 の よ うな改 革 の 動 き は ， 弥 彦 村 に か ぎ ら ず全 国 的 な 現 象 で あ っ た巾 。

し か も， こ の動 き は 国 お よび 資 本 に よ る地 域 再 編 成 の歴 史的 な う ね りの 一 環 で

(1) 格付職員 と非 格付 職員との給与の拡大 を防ぐためのもの。し かし 職務給 に反 し，

改 革の主旨・意図 にも逆行 する。

（2) 面接調査に よると， 係長は 大課制に賛 成だが，否定的な課長 もいた 。大勢 として

賛成な|ので無理|に 反対 もマ きず タテマ ーとして贅成する者か見られ た。

卜　 地方自治制度研究会環T 国-  厖方公兵即応乃行政改革. 地方自治。別冊。 罷和33

地方 自治体における行政課題の 化と行政組 織の変革 13

あり, その変動の中に位置づけることによってはじめて，改革の契機の歴史的

意味を把握することができよう。

図7 は「地方自治体における行政改革の流れ」を試行的にまとめたものであ

る。これは各年代に合わせて，政治的経済的社会的な動向を背景にして中央政

府で計画し法案が作成され，その実現のために執行機関としての地方自治体制

度の改正がなされ，さらに自治体財政の具体的な効率化政策が実施され，やが

て現場での行政機構・制度の改革が推進されていくという構造をみようとした。

〔昭和20年代〕　占領軍（GHQ ）による地方自治体の様々な基本的「民主化

政策」が標傍され，かつ部分的には実現されながら，サンフランシスコ体制の

確立，再軍備の促進，独占資本の復活強化，地方自治庁の発足，地方公務員法

の制定,   27年の自治庁の設置，地方公営企業法の制定，さらには地方自治法の

改正等，再び中央集権化への傾向が見られ，いわゆる「近代化・合理化・体系

化」への途を歩み始める時期である。具体的な合理化政策としては，たとえば，

投資的経費の増大と消費的経費の節約，公務労働者の減量，再建団体指定によ

る中央政府の管理体制の強化，町村合併，広域行政による行財政組織の集積と

集中等が強力に推進された（n 。

〔昭和30年代〕　中央集権化への再編成に向けて，次々に自治体の合理化対

策が実施される時期である。30年以降，独占資本は活発な設備投資を行ない，

日本経済は飛躍的な高度成長を遂げていく。国の計画にならって，地方自治体

も「総合開発計画」を策定し，積極的に地域開発に取組んだ。法制度的に:i,

市町村合併促進法や地方財政再建促進特別措置法を受けて,   32年の地方制度調

査会の答申。さらにこの年は，地方自治法10周年 として自治省は「地方自治の

近代化」を掲げ，自治法の改正，調査会の設置等を強力に推進している。そし

て，こうした開発計画 を実現するために，企画（調整）部門の機構改革が行わ

れ，さらには行政事務の合理化や経費の効率化，また機構の肥大化と統廃合等

が行われる。総じて，行政内部の組織・人事・事務処理等の合理化，施設の近

代it，財政の計画化ということであり，いわゆるF 共同処理，企業化。内部経
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営の合理化」という政策が進められた。

〔昭和40年代〕　この時期は第2 次高度成長期にあi), とくに44年の「新全

総」を契機に一段と地方行財政合理化が進められた，また「高度成長下の財源

難J から，財政硬直化を打破ナるためにも改革の必要性が生じていた。政府は

本格的な行政部門の合理化に乗り出し，行政改革本部を内閣に設置し，臨時行

政調査会の「行政改革に関する意見」および第1 回公務能率研究会議等を受け

て， 府県合併， 行政監理委員会行の設置　 臨時行政改革閣僚協議会 の設置，

「行政組織等の簡素化について」mm 申合せ）,「財政硬直化キャンペーン」そ

して第l 次行政改革(43 年）等が実施された。とくに，「公務員の給与改正に関

する取り扱いおよび行政の効率化の推進について」（45年）では，国家機構全体

の官僚的な合理化基準が貫徹されるように強調されており，「国と同様」の施

策が行われるようにうたわれている。たとえば，定員削減や人件費の抑制，あ

るいは間接経営や民間委託の推奨等である。また合理化対策としては，情報化

に伴う地方行政へのコンピュ'―タの導入，財政資金と民間資金の一体化，官民

混合方式による受益者負担の推進,   PPBS 方式（計画策定，プログラミング，

予算編成 システム）の導入等が強調されている。

〔50年代〕　48 年秋の「石油危機」を境として実質国民総生産は急激に落ち

込み，経済至上主義を前提としていた「新全総」は大きな方向転換を求められ

た。その結果,   52年11月に「三全総」がmm 決定された。しかし現実の施策は

「三全総」の理念とは逆の展開をみせ「公共」投資という名のもとに，資本の

ための有効需要を創出することによって，低成長経済を打開しようとしている。

肥大化，官僚制化した自治体機構は低成長経済下においてその行財政の徹底し

た合理化を迫られてお'), 組織と事務の改善に関十る多数の事例が報告されて

いる（1）。たとえば，職員の流動的活用を図るための大部大課制の採用，業務内

容が類似している部門の統廃乱 あるいはすぐやる課式組織，部課制廃止，プ

ロジェクト・チームの採用等が行なわれている(2≒

m
自治省行政 局公務 員第2  課偏'Mil 方 自治 体のための公務能 率の追求丿 第一 法規，

皿B%159年。55  ~ 50, ta よさi.oi一員参s! 。

地方 自治体;こおける行政n 題の 化と行改組惣の変革 17

以 上の時 代区 分的 説明 に よ り門 ら か な とうに。' 消 賢 や定 員 の抑 制， 企 業的

労 務 管 理 の 導 入， 労 働の 単 純 化，z 資- 節 約 ， 効 率的 組m 運 営 の だ.■■'I .)統 廃 合

等 乃 行政改 革 上 の対 策 が 繰 返 し 再司 成 ・強 調 さ れ 々 が ら尖 施 さ れ てい る。

こ.) よ う な時 代状 況 の 中;こあ っ て。 よ り多 く ／)地 方 自 治 体 が は 々々試 行錨 誤

や 改 革 実験 を試 み てい る 。弥 彦 村'■■A. inが 汗絞改 革riifffT す る に い た-"Iだ 蝸降 は，

既 辻,')よ うに,   51年 前 後 か ら の ほ 政需 要( 新 規づ聊い が 急 川 し た た.■)で ふる 。

し か し， こ のよ うな 政 策 を実 施 十 る た,■.^;こ;t, 竹 川 付改m 綴 や 職n 数等 に限‘外

が あ0  , し か も 中央 政 府 か ら は紐 し く定I'レ) 抑;ifj.   Ki牛賢 の 節 減 等 が管 理 ・ 統

制 さ れ てい る 。 従 っ て， 地 方 財政 のご 理 化 は， 自 ら 自治 体 の 内 郎経 廿 の 計理 化

を よ り一 層 推 進 せ ざ る を えこ い とい う状況 に 追 い込1 れ て い た の で あ る 。 しか

し， 既 に本 役 場 の内 部 的 組 織 状 況 ■ J- 非 能 率 ， 保守 主 義 ， 形式 主 穴， 課 係丿 細

分 化 とセ クシ ョ ナ リ ズ ム の醸 成 ， ＝ ミ ュニ ケー 二ヨ ンの 欠如 等 が 顕 在 化 して い

る とい う こ と も ま た， 共 通 に 見受 け ら れ た現 象で あ っ た ，つ まり は， 内 タト諸 環

境 の変 化 とそ の 状 況 の 共 有で 識 ど こよi), 行政 改 革 の 必 然 性 とい う契 隋 がや で

に 訪 れ てい た の であ る 。

2. 管理職の意識構造：現状認識と将来像

剛　調査手続

発想法(いによる問題形成調査は組織上の現在い圃圀点と将士像 七把握す る

ことを目的で行なった。係長以上.)全管理幟25 ⑤:'参乱Jし,   -I 班に分かれてl

泊^ 日の合宿で実施された。

mi ステップは個人別に問題点 を列挙し,   1つい内容±1 つの単位カードに

記入した。第2 ステップはグループ化 の段階であるっ班毎に，単位氾されたカ

ードをm 似の内容乃もの，間連-0 ちるもvO, 呼応するものを，まず小グループ

にまとめ，それらを中グループ，大 物レープにまj め，問題別グループ群を構

成した。小・中・大グループには，そい内容を最も迫切に表現すると思われる

ぶ　 川 喜 田 二 郎,  牧 島 信 一: 間 題 ぎ 決 学 －KJ 法 ワ ー ｀ ブ ッ ク2     訳 読 社,   切I', 川 喜

田 一 良r> j""-'・― テf 学J ＼Uニ|会.ご こ・‘ご・.    1）≒ ；i.-:i  ~号丿 に二ご 仔に々ぶv^;'. れごr.I,,I *^v し吏,t

り,jjミ　(j ぴごご)り弓βM   ,!_- 'む1・.・「1= し--.. .■ .r-. ・7・ .



図8　 現状 の問 題点(  A 班 ）

A-  1　U  11の(1. 卜にりするi 欲的SIt'j戈りない
＼- ■・ j 夕嘔 れタヽコミ-  ニ* ■- ニ，3 ンゐり:ほてい る

-

00

吽

恥

前

司

冷

昔

砧

―

箔

廸

恥
部
呉
一
白
廿
Q

小
司

萍
鶏
湖
『
』
料
R
t

司

溥
脚
藤
5

河
僻

-

Q

li縁|i-'X仕事にM・'it ・i・j≪ 戈'/ ない
は・職心にT  ！デフやUUi'M をI:') Allて

いない／に・. l]i.::i、≫.的態度がない

I　P!,i ≫.'..;;乱- こUM|v|ii:.'. ‘;i ・, ＼ I) '. な い

(・<U-'iJ!えがあいまい・.-. 決●;jかない

匹 匹 三 三 ］
四 回

匯 万 言

.■/.tft・ぷ.・.
・t<i  I'lil.&li ・a.  /".

  -.ケY  ■ チ.: ■'|・-タ ー．'■V定 か

・* ゛-z'.・い

A　:i     i;岬叙.’U 加・ilう火 ・- い

イ．ひi  ') ひと')ヵ・)i t  '-・じI'Vi

■t.政治it.A.Jki なくし て{.・til:j'.

 I. よ う

A-  r,   μil' ・A  ,iM  J:'.-なさI 、・こい ない

≒ 　 ・ － － ・ ● j i t 　 丿

�

������-

��r. な・I'ttli- Mt:l・ii政ぇちた叶る.t

・i:;l てぃなぃ

��イ.孤心につ'(子-;・!.収■) Ad, 庫嘔

n:i臓li'i."':. りは う

(I'UII IW., いJ|H ≪i≪iでない^i で.・:・;

 i川 よ 川“i的Uij か活か"(I-,' い'.■>.

i＼以日jMj!,i^ti匯
回

(.1・・j ・WS,':!..(  'II;I

 ｀心::i,-.'ン|, リ

¶1:1 <i

.''.n μの内i にぶ・Jて^,Ull

の配Zi かなさ

れていない( 寺 川的

如U)

’・A丿tm て・泌rr><j

 t ノ・かti

..DIM. に 邸ド をμIrll

 さlt ないは・j

か・t い

一 一 一 。

ll)n. ≪i: I りかるun^, り, り

・l.≪l.'.ll -・おりI  li

:!、.lU 臓で'.H. 、'・::

≪ 梅ノ心 任か.t|ii

十で. l|>t 川 陥か

寮い

‘、Sl!≫扨i' ≫#- ぎ乙

|・■●l< ;.』こ;;,  1・ihノLt 内 ．・a 延卜lM ぺ・

・川≪’軸r,し 乙I に いない

�r.-Tiiftji. ｛・こ-x内介j,: 閔
''I- ここい

�(．.ll、asi・ノtll I'.H内Kを肥
lい・こいない

ウ.Jlki:M:HM 内のi/,L :>ぃi

 し-.・;ぃかないのてj内aJi-i'
反映? れない

u;竹rtui:  タイム ■ コーダー・ カ-  ド

■
W
　
(
H
C
-
O
-
H

lJJU の£.砥．尨ll・,

＼lfぬ・I  、ゐ・りし

てい ないので.; 軸

■'■ きない

'j・.aillの,・だd が

泌じ.,> る

(. し幽'v尾ri'iな』

U/I'いi,

ウ.juu 那i-・l:)|I'{.(.,

紬度をA

め, 仕卜に月・i

幽

せる

B-  3 il'きi;関のvi亀< iiい. Hin. みr,・

のi't七をなく*  i

'■.HIA-'"'i. C/ 、・he,.o

・!,'A.--rに な

ピ

． い，

コ

'-'=－ 〃-
イ. .l:μl|ll-'.J! t II r・JMi.C.:;

↓・・さ')し,'こl

り/ か乙ぺ,  卜T, り,ilify

 I,

ウ. K4. こ,tたかる吋 一一

ぬU: ホかあ る

J, ハン;リ「吐か 多す ぎ

'V絹 を. j ・心fH り ，

る

す.l・自ID'C 丿 刀'卜 ■ r

'-・≪■)取'I ま とめか な

い

4・ 6 JiUiJUll 間uiに介入しすぎ乙

(i除肖 さII たlinj  みa  と尤 分検丿 し.   HI日|

へ川ta に・■/デを)ii 4  IS i

(.f(f(i:口要な,1咳か統 ・？ll・.cいない

lj・|・lいV・y・い"in  こf|^ ＼J,^;lt ●!・/.・；|.

楽i  ）≫iるいn・・|μリ. t  ,

�へ≪田|.i.？・I- ('・V ?∵l＼・I'ヽ川

�i.liliH.vl-'.・ぃ’j、y <l・bかこ

.‘.’I,;:ll/・れ々 ぃ

�'''.≪li-゛|・:   ぃ;.・・II'. I-

B －2　; りU を密にす ることに よ'l.  UiB を明 るくIV i んだ

図9　 現状のm 題点{lifjf.)

B －I　* ■■/£いの ●) II|・; よ'I {.l飢泌をt. みJhL.  スバ ラン■d仕 事が

Hills わー,/;,.!;L (tいとtliμはB 携の 幼+ を・

± む

ア./fUfim のitHiかV  I ■・>tilIli.K. -が
万 万 二 口

i.  f.'lりK: よMli  i'Jりi-' 。|;孤機関i. ・^i;'.輿り*

 ll・べa け い

セ]]

T, ほit.i.|≪ii'iriKji こ!,り:|'l図力 下
にIVt.' 己 二 回

t.| 尺::II する ≪iり|.Lかlえ')ない

t I."!-''・4・吟:■. t ・1 ・|・ ≪-■・lit!・(L bUlU ・はj?n  を・l '・/.'■? i

"/■.!l.■:・;:熱,0.・'・し　:( 自・l≫<.・L  ,り ・i . -tU^ ・

＼.,tu.;ぺ… …,・ぐii. I・:;卜0..';' l か,'.ぬ

';゙ .'♪えられた機柵に月し、‥人
『T 半 呵

i ．.Ti'<て(i|亡i  nr. か 蓼；w 漓ii.i・なs・':ずl(1:

嘔.'>ilt喊か'.■ ぐ叫|μ'ロ：v:;4

3i

.'-.山j ≪ti,/)ない楓n か見 うけ らll

心



(■－i
  臓 ミ全休の資ri が 低下してい る

６り

／

’

図lO　 現状の 問迦点（c 斑

二
iltμltl*(・り'iAlK.ひゝ

ii洛a!i,げ 心.・|心 の配 分かi≫*. でな く. 臓力連絡かi-ii

C －.1   埋事おijリーダーにふさわL い
ご　　　

八応に父け4

llltlU は 岐高貞tI:肴であ>)'.-lj'',強

いりー ダーシ ■プを 覧¥L ていない

、iiHUi 助lli')コ ミa, ニ ■5"一。3 ン不足

��ア.HUと勣心のコミ.,ニヶ－

ッJンi-足

��(.I'ji'iはルー川この・つと，lこ

llil●iii>をlf な,-c いない

�'‘'.tlU;lMi誕・lllをt'iり. 楓

槙.    人II^;I ・l t き', /. i  If・i

しないV t, にや乙

ェ.u;a いtrn で子ti の 幼t 的活m

かよIられ てい ない

ts3

O

呻

恥

雅

領

冷

雅

雄

―

誌
励
四
部
奮
‥
竺
こ

臨

滞
囃
鴎
旧

余

吋

３

料
僻

to

"

り.alt.  係 ≪のみな.-,t 鯖l≫

のll)が足りない

エ、管理孜の￥れな2.止
し

オ. やる久の狐 □と無.公力>'>

樋II との区別か 椙?i

に■II 暗

n. 女r 一臓w> 中に!i(l:l|(

よ') も了(R.  人i'i嘔を

擾 瓦させi 縞l.ll*'>,る

白「平戸こそ」

C-5　 皿& 砧ぬか多く. 適正な・人小配Z か「
汗 千 万

I) - 2　i&i ＼・1を 欠い てい 乙人

小配 置

U-  I

／

ア.課と.x、ぼと≫と;り鵬の　　(.  ＆ilhl!'>ll.1μ)M 分か適
六 大

■■/.ISI兌.I:') 人 ≫ ≪■ら し て1 I: li＼の.

   K 分 かlil!輿i;  < i, べ1 い

エ.ti. 民ii.iN.x の 火m 袖 尤 に 他.tli

も 哩 ・I. f,・い't 鯛l'(. f; 忙

即轟の 映i地卜 の 見直し

ア.妃携潭とか川j:.力2x,iz ・は
冊 犬 ］

戸 戸 皿□

t.|n*il 心ヵ'K:'.い か.-.

で^, ■, う£・, ll'lltでk'l

通し てい むが.■,、till

■'t tにli  :
＼iない.;. り

こ.・1・る

1・■',XU. Itl.U. ・・.八皿it.'.・(

■Ill

図ll　 現状の問題点（nat ）

竹丿里樅はSll I'以 μの 掌川に

欠け てい 乙

f.Dl 以JI.    |μ/IJLU ).a

 I >・i  tM 時にJ.

≪IM ≪ t ≪II

|)
 ―  3 忙 し い 時 と ヒ マ

なii] びコ雇 ヵ' f' い

一

Ill のVi ＼'i-＼<r)差が ー'(匡 二 回

(;i)秘 べ飛にt  乙・μ務の 繁閑の 片

か.ll< 乙

n －5　 住 尺 サ ー ビ ス の ア ン バ ラ ン ス

一一一

U －4　 各.T の 心柚調?."*が之しい

圧亘回

匹 コ
回 変 ］

(i)iiL場び)i, 乙臓川に は,i

職 八がはし い

'"I 係の職 仙 分掌か は・・きり匯
二 ］

m
匹 三 石]

[2)・μ裏岫m 匯)心階で匯W の息向が允分に

収り入れられ'ごいないため、実地政階
でつま'ブきヵ「多い

い」計川よ')'Ji応に人つた段階での議μの

■Ir へが多すぎ■!■>



り り

ー － 社会学研究年報

「 見出 し （表 札 ）」 が つ け ら れ た 。 第3 ス テ ッ プiifS 造 図 解 で あ る。 以 上 の よy

こし て発 堀 ， 発想 さ れ た 諸問 題 を全 体的 視野 に立 脚 し て 把 握 し， 問 題 と問 題

（ グル ープ ） との 関 連 を 碍造 的 に明 確 に関 係 づ け る 作業 で あ る 。 最 後 に， そ の

碑造 連 関 図 を模 造 紙 に 貼 りつ け， 班 毎 に 発表 し， 全 員 で共 有 す る よ うな 試 み が

な され た 。 将 火 像 に つ い て も， 同 様の ステ ■■/ ず をふ ん だ。

（2) 現 状 認 識 と将 来 像 の分 析

こ の問 題 形 成 調 査 で は ， 管 理 者 自身 が 日 常 業 務 を遂 行 ナ る 中 で 何 を感 じ， 望

ん でい る か とい う問 題 認 識 と 希 求 の 意 識 構 造 （連関 ） を， で き る だ け そ の ま ま

の 姿 で とら え よ う と試 み た 。 調査 の 過 礎 に 参 加 し， そ の結 果 を共 有 す る こ とは ，

問 題 の 認 識 を 通 し て ， 改 革 へ の 動m. づ け に も結 び つ く も の で あ る 。

1) 現 状 認 識

ま ず各 班 が 作 成 し た 大 ・ 中 ・ 小 グル ープ の 構 造 連 関 図 を示 し， 次 に 各班 毎 に，

中 ・ 小 グ ル ープ お よ び単 位 カ ー ド を列 挙 す る 。

A-J,    （1), ア，一 言葉 使いがぞんざい過ぎる。／部下は仕事の話し を上司に する時

には，友達 に話すような言葉 を使 わない。／ 住民に対す る対応が機械的 な対応 が多

い／戦いは陣 とI), 仕事は段取 り柿神に職員は徹していない。

A-1,   (2),ア，一 女 子職員の上級職への登用が少ないので， 働 く意欲に欠け ている

ようだ／女子職員が5  ~ 6 年ナるとsa置をかえない で. もっと力 を生 かしてほしい。A-1,

   (2!,イ，／一 職場 にアイデア募集 の投函箱， または年一回位発表会 をして も

よい／ 理事者はもっ と職員全 体の声を間 いて,    ノヽ ダで受け とめよう／年に一回 位職

員の勤務r尨責を観 察しほ う賞 ナる位の考えがないと困 る。

A-2,   (1),ア，－ 一議 会での一般質問 の答弁 を各課長が書い て， 村長 が読む程度 で，

本当 の村長 の意志 が表現されてい ない／長は のらりくらりそ の時に なると考えが変

わOik 断力が ない 。

A-L',   (0, イ，一 理事者間 の意思 疎通 がないので仕事がスムーズにいかない／村長，

助役 の意思疎通が ないので職員が仕事 をし;こくい。

A-2,    (2)，一 命令系統が統一されていないのでトラブルのもとになる／村長 や助役

の仕事のし方 が機構の職制 どお りにいっていない／村長 や助役が仕事 を云いつける

場 合に課長 を通さ ないこ とが時 々ある／上司，部下 の上下関 係がはっきりしていなv

べ。

A-3,    (11,ア，一 課長 会議内容 （秘密事項 を除 く） が部下に 伝達 されてい ない／課

災会議のためには，そのテーマで課内での話し合いが必要。

A-:'.,田， イ.    55R 長は今部下 たちかどんなt±事をし ているかを把握してい な い／
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課長は職員 の態度， 勤務度 を十分に把握していない 。

A-3.    （2), ウ，一 課長は部下に対する信頼度 を高め， 仕事に対 する責 任をもたせ る

／上司は部下 がそ の仕事に対してどんな意見 をもっ ているか を聞 かない／聞い ても

のらりくらりでは っきり云わない／ どんぐ りのせい くらべではな く，管理職 の自信

をもった態度 がほし い。

A－J，(1), ア，一mm 改革の前に。個 々の課が どう進 んだ らよい か. 事務改善， 合

理化が なっ てい ない／そ れぞれの仕事 を見直して，人員が 多すぎる／ 採用の前に人

員の合理化， 事務合理化の対策 をしていない 。

A-5, (I). ア，一 人事の配g が仕事の難 易を考慮 されない でSEiS されてい る／個性

（得 意な） を活かした職場配置がなされていない／異動が持定 のボス的人に左右 さ

れてい る。 ／希望 を聞いて配置の参考にしたら， もっ と個人の 能力 が生 かされる。B-1.

  (1）,ア，一 命 令系統が不m 確で同種的 事業を行な う関 係各 課連 絡が不充分 で

あ る／理事 者間の連絡がよ くない／村長・助役間の連絡， 意見調整が充 分なされて

いない ため部下は不 安である。

B-1,   (2),ア，一 課長 が押 しがきかないので職員体勢で もうまくい っていな い ／押

し のきかない，気 のきかない，理事者の信頼のない 課長は予 算面 でも職員 体勢の面

でもうまくい っていない。

B-1,   (2)，イ，→ 士事 の係が多いため， 何かの事業 を行な う時に 他の係の応 援をた

のみず らい／ 例えば 住民 課のよ うに係制が多いほど，十 ワバリ意識が強くまとまり

がない 。

B-1.    (2),ウ，一 職員で 自分 の仕事を十 分熟知 していな い。勉強不足／女子職員 は

特にオ ールラウンド的 仕事の理解不 足がみられ， 担当不在 の理 由で云いわけ をする

ことが多い／主事，主 事補 はただ単に与えられた仕事 をするこ となく， いかにした

ら自分の仕事 がスムースにいくか， また計画立案し村民に 迷惑 をかけないよ うにす

ること。

B-2,   (1）.ア，一 企画 の業 務に対 し， 各課の受入れ 体制 が不明 確／ 企画された業務

を受ける ところが ないため， 企画者が仕事 を進めなければ ならない／ 企画担当者と

して仕事の種類が多 すぎる。

B-2 ，(2), ア, ―  1つ の事業 に対 し，主 体がどこの課で， どの範 囲までや るのかは

っき りしない／現在 の事務 分担は他課（住民 福祉課，農林課） の作業内容 を超えた

もので実施してい る（開発観 光課）。

B-2.    (2）,イ，一 住民 福祉課 でも福祉 係には 係長 がいるが. 住民係には係長がいな

いので， 仕事の整理が遅れ， もちろん村民に大変迷惑 をかけている 。

B-2.   (2）.    ウ，ill 務時間 （出動， 退庁時) の認識が ない／m 員 の所在がはっ きり

していない場 合が多 くあ る。

B-2.    (3),一 他課の批 刊をしている 。実際に見なけ ればお ふらな いは ずて’ある が，

・`つ

ご つ
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これはよ くない／企画という仕事が理解されていない／他課の資料を安 易に使用し，

住民ならびに担当 課に迷惑 をかけることがある。

B-:'. (l）,ア，一 本庁の場 合，入口を入っ て案内図があるにしても，左右， ！階，2

階と事務室が パラパラで，来庁目的 である担当課に スムースに行 きっけない／役

場の顔である玄関が雑然としている感じ。

C-:, ア，一 職 艮全員t はいわない が勤務意欲が低下している／職員全 体の資質 が

低下してきてい る／m 員の中で採用年 次;こより出来の悪 い者がいる／職場内での上

下。先輩 後輩のケジメがない。たとえば朝夕のあいさつ無視そ の他／住民との接し

方が悪い 。

c-;, イ，一 課長， 係長 のm 質向上が必要／ 自分で無 能力 と思っている課長liだま

って 去るべきだ。

C-1, エ，一 業務の現況については 課fi-に ちくいち報告してい るが， 村長は 直接報

告 をうけ ない と不満／課長会議が開かれているが.  職員に知 らされるべきことで も

知 らされないことがある。公開性がない／村会議員の話を必要以上に聞き入れてい

ろ。イエ スと ノーを もっとはっ きり言 うべき／部下には大き なこ とを云 っ ておい て，

上層部には物 も云 わない課長がい て課の 仕事が進まない 。

C-2,   (I).ア，一 課と課の横の連絡がたりない／課意識が強い／ 企画係と農林係 で

事務連 絡が良 くない／担当 と担当が事務引継ぎの時， あいまい なことがあ る。

C-2.    (1)， イ。一 各課ご との仕事量のアンバランスが相当 見受け られる／ 各課 に お

ける仕事の配 分が不均衡 だノ 担1 ごとに午間仕事,）繁閑 の差が大 きい面 があ る。

C-2.   (3），ア，一 総務課と企財課^ 課では決裁 命令系統が よくない／総務課 と 企財

課の分課は二重 の決裁を受 けなければ ならず，不都合である。

C-2.   (3),イ，一 住民福祉課があ まり大課すぎ， 課長が課内 の掌握 ができない／開

発観光課は土木， 観光， 商工等の仕事内容があり. 性質上全 く異 なっ た仕事（特 に

観 光）は分離ナベ き。

C-ご.   (3),ウ，一 新 しい仕事が増えた場合， 対応ナる機構が必要／類 似町村;二比べ

課が多い。

C-: バ1). -'-，一一 村 長にもっと最 高責任者らしく決断力 があってほし い／r 村長が

5 人い る」とは住民 の陰 口であるが，部 内の意思疎通 をは かるべき。村長のリーグ

ーシップ を求 める／機 碑改 革答申案が出てい るにもか かわらず，決断 と実行力に欠

ける 。

C-?,   (1),イ，一 最近女子職 員を少 々甘や かし過 ぎる傾向があ る／ 任命権者は 仕事

をや る職員よりもF 遅れず， 休まず， 働かずJ 轍員 を重用し てい る／村長 は非 常に

入情味 があるので常 に職場が家族的 であり. 暖 かさを感ずるが，反面少々厳し さが

河こ足十る 。
c － －j..e. り ．7

--- ・%--V 1J= !ニ1.uji゙ン（r・ご ミ_ 、= ～- し一一． ・-y,  - ・・・こj・込 一-'tin*: 心!tjiy^ 心n η・こ ぞ．
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と信頼感があって もよい／村長. 助役の指揮命令が統一 されていない ために， 決裁

の遅 れ仕事の遅 れが多い。

C－:-バ- ＼　y 一 開発観光課には助 役， 他課から多くの仕事（特に技術的 なこと）

が持 込まれ， しかも課長. 係長 を通さず無理がある／助'&は課 長，係長， 係に何の

連絡もしないで，独断 でや ろことが多く常に問題があ る。

c-;. 一 庁舎が学 校の旧 校舎 を使用しているため.   窓口サービ スに不便／庁舎が西

・ il―古いため勤労意欲が沁退。

C-.i. 一 共働きが多 くな り職場が良く感じられて困るえ 職場結婚が多 く現在a 組 ほ

どその まま職場 に残っ てお・), 人事配匹においても困難 。

D-1. 一 員は課艮をとびこえて 係に直接業務の指示を行なうこ とがある／ 自分の 指

導不足がつい部下 に先 んじてやってしまい，やり過ぎではないかと批判される／自

分の分担十る職務のみに 専念し- 他係が行事等で協力 を求めても気持よ く応じ ない

課長， 係堤の手腕不足) ／午休はリi然の哨利であるが, 急がねばならね仕事が山

り してい ても平気で年(1cさせる。

D-j.  a-. 一 人事配置に 伴い，人事課では前歴 をよく検討し， 適 材適所に配置必要

／人事配置における適 財適所主義に欠ける。

D-::. 胞，3 り才すぎても役付になれない職には無気 力にな りがち／課艮， 係長が5

打ち ／役職が少ない ため職 員の士気が落ちてい る／多様化す る住民の要望に答え

るため裂状の課では少ない ，

D- ご.  :礼 一 中問管理職が多すぎるブ課編成 と役職が多十ぎる（補佐， 参事）

D一二 田。一 住民課の業務が保健衛生 と選挙と交通安全 をも行なっているため 事務

処理上 困難／ 各係の繁閑 の差 が多い 。

D-1, 小 ，一 総 務課と企画 課が混同し ている／小規模村でありながら総務と財政!:

分離し ている ため，総務課 の存在が単に庶務的 にな り，全体 を統括する役割がうす

れている。

D-;.  ly ，一 横の連絡が密でなく, 最近 の大きな事業 につい て各課間 がしっ くりと

・。ヽつていない ／事業計画（企画）とその実施（担当課) の一線 が明 確でない ／新 規

事業を企画ずる場合は， 企画係と担当課との横の連絡 をスムースに協議すべし。

D-!,    (3),一 各課， 係の職務 分担の明確さに乏しい／課内の係の分野が統一されて

いない。たとえば. 農林課，開発観光課の作業係が入 りみ だれている。

D-:;, 田 。一 庄民 サービ スが過剰す ぎる。 例えば 個々で処理す べき物 事で も村に 持

込み処理している／過剰なる 住民 サービ スが現在の村政にマ イナ ス面が出ている。

理事者はもっとき然として もらいたい。

最 座:こ,     4 班 に 共 通 し て い る 問 足亙点 を ま と め る と ， 次・つよ うに な る 。-SI

 大 岫≪ t禽 I -- び）不 丿商|今
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a.　　事務分掌が明確に規定されていない。

b. 同一の職務が数課にわたり，分担上混乱がみられ'Jっ

c.　　課, 係において仕事の配分が適正ではない( 仕事量と人員の関連な冶 。d.

   各課の連絡，協調が欠ける。

e.　　企画業務の担当課とそれの実施を担当する課との分担が不明確かつ協調

体制に欠ける。

1　 理事者・管理者の指導性

a.　　理 事 者 問I ノ)意 思 疎 通 が 不 十 分 で ， 指 揮 命 令 が 統 一 さ れ て い な い 。

b. 理 事 者 の リ ー ダ ー シ ッ プ の 欠 如 。

c.　　管 理 者 間 の 卒 直 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 欠 け る 。

d.    管 理 職 は'J  ー ダ ー シ ッ プ 不 足 で ， あ 友 引 言頼 さ れ て い な い 。

e.　　管 理 職 は 部 下 お よ び か れ ら の 仕 事 内 容 を 掌 握 し て い な い 。

恚　 人 事 配 置 の 不 適 正 。

a.　　配 置 が 適 材 適 所 で 々 く， マ ン ネ リ 化 を 招 い て い る( 能 力 ・ 知 識 と 職 務 内

容 の 不 一 致 な ど),

b. 人 事 移 動 が 適 正 で な い 。

④　 一 般 職 員 の 意 識

a.　　職 員 全 体 の 資 質 が ほ 下 し て い る
っ

b. 仕 事 に 対 す る 意 欲 が 不 足 し て い る 。

c.　　担 当 職 務 に 対 す る 創 意 工 夫 が 足 り な い( 事 務 の 能 率 叱 な ど)=

1d ． 利 己 主 義 的 で 課 内 で の 協 調 性 に 乏 し い 。

e.　　識 場 に ア イ デ ア や 職 員 の 声 が 取 り 入 れ ら れ て い な い( 課 内 会 議 ， 課 長 会

●

議 の 運 営 な ど) 。

蚤　 庁 舎 の 不 備

⑥　 住 民 サ ー ビ ス の ア ン バ ラ ン ス

2)a まし い 役 場t 架

司 察 こ. 構 造 関 連 図 と 中 ・ 小 め レー プ とmil カ ー ド を 列 挙 し よ う 。

A-:.    い,-T. 一 村 長 ， 助'& は 何事 も 円 滴 に話 し 合 う鵬 神 を も 勺て連 絡 を 密に す る／

リ1 －。功 扱t ）恵 思呻 辺a をiよヵヽ るr- め,  I -) 四部;^ マ 執 拷 し て 応接i 政を隣 り にsa:け る／

C
i
f
f
v
　
)　
／
／
'：
!
？

　　
m

’／
'
i
i
!
.

”
}／
'
.ム
i
w
(
.

 
z
m

≒

一`

い
I

『

．

’
‘

・ヽ

だ

・－
T

．で
J

一一
一
・・
一
一

．
'
A
i
l
.
'　
;
　
i
f
'
^
f
i
i
W
'
}

　
U

　
*
M
l
.
r
 
 
 
 
  
I 
 
 
 
 
 
V

地方自治 ㈲ こおけ る行政課題 の変 化と行政組織の変革

ド

ー

X
I
W
.
'

:
;
n
w
i

・
。　

i
i
.
i
'
l
l
n
i

　
'。　
i
>

。
' 　　
'
:　
1
"
。
三

・
‘一
で

ヽ
V
l
i
i
L
r
U

…
'
/　
-

。　
'
f

　
W
　
M
.
i
l
.
r
d
)

。
'
i
:

 
　
　
■
■

■
'／
-
.

　
I
l
l
”
-
1
.
1

　

■
.
'

　
　
1

‘
。
r
;
'
r
.

　
u

　
-
'
/
i
;

　

■
.　
.
i
i
i
n

、t_一塔J

｛ ―
 ご>

忿｛ゼ盛 三
屏 苓 璽・、

く

1

 
 
 
<
;
<

■
.■
・
.
'
M

　
:
/

■
v
r
v
i
H
'
.

j・こ こ　IT  -  ̂ヾ ・

，こ-l　; ヾ:^
v
!
'
.
-　
.
M
|
.
:
|
)

．」
こ

・
ご

・
．
J一
・

‥
こ

I
.
1
1
1 
W
.
I

　
＞
!

．
。
r
1
)
;

 
 
 ■ 
 
 
:■
　
・
'
.
・

i
)＊

”
i

…

 
1
1
1

n

　
1
:
 
u
　
.一

‘一
"
.

 
 
  
' 
/　
.

ド
1

　計
嘩
』

目

白

目
悶
］

'
　
　
"
　
'
A
.
'
;…
'
i
;
　
-

、
'

■
　
-　
-
.
'
.　
-
.
-　
<
-　
＼
　
r
:
　
…
　
I
J
I
H
'
/
^
n
r
t
l

  
 
  
 
I 
 
  
 
  
＼

n
　
i
i
　
I
'
l
l
?
;
!
:
　
i
m
i
-

。
i 　
'
.
I

V
　
I 
f 
-
'
i
　
-
■■ 
1
1
1
'

　・
。
>。  
V
＊
 
1^

 
V
!
'－
；

 
-^
1
 ＊
'
(
r
)

■
T
T
'

。
”
)
!

…

　
I
.
'

。
' 　
:
i

 
 
 
v
n
.

　
|

。
　
:

■

-
。

”
 
　

　
　
^
J
J
'

。

■
v

　
i

。
>
t
N
9
i
i

。
≫
　
1

　
;
|
>
(
v

。
i
( ＞
i

。
一
一

Ξ

・
。一

■
　
　
1

■
|　
V

　
.
'
/
l
i
'
i
V
i
i

　
V

　
■
:
-
'
<
<
.
'・

■
.■
”

　
I

。　・
＞

　
　
　
　
!
:

く

V
-
.
-
i  
  
  
.
|。
r
>
M
I
O
.

i
i
'
r。
　
t
;
　
'■／

。―一

『
・

』－一
'
＾
M
?
A

目

則

圓

'
.
'
・
f
v
'
i

　
"

　
＜
■
　
j

。
―

　・
　
'
・
-■・
/
'
i
n
;
'
i
i
i
r
i

－

-

-

■
.
|
.
'

　
I
.
   
'
.
1
!

　
V　
.
'　'
0

　

丁

良

」
‐
I
:
t

　
M
 
a
^
:
;
　
■   
'
)
　
-
V

□

耶

回

訓

-

71

-

・
■
■̂
'
f
i
;
i
r

　
/
-
.
.
-
I
-

　
-　
　・
;
>
.
(
.

　
.
.
:
|

則

剛

胆

｛
一

27

：でCT

）

"
■̂■
n
v
t
r
*
-

■
:
'
　
'
I

…

／

リ
’
-
M
l
f
O

　
'

。
<

ご
J

。
こ

｀
一
1

・

。
一
！

。

″

一
i

一

‥
｀

・
‐

4
　
-
<
i　
>

　
^
　
-
v
-
;
;　
T
i
-
'

。
! ＾
。
'
(
O
'
[
y
i
.
v
r
(
i
:
)

＼
'
"
　・

こ
I
J
H

。
   
V
f
l
M

。
/。

目

目

首

題

I
I
I

！

！

！

・

／

一
心

と

ツ
.
V
？
。？
≪
＋
1
1
.
 
 
 
 
 
t
l
V
　
V
　
1
1

－L

ミr



図13　あるべき機枇(n 川

II－'　 。同和^)とねた機構をめぎして

囲

II 2　 ’
・μ
、-i れ 乙 ・ぐ 努 ・r,・'I'U.''.C,liUi|:,a

一一

゛へ
:l

Ulluitlil ニI. 乙tl.K

■t)・ ■lごA 4・

f
l
s
-
＾
B
j
a

＾
;
；

 
i
3 
I
t 
6 
f
f
n
w
m
n
m
i
t

 
t 
n
＾
m
.
n
<
D

 
W
＾

S

胞

嘩
一
昨
嚇

爾

肖

雅

拙
j

<: ‥1　 ・/- ・ンなピ ジ-tヽ ス

図14- 明 るい職 場で福祉 村建 設(CH £)

田

-t I. '．(.1 u 川白 斑は;  '. ,;:
・■■.'(ri^ リ‥i I、1・Ml"  ,   0.I'."'

じ;・, 1; 努め 心・; ＼ /-

匹 二

(:り
一一七 三 三 回

元　
■ K .'(I

匹

ダic 酸哨
つ つ

ロヱ 璽三 ］

四 璽□

'li勧改酋プロジェ'/ ＼
匹 匹

(.fllill兄.   K 政 、林 －I、 特 定'
μ輿の小 ぴ)技 体l分Tf 力 調

[二 巫 良三]
( .   1'i''il|U‥・I'i部/.・.'.

皿 回 ∩

匹 匝 戸天iA  I

1' . I." I  VilH・・9il| ': L  .   r.(i 1 を

冶V  /; らi!t(l  を・li な ね 乙

イ・.  U: μr. な ら な け れ は'I  ＆

α)綸 料 は.T. か'J か な い が

こ れ で は リ3 r・Ull 1,1.' μHi)

のill'/, ij.iikは 減;ii/:'

C ・ ・|

1)}
匹knt!t'i.三 五三]{!)

匝 三 三 匹}I.I)

匹 七 五 三]

a r. t:ン タ　'. '!＼ ヽ.t,け 乙
匹 二 つ

(r.)'r'一Kill: 七lt 余岫心・n>・r埋μ 休

ん|をμ し・. I -; さ

(n)教 ＆は 公C 配t  I"」禄 に文 化 会

陥 へぴ)釣 師に し/J ら.t い

一 一 -

(;:).'>ぞJ  L い 、')i ‘  i'りの たfit:

-/・. w 秘にit.;-■■/:等t>i'J
けと 人・j・■・ 火*)j

「 五 千

～

イ.   折駁llにはぺべ 行
匯 三

せよう

I 13)  巨 亘 二 三 Ξ 玉 ］



CO

Q

図15　 望 まし い 糾 織 機 構 （D 班 ）

二 九

¬　　　　　　　　　　 ／　　　　　k

沁,l'.を'K/i- な い 人・iviw;?;
1

| ）

y

、

/

賎隅 改 革`ヒ?, 扨/)U 直し
2

.^ ダI

）

岫it・な 人・UW 拗

呻
恥
嘔

頌
冷
令
姉

匹 三 回(j),

潔力枕i<tか

希 哨;八≪( 心問 処;≪ぴ>

■'>人

'/≒ 心l't.    li-i・iijin li'< ,,'lミt/j 映,'r

i.    そ の 他ノ>≫り 姐.'r も(I'i傾 的 にilLめ よ

四 千∩

iD 竹fflU  ク・ノス ノi強tiニV. をJ ≪ If t

四回
四 呵 司

(.    . ≪U,il を・.ふ4 を ‥ 涵 比 す る と!'; ・にJ'i

 i 1 T)  ｀.f・4 をli  等・ 泌 に 改 め.vVJ

‘i! ト ノり ｀i(「I ・・JiiK化 す る

'V.        リ リ ‥. ■1    I;   ,V ,       
－ μ'' 」.i: ス1

・

ぞ 川 ぺ 丿,     ilDli ・|v v: に 収 り く

む.t  う に す-.j

(n)j'i!・)・■-/-.y^,o.池u*;ui

を 蜜 に し ・こ 、 そ れ

を μ11 に1 疋映 し て

ほ し い

(lil辿U'Vi, ・li.i (、を'j ら ぬ く こ と に
よ- バご.af 次的I:  '/‘筋に りj一念 で き

るI. ,  .V.'.い 、■>    jた 沁 で>  入・)i 6

で き 乙

(7) ？ ＼i片 ■ 管'T.**  I mm 、 心ri

ソ1 ll'l) l..<. I丿 心ぺ ＼

(K)W μ に ふ さl> し く ない 行 為に は

断 川'Ji'j'r I ろ公 勢 を 仙(ft- べ ＼(.

り いi.計l・'it'xi 丹 ,; II:沁 心 心 向 を|

一分 均 解 雫 石i  Itに μ'JI.の 公t^

椚iにっ い て もi'V解 を 深 め よ

l
＃
.
＊
a

 
r^
i
f
c
;
i
i
3
i
t
 
a
f
f
i
g
r
S
f
f
l
i
o
＾
f
k

　
J
-
f
T
J
E
f
c
i
a

＾
o

＾
K

咎

郊

一

時
ヤ

こ

ω

卜 ・4

ｙ

‐
｛

’

（

こ

’

べ

・

―

峨

噺

峰
3

茄

禍

冷

命

徊

欝

降

嫌

凩

吟
h
　

（

猫

脹

鶏

帛

↓

劣

冊

↓

布

印

）

。

一
’｛

一

〈
J
S

＾
l

±
i
2

。 ＾
T
-

／
S
3
f

＃
(
i
f
t
l
t
'
i
:
-
i
n
S
:
f
a
i
t
-
a
r
i

　
o

A
-
2

。
　
(
1
)
―
u

＾
t
m
.
i
t
t

＾
m
i
-
x

＾
m
k
;
c
-
t
z

／
m
i

＾
&
6

＾
i
w
.
m
.
u

±
t
（
-
<
o
n
s
.

φ

砥
6

蔵

・

零
R

旅
S

？

｛
昨

測

翼

侭

一
時

－

錨

一
り

叫

λ

師

＼

旅

装

瓢

一
白

茸

侭

拓

時

時
5

ぺ

冷
l
l

隋
S
S
-
i

＾
i
t
.
　

＊
c
o

≪
i
7
"
a
-

＞
'
i
i
'

　
I
-　
・
　
＾
-
A

＆
K
;
c
t
-

＾
J
＊
3
f
R
S
r
i
:
S
i
-
S
J
:

＾
i
c
a
4
:
≫
-
5

 ＝
A
-
2

。　
　
(
2
1
.
卜

＆
a

。
　
m
n

＆
m
.

　

■＆
a

＜
f
c
<
o
≪
F
'
i
s
a
s
:

＊
5
a
L
.

　

＆
m
t
i
'
o
t
z
i
&
k

＼
i
.

獣
c
7

侭

嚇

滞

防

砂

ｑ

＼

応

忿

階

八
り
〈

小
4

？

こ

バ
こ

ド

ク
3

恥
3

誕

辰

励

郎

沁
6

一
μ

一
時

忿

湘
9

一

阿

｀

良

心

・

A
-
3
.
　
1
1
1
.　
　
 
1
3
1
1

＾
6
S
(
i
A
2
J
f
l
l
S
)
I
l

；
i
i
-
T
-
5
:

’
＾

＜
(
O
T

■
i
t
t
t
o／
3
;
v
^
T
■
,　

　

／
i

＾

＾
d
M

＋
A
i
:

＾
i
o
Z
t
<
n
;
i
v
^
i
:
9
i
c
-
t
-
-
5

／

＾
f

≫

§

。
　
　
＾
S
i
B
a
i

＾
S
r

／
i
　
＜
-
f
f
c
A
l
c

。
　
　
　
h
y
r

＼
i
i
A
t
<
O
~

＾
i

＆
i

：
n

・
k
.
X
＝^
t

＾
h
i
i
i
i
i
'

．

A
-
;
!
し

に
）
’
l

胞

応

’

蝉

耳

に

’

啼

屁

ホ

’
S
S

蜘

ホ

’

新

卜

齢
3

に
K
八
蝦

一
卜

隷

｀
で

）
モ

む
ふ

硲
E

吟

ト

＼

吟

細

胞

ホ

’

蝉

城

応

’

雅

涵
一
応

昏
4

　

家

郷

｀
″
5

モ

？
J

冷

冷

叫

λ

卯

心

か

ら

・

A
-
.
i

。
　
(
I
I

。
　
r

―
a
3
t
f

＃
;

±
i
P
4

回

一
ｓ

民

啼

掘

加

？

、
）
津

鄙

茄

即

時

函
7

べ

肺

μ
5

冷

滞

即

吟

粉

＼

師

伝

雄

一

時

所

？

〈
R

陪

柵

回

口
4

ヲ

ー

海

霧

泗

時

沸

脚
r
S

タ
j
y
6

・

A
-
4

。
　
　
(
1
)。
 
　
　
-
f―
'

＾

＆
i
i

％
r
t
i

ひ

ト

比

い

叫
6

＼

則

刄

罵

）
ｕ

心

μ

い
I
1

？
a
y

階

叶

心

所

領

咎
6

λ

卯

＼

緊

鶏

所

φ

島

芦

叶

翌

叫

’

鍬

俗

伝

湖

励

鍬
c

卯
J
h
J
4

　

家

剛

泌

叫

か

＼

ま

』

’

回

叙

に
r

喘

鶏

恥

聡

励

翌

？

呼
4
r
t
m
.

　
m

＾

＆
w

。
m
i
r

＾
o

A
-
i

。 　
(
2
)

。
　
　
―
f
f
i
S
c
'
-
-
^
'

＾

±
M
i

’
）
i
t
z
>
d
'
<
z
i
t
i

’
f：

i
i
<
D
i
i
:
m

＄
：
i

＾
'
＾
t
M

＾
L
J

：

＾

／
<
J

　
-

煮

－
y
M

哺

淋

扁
3
a

＆

徊
4

？
I

辰

逸
一
ミ
一
冲

咄

魚

帚

励

随

吟

ト

＼

佃

コ

叡
C
O

　
y
　
―

　
？

　
-

　・＞

 
-
y　
7
"
t
S
^

＾

／
'
S
:
　
U
T
V

　
^
-
5　

≫
　
m
m

＾
'
l
U
S
.

　
k
m
-
r
x

　
y
　
S

＾
g
t
S
r

　
t
.　
o
S
i
a

　
＄
:
W
-
C
5

　
j
;　
t
　？
5
；
f
j　
L
f
c
r

』
に
7

・

A
-
0

。　
　
(
I
)。　
　
-
―

＊

／
t

叫
S
g
a

 
t
　
'＆
i

％

＾

＾
<
o
m
m

 
a
　
S
r^

O
i
z
　
L

。
　
　
　
＊
;
t

＃
!
c

　
i
　
o
　
<
!
:
　
＆

 
v
>
g
l
＾

　
S
:

に
9

沁

か

＼

獣
4

蒔

附

和

妙

口

鵬

畑
r

知

加
5
4

こ
4

に
ご
h
Q

ぷ

6

°

ン

乙

’

（

に
）
’
l

喘

仙

細

叙

ト
5

岑
4

（

い
？

囃

）
3
4

冷

郎

知

向

原

所

こ

、
り
F
　

μ

囲

岑

叫
3
9

励

≒
i
i
5

　
i
-
J
I
C
-
f

 
5
ぺ

齢

必

タ

岑

べ
R

細

｀

ぶ
u
Q

ロ
c

齢
7
h

と

β

粉
3

拓

岸

畑
F

弊

宕

一
白

脳

涵
c

八
1
1
7
ら

か
h

ご

り
7

げ

φ
h
J

・

A
-
G

。
　

―
m
m
a

ぺ

φ

心

吋

卯

諮

Ⅳ
c

ひ

臓

隔
j
y

心
j
s
c
7

．

B
I
1

。
　
　
U
)

。
　
　
　
r
 
I
g
B
S

。
　
　
i
k
l
i
S
:
S
c
-
g
-
i
-
o

／

＾

≪
§
S
g
i
i
r
f

£
0
'
f
.
C
-藤
f
S
t
=
f
c
o
(
O
T
-

。
　
　
　
A
V

。

吟

⇒

芯

字

哨

倆

’

政

μ

痕
I

階

節

所

叫

か
3
1
E

泌
r

鈴

行

翼

溥

冷

厠

荊

所

斑

喘

荊

一
n

誹

小
r

／
i
い
々
l
H
7

＼

か

応

h
　
t
.
I
S
5
a
"
e
＊
>
≪

。

9/



こつ

こ‥

32 社 会 学 研 究 年 報-

B-I,   （1), イー 住民 福祉課の保健と衛生 を分離し. 衛生は 住民の健康管理 と合せ て

保健体育課 を設置すべき／国有地 を含む土地管 理お よび 用地 担当 を定 めろ／農林，

開発，企画係が担当する事業 を総括して実施ずる課 を新設す るノ タイピスト課をつ

くる。

B-1,   （1)， ウー 交通安 全関係事務については公有 者の管理責 任であ る総務課 が 事務

の執行 をするのが適当／ 選管事務は人事の統制而からみて も総務課 が管掌 すべき／

各課で もつ建設事業関係は1 つの 課（たとえば開発観 光課，建設課 ）で取扱う。

B-1.   （2← 非常 に無駄か多 すぎる。物品会計.   事務改善& 進 め， コンピュー タ導入

をはか0. 集 中管理 をはかる／用紙の無駄使いが多い ので， 昔に もどって封簡 をつ

くっ て経 費を節減 せよ。

B-1.   (3) 決裁 権を課畏， 係長に与えよ／各課の職務分掌 を明確にする。特に 総務

課／課長職の職務権限 を確立せ よ／ 位民 サービ スをモットー とするならば，課長決

裁をあげて課長に も権限 を持 たせ れば， 勤労意 欲があ がるはずである 。

B-1,  （4）.アー 共働きの夫婦8 組 が常に人事異動 の際に問題視 される が,    1つの課

に共稼 ぎの一方 である女性 をかためてしまうのも1 つのア イデ ア／ 共かせぎの考え

直し 。たとえば， どちらかを昇給 ストップまたは採 用時に これの 周知 を行なう。

B-1,   （4）,イー 出納室は2 人で よい／上水道の拡張工事は完了し たので， 業務了 施

設管 理と業務委託に区分して人員 を整理 する 。

B-1,    （4),    ウー三役， 総務課長 だけで なく， 課内 を把・ してい 課長 から意見 を聞いて

人事異動を行なう／ 消防への出向は職員の勤労意欲 を減少させるので，ぜひ出向 を

やめ， 消防は独 自で採用 する／出 先機関 の管理者は部内よ り登 用す る。特 に教育 長

は教育 優先 といわれる本 村で予算獲得で苦労しているから／ 公民館長は教育長兼務

でよい。

B-1,   (1),エー 事務 系人事， 技術系人事 を明確にする／ 技術職員が事務系統の職務

を行 なっている もの があ るので， 係の続a 化を行なう。

B-1.   （-1），オー 税務課に係長 をお く／戸 籍事務と福祉事務は静 と動であるので切 り

離して 係毎に係長 を配置し，住民 サービスにつ とめなければ効果はない／公民館は

事業が多いた め，職員は激務で あるので， スポーツ振興 を図 るな ら増員 せよ。

B-2,    (1← 各課長問 の関係ある業務は連絡協調 を図i), 職 務刀遂行にあた る／ 村長，

助役 への重要 な伝達 事項は 課長 が行なう／要m のよい気の きく課長 は予 算でも職 員

体勢で も整え， ア ンバランスが見られるが，高所 に立って 公平;こ考えるべきである。B-2,

   (2→ 村は観光業者 （特 に旅 館関係） との筋j）通 らない，一般 住民 の納得のい

かない 行政指導を行なっている。き然 とした態度で指導に当るべき／理事 者は事が

発生してから職員を責めるが，その前に 自分たち 自ら県庁, 出先機関に出向 き物事

をえるようにし行政 を運営し ていく／ 収入役は今少し行政 を勉強 すべきであ る／村

晨:lよ若 ハ耳収政と文¥≪
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B-3,   (1← 村 民 に 対 する 対 話 は 親切 に ， 正 確 に ／!ti員は 職 務 を十 分 認 識 し ， 仕 事 の

遂 行 に万 全 を 期 ナ た め最 大限 の 努力 を す る／ 課 長 職 員 と の 交 流 を深 め る ため. た ま

に は 職 員全 部 を つ れ て こ ん 親 会 を や れ／ 玄 関 か ら 入 っ て 住民 課 か ら認 輪 事 務 局 まで

の 廊 下反 対 面 に 事 務 室 を建 設 し サー ビ ス の向 上 をは か る と 共に ， 旧 校A.  ・-'-維 持 管 理

の 面 か ら 取 り こ わ す べ き ／ 保 育 所 ， 学 校 調理 員 と の交 流 をや る べ き 。

B-3, ［2← 課 長 会 議 の結 果 が 職 員 の 末 端 ま で 届 い て い な い 。} ］一 回 は 全 轍 ほ の 研

究 ・ 討 議 の 場 が 必 要／ 村 艮 の 訓 令だ け で 終 ら な い で， 実際 の 事 務内 ’i?の 研 修 を 行な

う （挨 拶 の 方 法. 文 書 の 書 き方 等）。

C-1,   （1). ア ー 課 長 の 決 戴 権の 強 化 ／ 課 長 ， 係長 の 削限 を強 め るo     例え:f,   給 粁定

期昇 給 の 場 合 課 長 の 内 申 。

C-1.  (1), イ, 一 交 通 安 全 お よび 消防 ＼務 を 消防 分 男 で担 当 ／ 腿 場 ， 職 務の 規 律 の 剛

確 化／ 事 務 の 見 直 し をし ， 手 を引 くべ き は ひ い て ， 加 え る べ き は 加 え る ／ 長 か ら の

仕 事 命 令 は 必 ず 系 統 だ った 組 織 で や る べ きノ 企 画 係 は 企 画 の み に とど め， 事 業 の 実

施 課 は 担 当 課 で 処 理 す る 。

C-1,    (2ト ー一長 期 牌 想 に つい て職 員 も熱 心 に考 え， 理 事 者 に 提 言 で きる だけ の 勉 強 が

必 要 ／ 朝 令 暮 改 行 政 に な ら な い よ う信 念r  もっ て 収・）組 む べ き／ 事■ 改 善 委 員 会r

常 設 し て 定 期 的 に診 断 す る 。

C-2.    (1). アー 若い 職 員 に も 希望 の も て る昇 進 の道 を開 く べ き だ　I r*こ才fiV;二　 等'.-ミ，-15

才 位 に　 等 級. た だし 男 子 の み ） ／ 課 をあ ま り 多 く す る わけ に は い か な い か ら，

あ る年 令 （ 例 えば45 才 ） ぐ ら い に な っ た ら，1 等級 へ の わ た り が必 要 だ 。

C-2,    (1), イ ー 組 合 の 長 （消 防 分 署 長 ， 弥 彦 学団 々長 ） は役 場 職 員 を もっ て 充 て る

／ 公 民 館長 は 常 勤 職 貝 と す べ き だ 。

C-2 ，（0 ， ウー 昇 任 試 験 と特 別 昇 給 制度 の 実 吃／ 能率 綸 的 な こ と も 若干 取 り 入 れ る

こ と に よ っ て や る 気 を もた せ る こ と も必 要 。

C-2,    (2＼ アー 人 事 異 動-fl''-あ っ た時 ， 職 即 二導級 をつけ て い る が ， あ くま で もそ^

職 務 に よ り等 級 す べ き だ （例 えば 議 会前 局長 は ！ 字級 ， 現 局 長 は1? 等 級 ） ／ 最 高 同

一 職 場 内 に5 年 以 上 お かな い ／ 技 術 職 は 技 術聯 問 の異 動 をす る ／ 人 事 異動 に 頃 員 の

一 番 関 心 事 であ り, 配 置移 動 等に- 貫 性 を もつf 乍の 中 途 な ど に し ない)  ／ 少鉄 晴

鋭 とい えば 聞 え はい い が， 限 度 を 超 え る と 手抜 き が生 ず る 。必 要 な 人 ほ を 配lりナ る

こ と が大 切 だ 。

C-2,    (2), イ ー 一 般 職 員( 特 に 新 採 職 員 ） に つい ては,   1 -一一3 年 く らい で 各課 を一

応 廻 る よ う に し， 全 体 の 仕 事 に理 解 を深 め させ る ／行 政 職 であ る以 上 ， 村 全 体 をそ

れ な り に知 る 必 要 あ り 。 そ れ に は 新 規 採 吊 乃 と き 付民 あ るい は 各 部 落 の末-.rj と一1

接 す る よ うな 職 に つ か せ る 。

C-2.    (3→ 人 事 配 置 に つ い て は 事 前 に 全m 貝 よ ■■)， 笥 ！ 次,  第-> 次 希望 等 を放 っ て，

こ れ ら も多^ 及入 才xるこ と も必ヽ J冴。／人 事 異tb: ニフ沁ノ,つ 。ぶ・り を 入iしる.／人 事異動 資 料
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に本 人の希望 を調査してもよい／ 希望職 種の 調査 をする。

C-3,   (1)一 下水道 事業， 国土 調査 を一緒にし,  1 課を設立／競 輪事務局 と観光係を

一緒 に／観 光課 を独立させ る／開発観光課 を土木用地 課と観光商工 課に 分課。

C-3.  (2← 企 画財政課は総 務課に統合／総務課と企財 課の合併。

C-3.   （3← 住民 福祉課 を住民厚生課と環境衛生課に 分課／ 住民 福吐課は大 きい の で-'

課に分ける。

C-3,   (4）一 僑 業 センタは一膿協， 共済と分離し役場に くる^ き／農業 センターそ の

もの を見吐 す必要あ り( 畏の政治的 なこと もあ るので一 様にはいえ ないが）。

C-1, 一 新庁#1: 建設し明るい働き易い職場 を築 きたい／昭和ec年 までに 新庁舎 を

矢作駅 前か中山地区内 に建設する。

D-1.   (1)一 原則 として3 年経過の場 合は， 技術職 を除 き. 必ず異動が望 ましい／課

のm 務内容 を見直し，人員 の適正 を確認, ア ンバラ ンスのないよ うにする／適正な

人員配置 をし事務処理 を図 る／職務内容に応じた人事配置（人数）が必要。表面だ

けでなく， 事業（仕事）内容に充分なる理解 を求める（何年も前のものの後始末 が

多い）／ 職貝には個人差がある。その差を十分理解し 人事配置を考慮 ナベき／専門

職以外は定 期異動を断 行せよ。

D-1,    (2← 現行 勧奨年 令前にも係長以 上の勇 退に 優偶処 置を適用 する／ 勧奨年 令;こ

達しな くて も退職 を勧奨し， 有能な若手職員 を採用するこ とを険討す べき。

D-i,    (3← 係長以上の昇 任は 試験 制度 を取入 れよ／職員の登用につい ては単 に 年功

序列にこだわらず，客観的 な立場 から昇 任すべきである／職員の動労意欲 をもた せ

るために昇 格昇 任試験 を実施ナる 。

D-I.  （-1)一 将来， 教育 長， 公民館長, 弥彦学園長などの特別職につい ては堆M から

起用する ように し，職貝 の頭打ち を解消する／助役， 収入 役などの特別職について

は職員から登用し，職員の 勤労意欲 を促す。

D-1.   (5)一 職員の資質向上が望 まれるので， 一貫し た研修を実 施する／人 事課にお

いては年1 ～2 回職員研修に出席 させて職員の資質向上に努 める／職 員研修の充 実

をはかる。

D-2.   (1← 課, ■係の事務分担の明確 化を図る／課の業務内容に不都合 な面 も多 くあ

るので，そ の見通し をし早急に是正す るこ とが先 決。

D-2.    (2),アー 総 務課に企画課は統合／総務課. 企画財 政課の統合により， 総合的，

計画的な事業導入 が望 ましい（基本 計画はカフチリと）／企画財政課 を廃止し総務

課に包含し，企画 につい てはその都度プロジェ クト・チーム を作る。

D-:.  (2), イー 課 を縮少し 係を増し， 事務量の配分 を図 る／現行の行政業務の系統

を再分類し，機 誘の改 善を図 り行 政執行してい く／行政権構 とはい え組 織である 。

し たがって組織 の型は ピラミッド型 が理想 とされてい る。トJl部は 狭く，下部は広

く縦横の連絡が取られやすいようにする／ 住民福祉課 を2 課に分離し， 開発観光諜
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の観光係を競輪 事務局 に移し， 実質的 には 課数は 現状維持 が望 ま しい／議 会事務

局 を廃し，総務 課の1 係として議 会運営にあ たる／ 行政規 悛に比べ，出先機関 が多

い。課の統 廃合 と合わせ出先 機関の廃止 または統 合庁舎が必 要。

D-2 ，（3ト― 農村 モデル整備. 下水道建設 につい ては。 特別 に建設 室 を作り事 業に取

組 む／財産管理課 を設け，各 事業に 伴う用地買収 と登記関 係事 務を処理 ナる／下水

道課 の新設／「す ぐや る課」 のように時代に即応で きる課 を作る／大課 制の採用 よ

り事業に応 じたa のsS:S.をすべき／公S. 交通安全 を取扱 う独立a;または室 を設置

ナベき。

D-2,    (4）,アー 役所的ノヽ ンコ行iS を少 くして課長決 裁頷 を引 きあげ る／ 決戴1ほを大

巾に課長に 移し 権威 を強 める 。

D-3, 一 役場 を新築して 住民 サービス;こっと める／庁舎玄関 口に案内 者を配[a する

／県信弥彦支店派出所の窓口業 務を役場職員 と同じ くし て村民-^－ビ スiこ努める／

予算編成前に各部落総代 より要求 を聞 き，これらの件 を隋討し，予算§ 成にあ たっ

た方が よい／現在の都市計画 を見直し， 勤労者住宅など を建設し 人口の 増加 を図る

／住民 健康センター を建設し 住民の健康管理 を充実ナる。

最後に,    4班に共通している将来像をまとめると，次のようになる。

①　組織機構の改革

a.　　課の統廃＆（関連する職務の統合）を促進する。

b.　課の新設により効率化を図る。

c.　　業務内容を見直し，事務分掌を改善する。

d.　課長（係長）の決定権を拡大する（権限の委譲による効率化）。e.

事務の合理化，改善を推進ナる（そのための組織をつくるなど）。

②　理事者，管理職の指導性の向上

a.　理事者は相互に意思疎通を深める。

b.　理事者は指揮命令系統を明確にする。

c.　　管理者は相互に意思疎通を十分にする。

d・　管理者は部下とのコミュニケーションを深める。

③　人事配置の適正化

a.　適材適所の人事配置をする（職務と能力の斉削 。

b・　やりがいを起こし，希望のもてる人事管理をナる。

c.　持別な人事制度を設ける（特別昇給制度，ワタリ制度など几

ぐt

C'7
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表I　 性別 実数

｜　）　 女
性

別

実数-

％

59
-
52.7

表3　 職制別実数

大

I 47.3
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表2　 年 令別実数
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性別，年齢別，職制別，所属別に分析した（表16 ～20 参照）。次に，本調査の

目的の1 つである機構改革ついて，機構改革の賛否者の特質を探ぐるため，分

析を加えた。

(2) 組織の現状と将来指向性の分析

全体としてみた場合に,「企画課と担当課の職務権限が明確でない(Q7 ）」「各

課の仕事量がアンバランスである（Q20 ）」と思っている職員が多い。「人事配

置・異動の時 の基準が明確でない(Q14) 」「仕事の結果についての評価の仕方

が明確でない（Q12 ）」「仕事を一生けん命やった人が昇進・異動などで認めら

れているとは思えない（Q37 ）」と人事管理に関する不満が相当にある。それと

共に，仕事の実際の決定が理事者や課長に集中しすぎていると答えた者が多か

った。また，「課間の横の連絡が足りない（Ql ）」「理事者間の意思疎通が不足

（Q19 ）」「企画係と事業実施課との事務連絡がスムーズに行なわれていない(Q17

）」などコミュニケーション不足を感じている職員も相当に多かった。

性別では，男子は企画係と実施課との職務権限が不明確であると強く感じ，

他方女子は男子に比較して，決定が係長に集中しすぎて い る，「課長会議の内

容が部下に知らされていない（Q32 ）」と思っている。

年齢別では，以下の特徴を示した。50代はかなりの項目で他の年代より高得

点を示した。特に高得点 を示したのは次の項目で あ る。「気持が通じ合ってー

体感がある(Q34 ）」「仕事で必要な時，同僚は互いに助け合っている（Q34 ）」

「あなたの仕事を決定する場に参加させてもらえる（Q56 ）」「現村長の人間性，

方針，政治思想を知っている（Q64 ）」「仕事の進行状況をその都度上司に報告

する（Q70 ）」「知識・技能を高めようとする雰囲気がある（Q25 ）」「村民の代表，

村民のためと思って仕事をしている（Q66 ）」「公務ととしての誇りと自信（Q68

）」「自分の仕事にやりがい(Q60 ）J「今のポストに満足（Q63 ）」「相当の仕事

は役場で重要な役割を果たしている（Q69 ）」。他方，低得点を示しているのは。

「責任者として行動するためにもっと上位に昇進する必要がある」，「役場は住

民サービスに過剰すぎる（Q18 ）」である。

m　 これは組織の構成要素　図1 参照） に従って，概念的 に分類した もので， 因子分

粁なおiこよ,つて 蛮t正ナるf乍寅ヵ;雙さixて’,ヽる。

d. 特別職に職員を登用する。

e.　　事務系と技術系の職務内容を明確にし，それに見合う人事配置・異動を

行なう。

④　一般職員の育成

a.　職員研修を充実し資質の向上をはかる。

b. 職員間のコミュニケーションを深める。

⑤　総合庁舎の建設

⑥　住民サービスの向上　　・・

3. 職員の意識構造

(1) 調査の手続きと対象

全職員を対象に質問紙法によって，この調査は実施された。5 回に分けての

一斉記入の方式で行なわれた。有効票は112 であった。

対象を性，年齢，職制の別で分類すると，次のようになる( 表1 ～3) 。

なお，所属別では，総務9(8 ％), 企画財政5  (4.5％). 税務7(6.3 ％), 住

民福祉38(33.9 ％), 観光開発14(12.5 ％),   農林7  (6.3％), 企業9  (8 ％)，競

輪4  (3.6％), 出納2(1.8 ％)，議会事務局2(1.8 ％), 教委事務局15  (13. 4　)

である。

ao項a  (7 点スケーレヽ) の調査データは，質問項目を，組織の構造・制度，

過程-  晩吼 文{ヒ ー鳳士。悛民とのRa乱 働きかいの5 つの次元に分類して心 ，
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表6　 組 織 の 文 化 ・ 風 土 に 関 す る態 度
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40代で高得点 を示したのは，「村民の代表として，すべては村民のため と 思

って仕事をしている」「公務員としての仕事に自信と誇りをもつ」「自分の仕事

にやりがいをもつ」であるが，「仕事上の決定が理事者に集中しすぎて い る」

と極端に強く思っている。30代は屈折した回答をしているが，全体平均でu 得

点の項目・'例えば，Q7.  Q14.  Q17,   019, Q37) について敏感に反応している。20

代はどちらかといえば,  (l!lの乍代に比鮫して低得点を示している。年代間

の差が甚しく，かつ年代が若くなるに従って低得点を示すも の は，「職場では

気持が通じたいー体感がある」「互いに他の職場の人たらの立場 を理解 し てい

るJ '■"一般職員の意見は課長会議に反映さ,「している」|`村長の人間性，村政の方

針　政治思想を知っている」「仕事に関ナる知識 一技能を高める雰囲気がある」

の項目である。

50 代が高得点であるのに対し， 他の年代が低得点を示しているのは，「 人員

配置のとき，専門知識が生かされて い る」「仕事の進行状況をチ
エッヶ十る方

式が明確である」「上下の信頼感と相互の理解がある」「上司はあなたの担当十

る仕事に関心 を示す」「今のポストに満足」である，

職制別の比較に移ろう。管理職は一般職員に比べて「仕事の進行伏況・成果

を上司に報告している」「上司と気軽に話し合える（Q59 ）」は高得点を示して

いるが，「企画係と実施課との職務権限 が明確」 と「住民-・+■ －ビス過剰」 は低

レヽ 。

課長- 課長補佐が高得点で他の職制が低いのは，次の項目である。「理事者・

管理者の方針・ 計画の公式的伝達」「上司は方針設定， 計画立案に際し部下の

意見を求める（Q49) 」「上司が部下の担当する仕事の内容に常に関心を示す」

「仕事の決定の場に参加（Q56 ）」「自分の課の運営に参加(Q6i ）j r上司に信頼

されている（Q62 ）」「村長の人間性，方針，政治思想を知っている」。

係長が他の職制と比べて低得点であるのは，「係長に決定が集中し十 ぎ る」

「上下の信頼感と相互の理解」「仕事をー生けん命にやった人が昇進・異動で認

められる」「理事者，管理者の方針，計画の公式的伝達」「庄民 二－ズの施策へ

の反映j である。

主事補・技師補で特長的 なのは. '"自分がすべての責任者j「部落内の会合，

地 方 治 体; こ お け る 行 政 課 題 の 変 化 と 行 政 組 織 の 変 革
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行事への出席」「仕事の将来，生活の安定に開する安心さ」が低いことである。

また。　保母は「課艮会議の内容が部下に知らされる」「上司があなたの付事に

ついて行なう決定に満足」「上司は方針を明示し， 仕事のポイントの適切な指

示をする」の得点が低い（^）

以上のような現状認niaに対して，将来どんな組織にしたいと考えているであ

ろうか。全体的にみると，「理事者が一般職員と意見の交換や対話をナる」「新

規事業の企画はプロジェクト・チームで実施する」ことが強く要望されている。

仕事上の決定については，「細かいことはできるだけ下に任かせてほ し い」

と回答しているものが男性,   40代， 課& 職に多い。しかし，「計画や方針は上

でやる方がよい」と思っているのは,   50代に，また係長，課長. 課長補佐に特

に多い。20代.   30代，職制では主事・技師職は計画や方針も上だけで行うので

はなく下にも任かせてほしいと望んでおり，管理職との間に意識の差が見られ

るっまた，能力主義の人事管理の導入については. 男子,   50代，課長・課長補

佐が強く希望している。

機構改革への意識はかなりの職員に見られるが，年齢差はほとんどなく，職

制上では，係長職が最も強く，課長，課長補佐と続く。しかし. 課・係の統廃

ぼとなると,   50代の職員はかなり強く望んではいるが，全般的には「どちらと

もいえない」程度になり, 30 代は否定的に反応を示している。所属別では，課

の事情により各差が大 き い。大課制には否定的ではあっても, r 新規事業はプ

ロジェ クト・チームをつくって実施する」という改革を望む声は強く，課長。

課長補佐に特にその傾向が表われている。

(31 機構改革質否者の意識

機構改革の賛成者は72 名で65.5%,    反対者は21名で19.1%, 「どちらともい

えない」と回答した者は17名で15. 4％であった。何 らかの改革を望んでいる者

が過半数を占めている。

さらに，賛否者の内訳を別，年齢別性，職制別，所属別に検討してみよう。

賛成者の男女差はほとんどないが，反対者は男子にやや 多 くr どちらともい

田　 なお所属別の分析は， 課聞に人数の アンバランスがある ため,   扨伺 な値が出 易いCO

で。 記載 を省略 した。
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表9　 機 構 改 革 の 賛 否 × 性 ， 年 令
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表12　 課・係の続廃 合の賛否　性別，年 今別
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表10　機構改革の賛 否×職 制

in 代　1　50 代--67.
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表11　 機構改革　　　 ×所属別 (実 数)

えない」は女子に多い。年齢別では,   30代に賛成者が少なかったことが特長で

ある。職制別では,・管理職に賛成者が多く，調理員・運転手・用務員および保

母に「どちらともいえない」が多い( 表9 ～10)。所属別では，税務課が他課と

大きな差異を示し，反対者が過半数を占めている。賛成者は教育委員会事務局，

開発観光課, 住民福祉課においては過半数になっている(表11) 。現在の機構を

開発しようとする意識，現状の機構では困るから何とかしたいとする意識は，

全体的にみて，主事・技師職以上の担当数の職員に共有していることを，また

他方では，一箱の課の中には強い反対者づいることを，この調査結果は示して

ゝ` る。

次に, 課・係の統廃合は，いわゆる大課制についての賛成者は43名で39.1%,

反対者は37名で33.6%, 「どちらとちいえない」と回答した者は30名で27. 3%

であった。賛否者が共に過半数を割り, 半々であった。「どちらともい
えない」

という約30名を考慮に入れると，反対への心理がやや強く働い
ていると解釈で

きよう。

さらに, 賛否者の内訳を性別，年令別，職制別，所属別に考察してみよう。

賛成者，反対者共に男子が多く，女子;± rどちらともいえない
」の回答者が多

い。年齢別では.   20代は賛成，反対，Fどちらともいえ
ない」に3 分しており，30

代には反対者が多く,   40,   50 代には賛成者が多い（表12）。職
制別では，賛否

に分極化しているのが目立つ。その中でも係長に賛
成者がより多く，課長，課

長補佐，主事・技師，主事補・技師補では賛否が同数あるいは
同数に近くなっ

ている。用務員等，保母ではF どちらとも い え な いJ と
答えた者が半数近い

（表13几 管理階層を昇るにつれて, 賛成者が減少し反対者が増
加する傾向にあ

る。このことは課・係の統廃合を大諜制と譚釈した
場合に，改革案における大

課制の採用はどれ15. ifの合意のもとで々されたのであろうか。
所属別では，課O

おかれている立場，事情によって戻間に差がみられた。税務課は
反対者が圧
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表4　 賛否課・係の統廃合のX 所属別

地方自治体における行政課題 の変化と行政組識 の

4。　管 理 職の 深 層 心 理
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剛　 調 査 の手 続 き

本 調 査 は 三 役 お よび 係長 以 上 の全 役職 者 を対 象 に ， 個人 別 に， 約1 時 間 の深

層而 接 を 行 っ た 。面 接 者 はで き る だけ 白紙 の状 態 で 被面 接者 の本 当 の 気 持 や 考

え を聴 こ う と努 め た 。管 理 職 の ホ ン ネ を 積 極的 に 傾 聴 す る こ と を通 し て， 組 織

生 活 に お け る錯 綜 し た深 層 レ ベ・レの問 題 に で き う る限 り接近 し よ う と 試 み た 。

そ の よ うに し て聴 取 し た ギ ー 々X, 無 理 に ま と め よ う と せ ず に， 大 枠 で 分 類 し，

管 理 職 別 に 管 理 し て み た 。

(2! 管 理 職 別間 題 分析

深m 面 接 法 調 査 で 得 た デ ー タは ， 問mm 域 に よ っ て 分 類 し， さ ら に 改 善 す べ

き問 題 と改 革 案 とに 区 分 した 。 問 題 領 域 はj] 課. 係 の統 廃 訃(大 課 制),  'I.機 構

改 革 ・③ 責 任 権限　 ④ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン　i) 人 事 管 理 ， 研 修　 ⑥ そ の他 の6

領 域 に 整 理 し た 。そ の 結 果 を管 理 職 別 に列 挙 す る。

[三役I

〔問題 点1

①　 今回 の改善はよほど慎重にやらねばならない／大課制は好 きでは ない 。世 間一般

に合うようにし たい 。分権化の方向 がよい／ 処遇 をど うするか，仕事 の能率 が上 が

る かが問題で ある。

②　住民 福祉課に経験 のあ る係長 をお くべき／企 画財 政と総務の分離は問題 。

③　課長の決裁権は拡大し たいii'＼ 自ら判断 できる ようにしてほしい／助役は事務次

官的 でなければならないが， 実際には政務 次官の仕事 もやる。

①　上意下達 ，下意上捧|のコ ミュ：ニ ケーシ3 ンが|う まくい かず連 絡調整不十 分／係長

・課長の意見が うまく反映されていないので，漸 次職員 の発言 も弱くなり何も云わ

なくなる／企画係と開発観光課の技術屋 との連絡が不十分 。

⑤　若 い職 員は村民 の公僕とい う意識がない 。

〔改善 策|

②　庄民 福祉 課に強力な 係長 を／企画財 致と総 務は統 合／住民との交渉 を 増 や ナ だ

め，課 を増やすなどして／課長 を多 くナる課長の方が現場での 執行処理 に 近 い の

で.   fiif品な どある金額内 で決裁 潅を艮長に 缶かナ／ 課長 会議にできるだけ職員の意

見 を反映 。

⑤　中堅層 の教育 を徹底 する／個人個人の能力 を生 かすために，責 任ある仕事にっ か

せ全 体的 仕事に従事させる。
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倒的に多い。次に開発観光課，総
務課，さらに住民福祉課，教育委員会事

務局
と続く。総務課は賛否者が同数で

あるぐ表14) 
 
 課・係の統廃合，つまり大課制

については賛否者が2 分しておリ，し
かも係長を除いて性別，年齢別，職制別，m

属別に，貰成者が過半数に達して
いない。同時に，「どちらともいえ な

い」
が,   20,   30代，女子層，用務員等.

 保母職に多くみられる。統廃合によ
って直

接影響を受けると思われる課・係
では，反応が賛否に分かれ，複雑な動き

を示
している。

最後に, 機構改革意識と統廃合意識
の関係を分析してみると(表15)，機構改

革賛成者65% と統廃合賛成者40% と
の差異がその関係を物語っていると思

われ
る。機構改革賛成者の'io. 8% は統廃合賛成者

であるが.   31.7% は反対している。

他方，機構改革反対者の42.
 9% は統廃 胎こ反対しているが,   33.3% は贅成

にま
わってお0,

   
―見矛盾した反応がみ

られる。65.5% の職員が何らかの機構改革

を望んでいるが，そのまミま課・係の統廃a
という意味の大課制賛成に直結する

ものではないことを示している。課・
 係の職務分担，決裁権. プロジェクト・

チームの結成，人事管理など改革意識
の多賎性をうかがわせるものであろう

っ
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〔課長 職〕

〔問題点〕

①　課は増えて もよ く反対だ。今のまゝでも人員 を減らすこと もで き，必要に応じて

課・係 を作ったり統廃合していけ ばよい／消 極論者であり大課制は至難である。課

長 はもっと猛勉強し なけ ればな らず， より多くの議会答弁 のための能力知識 を養成

し なければな らない 。また既に実質的 に大課制 と同 賤の課 もあ る。卑門補佐 をおく

べき／ 多数意見に従ったまでだ。確かに命令系統はすっきりす るが， 年令構 成から

みて， いつか昇 格できるとい う希望 を与え るべきだ／課はこの ままで もよい 。本当

に必要 な仕事内容 を見定 めて，t>っ と人員配S を考えるべきだ。多分長はや らない

だろうが， 場合によっては職員の登用 を考えて実施 ナるかも知 れない／係長， 課艮

補佐でたたきあげ た結 論であり，m. 長は了解 しtzだけ だ／ 長期的 財政の見地から大

義 名分 が通っ たので， それに押されて賛成 せざる をえなかっ た／職 員自身 の意見 を.

特に降格者の気持 をよく聞 くべきだ。それは身分剥奪と同じであ る。村民 にも理解

して もらう方向 を構ずぺ きだ／大課制 でも小課制で もよい 。職 員会員 が互い に他課

の仕事でも. 仕 事の内 容 を知 りなが ら応援できる ようにすべき／せっ かく作っ たの

だから反 古には できないが， ホ ンネにそうような案 を作らねば／機構だけ変え ても

解決 でき ない。し かし 放任したらなおダメになる／ やむ をえない。村民の信頼 を優

先 すべきだ。根本的 には村民 に対 して河がし てやれるかであり, 出世するかしない

かは 個人的 利害の問題である 。 ただ問 題は 廃止し た4 人 の課長 をどうナるかである。

②　機構いじ りが役場の欠点。 計画性 をもっ て機構 を変える 。少 くとも5 ～6 年 は変

えないように／人に仕事がっ く形で変 わってきたところに問 題。人事配 置中心 に機

構が変わった／企 画財政 と土木 との横の連絡が うまくない。計画設計の段階 と発註

の段階 とでバラバ ラになる／下水道と上水道との調整が必要だ／企画の性格があい

まい 。実施担当課 との区 別がはっきりしなかった。下水道事 業の県 の許可も農林課

長がや った。逆 に農 道は用地買収まで企画がやらねば ならぬ。工 事は県や都市開発

がや る／担当分担 制にすると横の連絡がなくなっ た／ 各課間 の連絡， 調整が不明確

だった。課間のナV  ノ句 があり調整が大変／営農 指導の建物 が別であるが. 農林行

政 を一 体としてや るには不 都合／観 光と土木が1 つ では問題 ／村 長の意向 を他課に

反映 させるためには， 財政 と総務 の分離は不都合／農林課で農業総合 整備モデル事

業 を担当 しているが，営 農の仕事が停滞する恐れあり／開発観光課に 仕事が集 中し

すぎて巾広 く仕事 を持たされ少 々酷 だ／税務課のピ ークは3 月であ り, この応援体

制が不十分 。

③　理事者は政 策決定 と実施決定 とをやっている／長 から指示が くるだけ 。中間 管理

者は トンネルか苦 情処理の役。 これでは事務は停滞する／助役の所 で課問 の調整が

できない 。権限 がない から艮;こもってい かざるをえない／一人で 何でもやってしま

うように 権限 が集中し てい るい

地 方 自 治 体 に お け る 行 政 課 題 の 変 化 と 行 政 組 織 の 変 革

一 一
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役 という下 意上達 で立案してい るが，経験の浅い者が実施 計画 を立 てるの で良 くな

い 。

④　長 と助役との本当 の意思疎通 が全 くない∠ 艮と助役の連絡が良 くない。助役のと

ころで書類が止まってし まい上 にも下 にも行かない／助役は自分の役割（上下のま

とめ役, 調整役) をはっきり認識してい ない のでは ないか／機 牌よy  も三役問の意

思疎通 を良 くすることの方が大切。住民 も職 員も願っ てい る／ 艮や助役から直接命

令が管理職 をとびこえてい くこ とがある。1 つの組織体であるか らルールが守られ

ない と困 る／三役 会蔽は有効に動いているのか／諜長会議 は辿 絡会議 に終っ てい る。

最近は 会議 の運営 の仕方に意 見が出はじめていろノ 三役会議は下から重要な会議と

見られてい るようだが，職 員に その内容が伝えられていない／職口同 士で も同 じ課

内 で「オレはオレ」と横の助け 合い がn.;・ヽ 。

⑤　昇 格の基準が不明 確／ 能力主義 もいい が結局人間間係 だから，先誰 後輩というあ

り方も大 切ではないか。

⑥　住民との応待で若い者は礼儀が無頓着。

〔改善 策3

⑦　現状の課 を残して今の職務 分担r 整理し＆理化 を図る／担当 の仕事 を あ る 程度

巾 を持たせて明確にし，主 な仕事 と副の仕事 に ～3 種類） をセクト に し て. 責

任 を持 たせ中堅 クラスを育 てる／ 目的‐ 仕事一機膚に する／兼務兼 任体 制 が 他 課

からの応援職 員を指定し てお く／長 の直 結とし てプロジェ クト室を新設し，期限 付

き，短 期的，特定的業 務に つい て課問 の調整 を特 に必 要と十 るものの企画 決定 を行

う／長 の直轄 にして専門職 として1 つの分 野を持 たせ， 遊軍記者のような役割 を作

る。例えば，米 の生 産調整， 国土調査，下 水道 の用地買収／国. 県 の補助事業につ

いては， 仕事の流れが途中から変 わらないように企画として実施するのが一番良い。

認可 を得る段階まで と技術的実ぢ 段階 とに 分け，後半 を下におろす とい う考え，や

り方はよくない／総務課と企画財攻課の統合／選挙， 交通安全は総務課に移管／ 庄

民課 と福祉課の分離／観光 と土木 の分既 ノ観 光，企画. 競輪の統合／国保は総務課

に移管 。

③　長 と助役 の決 裁権の拡大 を。例えば長は3. oい 万円， 助役は1, 000万円まで／課長

が立案し責 任をもって係長が実施 すべき 。決定 の責任者は課長だが，実施者である

係長 も権限 が必要／ 課艮決裁 を大巾に1（ 万円位に増額する。課長が不在が ちなので

係長に も決裁権を与える。それ を是認するこ とは信頼度 を表 わしている／係長 も十

分に資格を もっているので決裁 権をおろす／課長会議 を村長の行政 を打 ち出す最ifii

の意思決定機閔にする／課長会誌は調整 と協議 をする辰関であるが，実質的には 隋

限が与えられていないから機能せず／

④　村長 と助役は1 つの部屋で執毒 を／お茶一 杯のコミュニV  ーションを。

R）1 週間I哨に内示してほしい。 二-iぱ長 。つf耐震であるa:.   sm妥刀立丿刄力・らすix (f簾
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長職以 上の異動は事前に相 談し てほ しい／課内業務の実態や職員数の適正な ど課長

の意見 を聞 くべ き／技術者 をi つに まとめて課 をつくる／役職に代わるもの を活用

してほしい。 例えば公民館長 などに職貝 を抜擢 する. 決裁権 を拡大ずる／各担当部

門の職員に初級 ・中級・ 上級の研 修を受講させる／新入社員に対し課長から説明し，

研修 を徹底的 に行う／ 他町村との人 事交池 県市レベルとの交流Sr2~3 ヶ月単位

でやる（出講 職員）／ 自治大学に派遣ナる。

〔課長補佐〕

〔問 題点〕

①　課長 の資格 だけ が問 われてい ■'h／大課制より小課制の方が仕 事がうまくい くと思

っ てい たが， 全 体の意 見に 従った／ 大課制にし て課が減 ると事務能率 か下 がるので，

積極的推進には反対。 朝令暮改 になるかも知れぬ／ もともと長の判断 が明確で なく

課長会議で説m された だけ。一般職は冷淡，吼 含していた 。弥彦村役場全体の ため

とい う発想ではなかった／長は白紙 で委任し たが ムード的 に走 りすぎた。時 間的限

界もあっ た。小 課制で改 善し ていくべ き／課長補座が5 人 もいて大課制になれば，

なお さら頭 打ちの状態になる。係長になれない人が30才過ぎて まだ何人 もいる。や

りがいを与 えるべき／ 段級 制で1 つ1 つ上 がっていくことがや りがい／ 大課制の発

想は何 か改革し なけ れば ならないとい う意識― はがゆさの故に生まれた／ 人 を想

定 して課 の統一 を考えたフシがある。 。

⑦　基本構想は まと まっ たが，予 算要求 の段階 でほ 々なちがっ た中身が出 てくる。用

地買収の担当者がはっき りしない 。農林課長 が建設省，県への交渉 をや ってい る。

企画課は企 画だけでなく，実施 の後始末 までや る。

③　力 のある課長は与えられた権限 を活 かし，運用し てどん どんやってい る／課長 が

はっきり指示 してくれれば係長は決裁権がな くて もよい／決裁権は下におろす必要

はない。決裁 権の委 譲そ のもの を云々ナるよ りも， 今の課長自身 がしっか り判断し

使いこ なすこ とが先決／ 課長補佐に も課長と同等の決裁権 を持たせて もよい／全て

課長に集中 。

④　村長 と助役の間で 調整 がとれていない／担当課長 が直 接に村長 に話したり同じこ

とを二度説明。助役の立場 がなく相互的 な信頼関 係が ない／ 仕事の流れが助役でス

トップしてし まう。 アドバイスや 情報 がト-yプ までい かない／助 役は直 ぐ判断， 決

断 を示 してくれない。実力課長がや ってい る／ 長から直接 課長や担当者 に意見 が求

められ，また直接命令が なされたりし て，命令系統が すっ きりし ない 。

⑤　職務内容 と職 員の能 力との斉合性 を認識して決める／有力 課長 も人事につい て口

をは さんでい る／夫婦，い とこ， 兄弟などの関係が多い 。結婚し たら退める内 規を

つ くる／若い職員は与え られ た仕事 ぐらいチャ ントやってほしい 。わからなけ れば

間いてやればよい／若い職員の意欲と能力にバ~rツキ。

t改善策1
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②　総務課と企画財政^ の統C3 。 商工観 光係の 分fiS/'下水道は企業課へ／用地管理課

にして登記関係. 国土調査 を担当ノ 住民 福祉 と保健 と;
こ分離し て，後者に公害， 交

通安全，国 保を入 れる／観光 係を競輪に統 合。

③　1IS和31年当時 の予 算規摸で決められた財 務専決規則 の改正 をすべき。

④　長と助役が もっ と話し 合ってはっ きりした考え を出し てほ しい／助 役は 事務助 役

に徹十る／ 上に立つ人ほど風当 りが強いのは当
■) liliだから. 職 ＼の不平不 満を吸収

してほ しい 。

⑤　課 鎚は部下 を活 かして専任の仕小を与えてやれば 励みになる／特別職は職貝から

登用5r／課畏としての適 応性( 経験 十能力や尖力)   を陥査 せよ。例え
ば. 管理 能力，

処理能力， 決断 力， 実行力 など／三役だけで人事の相談 を。

〔係長職 〕

[問題点]

①　働き易い職場にする契賤 とし て貰成 ／a 長やtiH佐が降 格し てくれれば 皆平 等に な

ー）ていい／大 課制は機碑としては 理恕であるが。 感情のある 人間 を配置することで

あるから， どんな職 位にい ても力 を廼耀で きろi,
 のか。降 恪される課長に十分配 滋

せ よ／村長は人 の手足 を切 ることを忍びな
い と思っ てい る／村 の将来 を考えて， 人

件費増大一 住民 サービ ス削減とい う危機感があ
っ て.   自分のa"  a:し めて もサービ

スに徹し ようとして案 を作成した。その後， 好んで火中の栗 を拾お
うとしない。公

務員 とし ての自覚 が足 りない／小課制がよい。頭 がつか
えで係長になれない青が出

て くる／1  課にし たところ で連 絡の不 徹底は変 らない。村長と助役
の関 係が変 らな

ければ／ 課の集 約よりも， 現実的には細分化された 仕事 を
や る方 が効率 があがる。

そ のために は係の増加 も止むなし／大課制の仕事の能率 を考
え るとよいが， 肩書き，

名誉欲 もあるの で，本当に 能率があ がるかどうか疑問／ 大課制
の発想の源には課長

不信がある／大課制で課長は全員 の把 握が できるのか。
また担当 がー人一人責任を

もった仕事 をやれるのかとい う不安が浅る。

⑦　後追い行 政で先 見性のあ る将来 を見通した行政 をやっていない 。長はビジョ ンを

持っ ていない／能力 を95~i(;r.％ 発 揮させるような隨構
をつ<  りたいが， 具体的 に

ど うすればよいかはっき りしない／事業に機 構が適 合しているのか。人 事配H が年

功序 列だから／ 現在， 総務と企画財政に2 度説明， ロスである／住民 福祉課は一 番

多忙で サービスが低下／ 商工 観光係は課の中で も異質。留守，応援の時な どうまく

行かない／技術屋は新規 事業 を企 画から途中 で任 さ
れて も困る。先行き不安がある

／ 下水道事業に人 を出しているが，どの程度 任がせ られる のか不安／ 公共下水道事

業 のmm がは っきりしていない。その事務面さえ不明確／下水道事業について， 技

術屋としては掛け持ち的気持ではや りたくないが， 現状では本気でやっているのか

わからない。

③　1,300 円 に課長 の印鑑。 決哉は不必要／実際 心決 裁は戻長が最鈴判断 をすべき／
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係 長 は形 式 的 に では な く実 際 上 の 決 定 権は 持 っ て ■  ヽる 。

④　 村長 と助 役 の関 係は こ こ2  ~ .1 年 全 く良 くな い 。 意思 疎 通 が ない ／ 助 役 は課 長 を

通 さ ず直 接 係畏 や 担 当 者 に 命 令 し て い る 。 課 長 も助 役 を通 さず 村 長 に直 接 話 し をし

て いる 。 村 長 も助 役 を通 さ ず 課 長 か ら 話 し を間 く 。 長 自 ら組 織 の ルー ル を破 る こ と

にな る 。 悪 循環 だ ／ 収 入 役 は 自 分 の 意 見 を云 わ な い 。上 司 とし て 何 も指 導 し て く れ

ない 。 議 会 答弁 も資 料 が な い と何 も云 え ない ／ 課 艮 会 議 の 内 容 は 必 ず し も 伝達 さ れ

な い 。「叱 る こ と 」 だけ 伝 わ る ／ 係妊 会議 は 自己 研 ぶ の 目的 で 作 っ た が ， 実 愉 は お 粗

末 ／ 三役 会議 は 連 絡 調 整 だけ 。 意思m 通 は 良 くな い よ うだ ／企 画 と 技 術 屋 と の話 し

合 い が 抜 け てい る 。課 長 問 で 話 し合 っ てい る か 疑問 ／ 土 木 技術 部 門 が 多 忙 で. 他課

の 依頼 相 談 に の れ な い の で 課 間 の 関 係 が う ま くい か ない ／ 予 算 の 立'M. 執 行. 調 整

の過 程で財 政 係 と 根 まわ し をし な い と ， う ま くい か な い こ と が あ る 。 特 に 当 初 予 算

外 の 事業 計画 で は トラ ブ ルが 起 り 易い／ 諜 長 間 は 連 絡 が悪 く， し
っ く りし て い な い 。

派 閥 が あ る か ら／ 課 長 の 中 に は 部下 か ら の 相 談 に は っ き り:t 見 を云 わ な い 者 が い る

／ 仕 事そ の もの よ り も人 間関 係 の不 満 が多 い ／ 係 長 は 課 長 と一 般 職 員 と のパ イ プ役

で一 番つ らい 立 場 にあ る こ と をわ か っ てい る の か 。

⑤　 適 材適 所 の 人 事 異 動 を具 申 す る が長 は聞 い て く れ ない 。縁 故 採 用 が多 い ／ 異動 は

コマ を動 か せ ば よい の で は ない 。前 歴 を考 え な い で の 思 い っ き 人 事 が 多 い ／ 村 長 と

実 力 課 長 との 間 で 人 事 が 決 定 され る ／ 課 長 人 事 は ほ と ん ど 政 治 力 が 必 要 ／ 長 がい
っ

た ん 決 定 し 内 示 し た ら 断 行 す べ き。 辞 令 を引 込 め た りす べ き で は な い ／ 内 示 前 に も

れ て し ま う／ 議 員 が 人 事 に まで 口出 し す ぎ ろ 。 杜 氏 が き 然 と し な い か ら／ 技 術 畑 の

職 員 を'* ～3 年 で 変 え ら れ る と困 る 。 事 務 と ち が っ て 慣 れ る ま で1 年 は 必 要 で 使い

もの に な ら な い／ 異 動 の内 示 が突 然 発 表 さ れ る 。時 期 日時 が パ ラ パ ラ で 仕 事 に な ら

ない ／ 「職 員 は仕 事 を し て い る が 何 か 空 ま わ り を し てい る よ う だ 」 と村 長 も職 員 自

身 も 住民 も感 じ て い る／ 課 長 の 中 に は 勉 強 し な い 者 が い る 。昇 格 で き る ほ ど 勉 強 し

てい る課 長 は い な い ／ 自 己啓 発 の で き る課 長 は い ない ／ 自分 で判 断 の で き な い ， の

ら り く ら り と して い る課 長 は 信 頼 で き な い／ili員研 修 が主 事 補 だ け な め は お か し い.C

改 善m]

②　 村 の 将来 を考lえる な ら ， 人 員 を増 や さ ず に 力 を出 し 合 っ て 働 け る よ う な 機 構 に

した い ／ 下 水 道 事 業 に つ い て は， 係よ りは， 技 術 屋 ， 用 地 買 収# お よ び 他 の 配 管

関 係者 を含 む 「室 」制 に し て， 企 業 と し て 独 自 に や る べ き だ ／ 下 水 道 事 業 が ぼ う

大 な も ので あ る が， 土木 部 門 の 係 と し て 発足 し ， 完 成 後上 水 道 係 の 近 く に お く／ 国

土 調 査 は 内 容 的 に は 単 純 労 働. 2 ～3 人 位 の不 動 産登 記 の知 識 に 明 る い 人 で 構成 ／

国 土 調 査 は 農 林 部 門 で ／ 農 村 総 合 モ デ ル 事業 に つ い て は， 対 策 室 ， あ るい はプ ロジ

ェ クト ・ チ ー ム を設 置 す べ き。 企 画 財 政 ， 福 祉. 観 光 開 発 ， 土 地 改 良 な ど の担 当 者

で 呉成 し. 部落 の 意 見や 要 求 を吸 い 上 げ 把 握 し な が ら， 基 本 計 画 を 作 り あ げ て い く

・と姜 力 あ̂ ろ 。>－t寸と1覗光ilil とニし ― 心4^ 掬衣飛 （造ii司i'旦-や生r舌奪電竟心 雲 伺fl Sr も含 めて ）
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描 くことだ／財政. 脱務，総}'fiの統合。 吋の財 産瞥理r ひとまとめ／企画財政 と総

務の続合／ 選挙閏 係事務 を総務課にr>管・ 住民 係を(:t民 二福祉に分離／ 保健衛生 係

を:刈保とぷ生 に分離ノ喋 継 作育係の新設／技術M を技術係あるいは設計係としてま

とめる。

③　課長;コ り万円の. 係長に も-^万円の決裁ffiを下ろしてほしい。そ うしないと現場

では困 る／工 事mm の予 算は 分敞せずに開発観光課に集中。

j:　長は押 さえるべきところは押え， 良し悪しの区別 をはっ きりする／課長会議の内

容に知 らせた方がよい。あるいは 総務課長 がまとめて知 らせる／ 課長 会議で課艮が

説明する時 は係長 を随 伴するか. 事前に係長や 担当者 とよく協議 する／ 係長 会議 を

もっと増やす。

ミ・　適材適所 で， その人に合った仕事を与え責 任 をもたせる／現場 のわかる，現場 の

声を反映 できる係長 が必 要／特別 職には職 員から登用 を／ 新規採 用者は村民 と直接

対話のできる職場( 税務， 企:t. 社会教育. 住民 等） をl: ~ 3 年 で異動 させ，適職

をつか ませる／ 係長 職をもつと異動する／技術者を5  ~ H 年で異 動する／ 係長 クラ

スの研修( 人間関係， 指導性等）が必要

⑤　若い職員のために庁舎を新築し発想の転換 をばか り易くし てほしい 。
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っている。民生関係が多いのは，施

設建設に伴って保育所職員が県内類
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による。商工関係が多いのは弥彦村
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主事・主事補級のそれが高い。

したがって，職員定数が県内類似

団体に比較して多く，しかも職員の

年齢か全体として若いといえる。こ

のことは将来の昇進昇格に相当の期

間を有することにな■<),職員の人事

管理上適切な処置を要ナることとな

ろう。しかし，定員は量的 側ilnのみ

でなく，業務内容とのかかわりで検

討すべきであろう。「仕事量よ り 人

員が多すぎる」「中間管理者が 多 す

ぎる」という職員意識があることも

事実である。職務分析等の方法で，

実態を把握した上で判断すべき問題

である。

(2) 行政機構

弥彦村の行政機構は3  課m から

構成されている（町村長部局のみ，

昭和52 年4 月現在）。県内類似団体

と比較すると（表4 ），課数が多く，17

町村のうち8 課以上あるのは3 町

村のみである。類似町村に比べて課

数が多いということは職員意識にも

強く現われているところである。弥

彦村の場合，総務，税務，企画，財

政などの総務部門および産業・建設

部門が分化している。次に，行政成

構の変遷をみると（表s), 総 務 部

門の分化と産業 ■建設部門の拡大と

表4　 県内類似町村の行政機溝(1)

5

(昭 和si,i 、i 現在)
〃 ゝ　　 ／llJ 〃 ・ 「

嵌
�811: 彦u

掲
村 � 京　 ヶ　 瀬　 村6

課　16係 �
加　 治　 川　 村6

課

総

務 �

総
務一 庶務係
課

税
務一 税務係
課

企
画 一 企画係
芸七

財政係

課

住　　住民係
尽

「
保忠 。

福¬ 衛生゛
隻　:

■-i呆育所

開　　商工,『
発　　観光゛旺

建設!系

課　　管理係

。 ∩ 羨林m

林　　営農指導課れ
・f^　　果樹指導係

企　　業務係
萎

づ:
工務係

課　　
温泉施設

競
‘ ’゚管理事務所9

・μ
驚
局 �&

へ　　庶務係雑m

旺mm

課　　徴収係X

石
宍y

レ 岫 人茄

甘 言

■1ヌ　　　農政係軒
言

言聯 諮 器 �

隻　　庶務部門(4係)
荏‾[

企画財政部門(5
係

税　　賦課部門(7係)
琵べ:mumn

環
嗇

一(4 係)

策
室

住民部門(3収
塁　　

保健部門(3係)

課T

レ

福祉部門(5係)r

一母子健康センター

ト 卵 園

し 老人憩の家

産　　
農林水産部門(埓)

業

ス]

農業共済部門(l旧
課　　 商工観光部門(2係)

誉　　 土木建築部門(3(*)l

‾[ 国土調査部門(旧)

生

民

厚

生

産

業

建

設

企

業

出所：市町 村要覧／町村長部局 のみで． 収入役の 補助咳n およ び支所・出 畝所は省略
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表4　 県 内 類 似 町 村 の 行 政 ほ 溝 （2 ）
- ’` ’” －’　　　　　　　　　　　　l,"H ↑』）1. 1.1  硯T£)

yy
�

紫　 雲　 寺　 町8

 課　26 係 �
津　　 川　　 町3

 If, �
鹿　　 瀬　　 町5

課　12 係

総

務 �

鷹 務係

総　　 財政 係
務　　 文 書広 報係
課

リ プ

職 裏係
光st係

賦課 係
坦士 徴

収;架g　　
賦 課資料 調査 係&

［ 企0!lj係litlj　　
公 害w系

ぽ　1　ぶ 箔

災　ヒ ー交丿皿f辰
こ袈　　田

土 ＼3^-:た係

戸除住民狐本占帳係

民　　 主要 食m 百己れ
生

イ ］

ぉ 祉 係
課　． 国 民年 金係

ト ー保 青所i

… 老 人憩い の家
゛^児̂M 館

五民健康 保 険mI― ＼M。

讐　；　I呆健芥Si 係̂
課　F一

一診療所

し 水　 道

産 ∩ 芸林水 産 係

業 一 商工 観光 係
－ しij
卜　　 災 害 救 済係

砂

丘i~

砂丘 地即 発係

発

宍一

諾　　 土 木 係

謀
｛

建築 係 �

庶 務担当

生　　 菅ミ 担当
球

企画 担当

脱務担当

民 「 住民担当

生　　 環境 担当匹bt;.　.　

福社 担当
；
ト ー保育所

し 児 童館

事 「 産 業 辺当

業　　 工 務担 当
一丁

“ ‘ 水 適辺当 �

庶 務係

総　　 財 政係

琵

十um^.

企画 係

企
画一 企 画 係

室

住　　 社会福 祉 係

民

う]

保fil衛 生 係

課　
，iii民 係

■-保育所

産　　 林政 係

業{] 農 政 係
課　　

商工 観光 係

諮　 管理 係

証{
建13: 係

住

民

厚

生

産

業

建

設

企

業

心-じ・寸lJT k・iUil≫・i ' nrr ≫■ふ，・-vi，t ，
'  

地方 自治 体における行政課題の変化と行政組織の変革　　　　　　7

表4　 県 内 類n 町 村 の行政 機 構 顎　　　　　　　　　　　(B3 和51.1.1 現在）

嵌
� 三　　 川　　 村5

課　17 係 �
三　　 島　　 町5

課　15 係 �
矢　　 板　　 町6

課　20  係

総

務 �

庶務係于

坦r- 賦課係
琵七

訓i%

轡

産業医

誉　　林業係

諌]] 国土調査係

農業共済係

ル
ー 土木係 �

庶 務 係丁

付

産　　 堕糾ぶ

業ご ‾・` ゛IS　
し 商工 係5

不　　・s　J

護　 一 土 木係

賢 七%
市計 画係

に 器

�

⑤s

四
計

杜会幅祉係リソ
回

ご

脱 難

ド 謙

住

民

厚

生

産

業

建

設

企

業

出所： 市町 村要覧 ／町村氏部局の みで，収 入:ir. 補野 慨嘆およ び支 所・出張所は 省略
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喪4　 県内類以町村の行政m 構(4) (昭fasi. 1.1 現 在)

嵌
�

出 ．雲　 崎　 町6
課　15係 �

川　　 口　　 町8

 課　18係 �
湯　 之　 谷　 村i

課　4 係

総

務 �

総　‾自治係
務

十
管財係

課　　
企画係

税_[ 賦課係jl　

徴収係

洽　　住民係S
ヤ[

保l?C年金係

福　　厚生係
祉

イ]

衛生係
課　　水

道係

産　　農林水産係
業

イ]

農業共済係
課　　商工

観光係

諾　　農業土木係

農
七

ヱ共土木係 �

総　　庶務係ド ヰ

ド 器 器

企　　企画係
蛮
石

で謙 坪|

不 謙

課゛--保育所

仁
衛生係

喪　保険係

ド 応

ド 応

仁 ご �

総
務
課

税
務
課

員
｛ 住民係
誠 ド 呆健厚生係

し 保育所

産
業
課

農整
勤 爾-re;

合室

建
設
課

企
岳　　観光係
ド

水道係

課

住

民

厚

生

産

業

建

設

企

業

出所：市町 村要覧／町村艮部 局のみで. 収 入段の補助機 隋お よび支.°>T ・出濃所 は省略

地方自治体;こおける行政課題の変化 と行政組織の変革

表4　 県内類似町村の行mm  （5）

9

(昭 和51.1. 1 現在)

嵌
�

中　　 里　　 村7
 mo 係 �

妙 高 高 原 町6

課　18  (系 �
中　　 郷　　 村7

 課　15 係

総

務 �

万
一 庶務Ml

一 税務係5t 

開発係

圧
驚

ド
ド

し歯科診療所

産「 産業振興係m.
工 具 昌

ド エ �

財 政係匹

に

会館建 設係

且 工n

べ　　　住民 純 係

評 言i

ふ
し

唱吐 係

ド 言 ‰

’
建1　　

”` iyrド 号=

 33　
―

 a ・羊]ボ

言
詣

涅　 営業 係 �

袷　　行政係言

⊇

し ニ り

プJ

ド ニ ヅ

ホ― 土木係

ル
ー カス水道f

住

民

厚

生

産

業

建

設

一

企

戈

出所：市町村要Si／町村 長部局 のみで.   ニ7入;i「 拷. 政牌おJ: :.'三そ・出張戸千.'i忿B,-f
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表4　 県内 類 似町 村の行 政 機構（6）（昭和51.1.1現在）

嵌
�

真　　 野　　 町7
 課　20  係 �

吉　　 川　　 町T
課23 係

総

務 �

庶 務 係

雛　 財 政 係
琵]]

±w 係

住 民係

撚　　 賦 課係
琵{*^"^

係

厚生 係

崇　　 国 民 健康 保険係

諌

レ

衛生係

国民 年 金係

元　
農業 係

水

イ]

林業水 産係
｜　　 国 土調 査 係

商

祐 商工 係

光　　 観光 係

課

建　　
管 理係

設{] 道 路係
課　　

開 発係

杏　 庶 務 会計 係
繋 玉i-^Siif, �

総　　庶務係雑m

管理係
卜

回
ここ2

 if

賦課第3 係

牡 企画係

ブ ズズ

福祉係
于

でjj 康保険係

産　　農林係
苓
 f]

商工観光係7　　

耕地係

ド 器 毘

ズ　　

管理限旺

ごyJI

住

民

厚

生

産

業

建

設

企

業

AWh トiii町i 要覧／町村 政乱 岫のみで　 収 入ii刀地肋fS'X■・ iii町i 要 覧 ／ 町 村 政乱 岫 の み で.  収 入 役 刀 禰 助 吸!X

お よ び 上所 ・ 心ヽiU所 は 省 察

地 方 自 治 体 に お け る 行 政 課 題 の 変 化 と行 政 組 織 の変 革-
一 一

表5　 弥 彦 村 行 政 機 構の 変 遷 （ 村 長部 局 ）

11

昭 和44 年 度 � 昭 和45 年 度 � 昭 和46 年 度 � 昭 和47 年 度

ー庶務係則

務一一 企il係

゛ しm^uh

住　- 住民 係L
し

・ ±eF.

霖　し
保健衛生 係

‐ 商工 観光 係

開　

し

第一工務 係Lし

第二工務 係
悦

蛉

一指導 係

水　r 業 務係

滞こ
ェH

競
輪
配 競゛

局 �

一庶務 ほO

務一一 企画 係
利

一税務 係

住　 一 住民 係
民
厚一 一厚生 係
生
課　 一保 健衛生 係

―商工観光 係
釦

発一 一 第一工務係
則

一第二工務係

一 農政係
乱 し^m'^^

剛

一mt59h

水　 一業務 係、　1
劃

一エH

競
輪
事一 競輪 係
務
局 �,

一庶務 係
総I
務一二 企画広報 係
課　｜

ー 税務 係

住　 一住民 係
民

厚一 一厚生 係
生
課　‐ 保健衛生 係

開　 一商工観光 係
則

観一 一第一工務 係
剔

課　 一第二工務係

一 農政係
農
政一 一 指導係
課

一 開拓 係

企　一業務'Jh
削

課　 一工務 係

競1

しmm^-

務
局 �

一庶務 係(

務一 一企画広 報係
則

一 税務係

住　一 住民係
原

－

し

保健衛生 係
引

課　 一 厚生係

開　 一 商工観光 係U

観一 一第一工務 隔
副

誄　 一管理 係-

づ旋教 係
農1
政-i 一指導 係
恥

‘一開拓 係

企　|一業務 係
業－
課　し 工務 係

競
輪
事一 競輪 係
務
局

5課14 係 �6 課15  係 �6 課15   係 �6    IS  15  添
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ー 一
昭 和48 年 度

総
務
課

企
画
広
報
室

∩ 呂|

一広穣係

｛

開
発
観
光
課

術
　
係

境
　

祉
　
係

農即 刺系

樹振興 係

企　 ．一 業 務 係

業－

課　I一 工 務 係

競
輪
事一競輪係
務
局

7     課19   係
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一一 一 一--

一 一　　 一 一 一 一 一 一一
昭 和49  午 度i 昭Til 50 竿 度　i 昭 和5トT-  塵　｜

れ 二ji'lj

ト 企画隔

j　し

財政h

庄
民
福

祉
課

一農林 係
川

け 営農 指淳係
林一・

し 果 樹振興係（

一 農地管理'.%

係
　

ほ

務
　

務

叢
　

工

一
　
　

一

―

－一

企

業

課

総
務一鷺鍔 係

課

税
務 一説務 に

浬

宍

_

― 弓可7jy

し

財剛j

住　 ．-住 民 陥tit係

昆 づ

－( 継 衛 生 係

祉

課　 ≒・■if-育 所

一農 林係f? I

林一 一営農 指導係
（

- 果 限振 興係

― 業 務 係

レ

し

エ 皿

ご　1

PIC     :   ‥温 泉 施 設 管

理 事 務 所

読
論
事
務
局

7   課18   に　　1　　8  課14   係

総
務 づ 気務 係

課

税
拷‐ 脱訪 倅,IT:

企　 一一 企 團 涵IH'i

    I

財 一
刳

課　 一 財 政 陥

住
L

祉　i

「ヅ
－保 健限生 係

課　.I・・・(?:rr所

卜 二 回二

課　―管理係

ド 二
。

企
＿ ‾

企 業 係

心　 二 温 泉 施 設 管IV

てこ　　　理 事 務 所

競

輪
事
務
局

S 課12    係

地 方 自 治 体 に お け る 行 政 課 題 の 変 化 と行 政 組 織 の変 革-
一 一一
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が目立つ。これは弥彦村の行政需要の増大に対応しての機m 分化ではあるが，

行政課題に効果的に対応して, 機構が分化され，かつ分化された部門が
間連し

合っているか，検討の余地か残されている。

各"I? . I系における分掌事務規定をみると( 表6), 不明確な点が見ら れる。

第1 には，同一課内に類似あるいは関連の性格の事務としてくくり
きれない分

掌事務を含んでいる。例えば.  開発観光課の土木と観光 ■商工,   および
住民福

祉課の住民, 保健術生，m 挙. 交通安全のように。第2 には，同一あるい
は類

似の性恪とみなしうる事務が数課にまたがっている。例えば，総務課と企
画財

政課のように。第3 には，課間の分掌事務分担が不明確である。例えば，企
画

係と実施担当課のように。しかも課レベルの分掌事務が職員レベルまで
明確に

閏連づけて分担されていなかったり，職員間で適切に分担されていないところ

がある。

表6　 弥彦月役場の分掌事務咀定

総　務　課

庶　務　 係

1.　課内庶 務に関ナるこ と

2.　公印 の保笞講式表彰事務に閏するこ と

3. 秘書業務に関ナ ろこと

4.　特別職 （村長・ 助役・ 収入 役）事務引継 及び行政 諸報告，認可事務 に閏ナ るこ と5.

公 告式 粂 例にもとず く公示 に関ナること　　　　　　　　　　　　　　　　. ，

6.　条匹 規則， 規程等の制定改JIS及び審査事務に関するこ と

7.　識会との連絡及び議 会の招集議案提出議 決事ftの手涜 き処理 等に関 ずるこ と

8.　庁 が内 及び 隅内 の管理 及び取 締に関 するこ と

9.　庁 用市 ■n使用狸理に関干ること

10・　消防及び防災会謎の庶務に関すること

u. 訴訟・訴願・錯願及び陳情処理に関すること

12. 文書の 収受 発送繋理 保存及び浄書 事務に関す るこ と

13.　行政組 織及び人事 計画並 びに定数 に閤 するこ と

1・1.　職員 の採用，昇 給， 昇柊及び任免，服務並び に賞 罰. 研修に閏すること

15.　職員の給与に関すること

16.　職員の福 祉厚生 及び 凧は衛生に閏十石こと

17.　職 員の 公務災害柿 肺 二問 すること

大三
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18.

19.
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職員団 体との連絡に関す るこ と

他の課に属さない事務に関すること

企 画財政課

企　画　係

1. 土地利 用計画 の樹 立

2.　大規模農道計画 促進

3.    農 地事務所 との連絡

4. 各 種統計事務

5.　審議会に関す る事務

6.　基本計画の策定事務

7.　そ の他特別事項の調査

財　政　係

1. 歳入歳出予 算の編成及 び執行 調整 に関ナ るこ と

2. 地方交 付税に関 するこ と

3. 資金計画 及び一時借入 に関す るこ と

4.　財 政事情 の公表及び財務統計に関す るこ と

5. 起 債に関すること

6.　村有財産 の取得管理及び処分に関す るこ と

7.　一部事務組合に関ナること

8.    登記事務に関すること

9.　契約事務に関すること

10. 物品の共同購入に関すること

11.　行政効果 の測定 及び事 業進行管理 に関すること

12. 不動産賃貸事務に関すること

13.　基礎財 産の積立及び基金（調整土地開発） 等の繰入金事務処理 に関す るこ と

税　務　課

税　務　係

1. 村税等及び個人県民税 の調査 に間するこ と

2.　固定資産税の評価に関ず るこ と

3.　国 民健康 保険税の調査に関す るこ と

4.　土 地台帳， 家屋台帳， 更正II, 及び地籍図 の整理及び保管に関すること

5.　村 税等及び国民健康保険税の賦課徴収 に関す ること

6.　村税等及び国民健康保険税 の減 免微収rn予財 産差押，欠損処分，異議申立に関 す

ること

7,　 法 令 条 例に も とづ< 証mm 覧 に関 す る こ と

8。9.

地方自治体におけ る行政課題の変化と行政組織の変革

市町村税 の受託徴収に関すること

国税，県 税納税団 体との相談及び連絡に閤すること

住民福祉課

住　民　係

15

1.　戸 籍，住民 登録，印鑑登録，外国人登録等各種届出， 申mm 等の受 付及び謄本，

抄本写並 びに諸SE 明に関するこ と

2。3.4.5.6.7.s.9.10.11.12.

1.

2.

3.

4.

5.

1。2.

相続税，犯罪名簿に関すること

主要食糧の配給事務に関すること

埋火葬許可証交付に関すること

児童福拡 身体障害福tit,母子福拡 老人福祉，手当の支給に関すること

国民年金事務に関すること

老人医療給付に関すること

老人憩の家の維持管理に関ずること

社会福祉事務所福祉団体との連絡に関すること

選挙管理委員会に関すること

交通安全対策及び交通共済組合に関すること

課内勤務に関すること

保健環境衛生係

国民健康保険給付事務に関すること

住民健康診断に関すること

生活環境衛生の改善に関すること

自然保護法及び公害に関すること

住民の苦情処理に関すること

保育所 係

保育所の維持運営に関すること

保育料の徴収に関すること

開発観光課

建　設　係

1.　道路橋梁河川等の建n. 改良工事施行に関すること

2.　農業用施設及び農地基盤整備. 村道工事施行に関すること3.

道路河川，農道橋梁，村道の維持補修に関すること

4. 水防に関すること

5. 公共土木農業施設等の災害復旧工事施行に閔すること

管　理　係

1.　課内庶務に関ナること
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2, 土地区画整 備事業の執行に閤すること

3. 道 路河川 の占 用許可に関 すること

4.　国有財m.. 県有財産 の占用払下げ貸付手続き事務に閤 するこ と5.

用地買収（開 発課関 係）及び物 件補 償に関すること

6.    農地事務所委託によ る農地事務に関すること

．商工観光 係

1.  観光に関ナること

2.　商工振興に開ナること

3.　商工金融に閲ナること

4.　商工会及び観光 協会と の遠絡に問すること

農　林　課

農　林　 係

1. 課内庶務に関すること

2.　農業委員 会に関すること

3. 農業構造改善事業に関すること

4.　林業振興（林道建設は除く）に関すること

5. 農業団 体との連絡 に問 ナること

6.　農地造成 事業 の賦 課徴収に関すること

果樹振興 係

1.　ぷどう団地造成 及び経営指 導に関 するこ と

2.　ぶどう組 合の事務 委託に関 するこ と

営農指導 係

1.　農業振 興に関す るこ と（開ノヽ イ事業は除 く）

2.　制度資 金の指 導に関 するこ と

3.　米生産 調整，米 穀の売 渡事務 に関ナ るこ と

企　画　課

業　務　 係

1 . 課内庶務 に関 ナること

2.　公印 の保管，庁舎 の管理及び取締の総括 に閤するこ と

3. 企業会計の財 務;こ関すること

工　務　係

1.　機械，物品の出納保管 に関す るこ と

2. 上水道検針業務 に関するこ と

3.　給水給 湯工事 の許可 検査及び設計施行に関すること

4.　浄水場，温 泉管理事務所 の維持管理に関ずること

I
J
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競輪事務局

競輪 担 当

1.　競輪開催運営:二関すること

2.　競輪施行者佛議会事務委託に関すること

3.　競輪開催団(1=との道絡に関すること

出　納　室

出 納 担当

1.　現金及び物品の出納ぼ

2.　小切手振り出しに閔すること

3. 有(ifiliE券の出納㈲

4.　現金及び財産の記録管理に関ナること

5. 決算のII整:こ関すること

・6. 指定金融賎閏に関すること

事務執行の意思決定は，弥彦村行政組織規則，弥彦村役場文書取扱要綱およ

び弥彦村事務先決及び代決規定にもとづく察議制度によって
行われている。専

決規定は事務別に助役，課長の決裁区分，代決事項を具体的に定めている(
表7)

。また，弥彦柿行政組織規則では，職制および職務の内容を定めている(表8)

。これらの規定に対して，権限の委譲，重複決裁， 命令系統の不明確等 の

問題意識があることからみて，決裁制度と実態とのずれを検討することが必要

であろう。

表7　 弥彦 村事務専決及び 代決規程

(緊胆び昌)
改正　昭和5o年7 月30日　規定mi 号

（目的）

第 ＼条　この規 程は，村長 の権限に属する事務の一部 をそ の補助機関の職員に専決ス

は 代決さ せるこ とに よp. 事務 能率の向上 をはかること を目的 とする
。

（用語 の意義）

第2 条　こ の規程におい て「決裁」とは，決定権者によって回 議案の最終 決定 をする

こ とをい う。

2　 この規 阻において「専決」とは， 村長の在，不在;二かかわらずこの規 程;こよって

l －

ず一一4T

－I
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定 められた者が定 められた範囲内 の事柄につ き，自己の責任において村長の権限 を

村長の名において 決裁 を行な うこ とをい う。

3　 こ の規程:こおいて「代決」 とは， 決定権者の不在又は事故 等のある場 合において，

こ の規程によって定められた者が定 められた範囲内 の事柄につ き決定権者の責任と

して村長の権限 を村長 の名におい て行 なうことをい う。

（専決）

第3 条　助役及び各課所長は，別に定めるもののほか， この規程の定 める ところに よ

り事務を専決ナる。

2　 助役及び各課長 の専 決事項は 別表第1 の とお りとナる。別表第i に明示 されてい

ない事項であって も， 実質がそれぞれの専決事項とされてい る事項 と重 要度が同 徨

度とみなされるものは適宜 専決する。

3　 別表第1 に明示され た事項であって も次:こ掲げ るものについては，上司決裁 を受

けなけ ればな らない 。

（1） 異 例に属し，又 は将来に重要な先 例となるべきもの

（2） 紛 識， 論争のあるもの又 は処理 の結果，紛 雄， 論争のおそ れのあ るもの

(3） その他事案 が重 要であり，上司 の決裁を受 ける必 要があ ると認めるもの

（代決）

第4 条　村長不在のと きは，そ の事務 を助役 が，助 役不在 のときは. 次の順序によ り

代決ナる。

(1) 地方 自治法 第152条 第2 項 の規定 により指定 された吏員

（2） 主管課長

2　 専決事項の決裁者が不在 のときは，直接上司の者が決裁する。但し， 専決権 を育

する権限 者は， 別表第2 にかかげる事項（別表第2 に明示 されない 事項であっても，

実質がそれぞれの掲げ られた事項と重 要度が同 程度とみなされるものを含 む。） の

うち，あ らかじ め指定し た事項 につい て「助 役の専決事項」にあ っては，主 管課長

「主管課長の専決事項」にあっ ては，主管 係長にそ れぞれ代行させるこ とが できる。3

代決処分に係る事項はすみやかに後閲 を受けなければならない。但し，主管課長

は，主 管係長 の処 分するものについて 後閲 を省略 させるこ とが できる。

附　則

l　 この規程は， 昭和36年4 月15 日か ら施 行する。

2　 弥彦村役場処務規程( 昭和32年3 月1  日施行） の一部 を次の ように改正ナ る。

第7 条， 第8 条，第9 条， 第10条， 第11条，第12条，第13条，第14条 を削除

附　 則(BS 和50年7 月30 日規程第l 号）

こ の規程は， 昭和5o 年8 月1  日から施行する。

別 表 第1

地 方 自 治 体に お け る行 政 課 題 の 変 化 と行政 組 織の 変 革
- 一 一　　　　-　　 一 一

別 表 第2

区分 �事務の 種汝　 助役の専決事項　
し 管

課長の専決事項

各
課

共 通 �
旅行 命令 �O 2 等級以上の職員

の県内の旅行命令O3

等級以下の職員

の県外 の旅行命令 �

つ3 等級以下の職員

の県内 の旅行命 令

�超過勤務　○　　　　　　職員

の命令　 ・　の超過勤鵬 命令　1

�行政財産’o行政財産の1ヵ月　こ行政財産の5日以

容笥用の1　 以内 の使用の許可1　 内の使 用の許可

��l1

』
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代　決　事　項

○　　　　　 職員

のm 過勤務 命令

表8　 職員別職務内容

1　 課　長　等

1　 上司 の命をうけ 課の執行方針 の設定 及び払本計画 の立案

2　 事務遂行 のための必 要な情 報の収集 分折

3　 所 属職 員の養 成， 服務管理等による土気 の振m

4　 事務の進行管理，調整

5　 上司 に対 し， 事務の基本計画 の変更， 異例な事項 等，そ の他執行状況 の報 告6　

所属職員の指揮監督及び課の執行方針， 基本計画 並びに上司 の指示事項 の周知7

自己研修による職員への垂範

2　 課　長　補　佐

1　 課長の執行方針 の設定，基本計画立案の補胞

2　 課 の実施計画，事務 の改常方針並びに改善計画の策定

3　 事務遂 行のた めの必 要な情報の収集分折及び上司 への提供

4　 部内庶務. 部内 財務 の総括処理

5　 部 内各担当の調整及び 伝達事項 の周知並びに他課 との連絡

6　 担当事務 の実施訃画 の変更，異 例な事項そ の他執行状況 の報告

7　 部内の繁閑時 におけ る職 員の配E 調整

8　 自己研ま こよる職員 への垂 範
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3　 係　　　 長

1　 上司 の命 をうけ，事務処理基準，要領手涜等の策定

2　 上司 の命 をうけ， 分担事務の改善手続 きの策定

3　 上司に対し，事務処理基準の変更， 異 例な事項そ の他執行状況の報告

4　 上司 の命 をうけ， 事務の具作的，細 目的 な計画 の策定

5　 上司の命 をうけ，企画 性， 計画性，判断力. 調整力，説 得力等 を要する事務的，

技術的， その他の事務処 理

6　 上司の指示 事項 の周知

7　 自己研修に よる職員 への巫範 及び指導助言

4　 主事・技師

1　 上司 の命をうけ，軽s,な企画性，計画■It,判断 力,   調整力， 説得力 等を要す る

事務的 技術的 その他の事務処理

5　 主事補・技師 建

1　 上司の命をうけ，定 型的 な書記的， 技術的そ の他の業務の処理

6　 調理員- 運転土 ・細務貝

1　 上司 の命をうけ，技能経験 を要する作業的事務 の処理

2　 作業実施状況 の上司 への報 告

機 構 ・ 加

れな い 。 課 間 の 連絡 ， 三 役 ・ 管 理 者 間 の コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン の不 足 ， 課 長 会 議

運 営 の不 備等 はい づ れ も機 構 ・ 制度 の運 営 に か か わ る人 間 の問 題 点 と し て現 わ

れ て い る 。

IV.     弥彦村行政組織の診断

I　OD と組織診断

計画的組識変革における組織診断の役割については，その重要性を強調しナ

ぎることはない。弥彦村行政祖織のアクション・リサーチでは，組織の文化・

過程・構造等に関する 卜分析と事実発見」の段階に相当し,    4つの機能をもつ

として位置づけている(1)。組織診断は改革のための-  リア を探 るこ とが究極

の目的である(2)。したがって，弥彦村行政組織が参画的社会体系として の要件

田　 前 号9 頁 。

(2)    Margulies,     N. ;  Raia,     A. P.   Organization Devlopment : Valuess.  Process,and Technology. N.Y :

McGraw-Hill, 1972,    p. 215.
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を充足するのに，欠落している問題は何か，また必要な問題は何かを予知し，

分析された問題に実践への優先づけをするための基礎を提供することである。

組織診断のためには，そのモデルや方法が堅固であることが重要である。分

化一統合モデル，社会技術体系モデル，相互作用モデルなどが知ら れ て い る

が(I) 弥彦村組織診断では充分に検討したとは云いがたい。

2　 弥彦村の行政組織診断

ここでは，発想法調査，質問紙法調査，深層面接調査および行政機構分析の

方法によって得たデータを分析した諸結果のうち,   OD の視点から重要と判断

したものを要約し，それに若干の診断を加味した。これはあくまでも調査事実

に基づく問題点であり. これらの診断事実の中に，今後の問題解決への豊かな

示唆が包含されていると考える。

診断した問題を密接に関連し合う9 つの領域に要約した。

田　住民サービス

①　後追い行政で，先見性のある将来を見通した行政が行われていない。つ

まり, 長のヴィジョンが明確でない。

②　事業計画の段階で，住民の意向を充分に取 り入れ，煮詰めないので, 。実

施段階で頭きの起ることがある。これは何でも村に持ち込む過剰サービス

を懸念しているからである。

③　住民に対する応待が機械的で不親切である。特に若い職員にはその傾向

が見られる。

(2） 職務の内容と分担

①　課や係の分掌事務がはっきり規定されていないため職務内容が不明確で

ある。そのうえ，事務改善や合理化がなされていない。

②　職務分担が行政課題の変化あるいは一時的な理由から変更されているが，

機能および制度上望ましい課や係に配分されていない。第1 に，同一課内

に類似のあるいは関連の事務としてくくりきれない分掌事務を含んでいる。

、,1)    Lawrence,    P. R. ; Lorsch, J. W. Developing Organizations ： Diagnosis andAction.

   Calif.：Addison-Wesley. 1969 を参照。
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第2; こ，同一のあるいは類似の性格とみなしうる事務が数課にまたがって

いる。第3 に，課間の分掌事務の分担が不明確である。また配分されても，

仕事量が集中しすぎる。

③　特に，新規事業の実施担当部門がはっきりせず，しかも企画係と実施担

当課との責任権限と仕事上の分担区分が不明確になりがちである。企画係

の性格があいまいである。

④　課レベルの分掌事務が担当の職員レベルまで明確に開係づけられていな

かったり，職員間で適切に分担されていないところがある。

⑤　たとえ分担がはっきりしていても，職員は与えられた仕事を十分熟知し

ておらず，自分の仕事とそれに関連する仕事についての知識不足が目立つ。

単に与えられた仕事をするだけで，ひとりひとりの創意工夫が見られない。(3)

    コミュニケーションと人間関係

①　理事者間の意思疎通が不十分で，相互信頼に欠けているようだ。指揮命

令が統一されなかったり，組織ルールに則られないことがあり，部下は仕

事がやりにくい。管理者もバイパスして長に報告するという悪循環を繰り

返している。

②　課長間の連絡が悪く，しっくりしていない。したがって，各課間の連絡

調整にも悪い影響を与えている。

③　新規事業を企画する場合，企画係と開発観光課（特に技術スタッフ）ま

たは，受け入れ担当課との連絡調整，協力が不徹底で，課長間で話し合っ

ているのが疑問になるほどである。

④　上意下達，下意上達のコミュニケーションがうまくいかず，連絡調整が

不十分である。仕事の流れが途中でストップしてしまい，上にも下にも流

れない時がある。ところが，自分だけは，自分の職場だけはコミュニケー

ションが良いと思い込んでいる。

⑤　自分の担当業務にのみ専念し，他係の仕事に気持よく協力しない。この

課意識，係意識の強すぎが風通しを悪くしている。

⑥　他課・他係の仕事に対ずる理解不足のため，批判や不信感が起きている。

⑦　課長会議には，課内の意見が反映されてもいなければ，その内容が知ら
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されてもいない。事前の事情聴取や事後の報告，伝達のないことが多い。(4)

意思決定と参画

①　優柔不断な管理者は信頼できないと見なされている。

②　一度決定して断行しない上司は不信を招いている。

③　管理職は，計画や方針の決定は上の方で行ない，仕事上の詳かなことの

決定はできるだけ下に任かせるのがよいと考えているが，主事級は計画や

方針の決定にも何らかの形で参加したいと思っている。

④　上司の決定に強い不満を感じてはいるが，結局は押し通されてしまうと

いう不満がある。

(5)    責任権限

①　理事者・管理轍に権m が集中しすぎている。各職制は1 つ上の職制に権

限が集中していると思っている。特に，中間管理職はトンネルや苦情処理

の役割が多くて，事務処理が停滞すると思っている。課長，課長補佐，係

長の専決権委譲の声が強く出ている。

②　しかし，他方では，拡大や委譲よ・・) も，課長が権限を十分に使いこなし

て，自ら適切な判断ができることが先決である。すべてのことを権限が少

ないことに帰結させる態度にこそ問題がある。

③　新規事業を途中で企画係から任かされても責任が持てない。本気で取り

組んでよいのかわからない。

(6) 組微機構

①　今までの機構改革は人に仕事がつく形で行われてきた。ic年来，明白な

組織mm 原理もなく，機構いじりを続けてきた。このことが最大の問題で

ある。

②　新規事業を始める場合に，機構が事業に適金していない。また，新規事

業遂行のためプロジェクト・チームをつくっても，そのリーダーの選定が

適当でないことが起る。コミュニケーションの不足，調整機能の不十分さ，

年功序列的人事配置などの事情がmm 上の機能不全に拍車をかけている。

③　企画係の性格が曖昧であ'0, 総務課との命令系統がよくなく，二重決裁

という不都急が生じている。また，企m 係の業務に対し，各課の受け入れ
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体制が不明確かつ不十分である。例えば，開発観光課。あるいは，農村総

合整備モデル事業を担当している農林課では，営農指導の業務が停滞する

恐れがある。

④　機能という側面からみると，総合，分離または移管することが望ましい

係や担当が，課内に混在している。たとえば，開発観光課の商工観光係，

総務課と企画財政課の分離等に検討の余地がある。

⑥　担当分担制は横のつながりをなくし，応援体制を不十分にする。

⑥　課長会議は連絡会議に終り，本来の課整という役割を果していない。ま

た，係長会議にも同様のことが云える。

(7)   リーダーシップ

①　理事者のリーダーシップが不足している。このことは，明確なビジョン

を示してほしい，上下のまとめ役，調整役としての立場を認識してほしい，

議会に対しても十分な交渉力 を発揮してほしい等の期待となって表われて

いる。

②　課長・係長の中には，部下が相談に行った時，上司から意見を求められ

た時，上司や部下にはっきり意見を述べない音がいる。このため，課長・

係長の意見が反映されず，漸次，職員の発言も少なくなり，何も云わなく

なっている。

③　課長は部下の仕事の内容，勤務状況，態度を十分には把握していない。

また，部下は課長( 補吃も含む）が部下の仕事に関心を持っているとは見

ていない。

④　課長（補吃も含む）は係長や一般職員から信頼されているとは云えない。

意見，態度が信頼できるほどしっかりしていない，責任感が薄い，自己啓

発・勉強をしていない等の理由をあげている。

⑥　 係長や一般職員は課の運営に参加しているとは思っていないが，課長は

参加させていると思っている。両者の意識のくいちがいが問題である。

⑥　係長は課長と一般職員とのパイプ役で一番つらい立場にあることを，上

司も部下も知っているのかという意識を持っている。係長は決裁権もなく，

一生けん命に仕事をしても認められず，また理事者，課長の方針，計画が
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公式的には伝達されず，上下の信頼 も相互の理解もあまりないという心理

状態にあるのは，パイプ役としての係長の立場の反映であろう。

倒　組織の文化・風土

①　課，係間のナワノリ 意識が強く，調整が難しい。同じ課・係内でも，職

員は「オレはオレ」という自己中心的意識が強く，横の助け合い，協調性

に乏しい。

岳　職員は仕事をしているが,  何か空まわりをしているようだと漠然と感じ

ている。　　　　 ‘

③　職場にアイデアや職員の声がとリ入れられず，仕事に対する意欲的な態

度が薄く，創造的雰囲気に欠ける。

④　年功序列で物事を判断しようとする意識が強く，それが崩れることへの

抵抗が見られる。年功序列的人間閏係こそナベてであるという強い考えが

あるのかも知れない。

(9) 人事管理と能力開発

①　職務遂行の結果や過程についての評価基準が不明確かつ客観性に乏しく，

評価の仕方も評価者によって差があり レール化されていない。

②　同様に，昇格，昇進の基準が公正と明確さを欠く。わたり制度の実施;こ

は問題がある。

③　人事配置が適材適所ではない。職務内容と職員の能力が適合しなかった

リ，専門的知識や実務経験が活用されなかったり，十分に教育せずに新し

い職務に従事させたり等が行われた。

④　異動も明確な基準で行われていない。前歴を十分に考慮せずに思いつき

人事であると見る者が多い。

⑤　また，異動は一部の課長との相談で行われているらしいとの見方がらり，

課内の業務の実態や職員の実務能力等について各課長の意見を十分に聞く

べきだとの声が強い。

⑥　能力主義的人事管理に賛成しても，結局は人間関係なのだから年功序列

というあり方も大切だと考えている。

こ　職員研修が主事補 クラスにだけ行われているが，広く各職制に行なうべ

■.－
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V　 弥彦村行政組織の改革計画とデザイン

1

組織改革3 ヶ年計画の提言

われわれは今回の調査にあたって，組織開発および参画的社会システムづく

りという視点から，弥彦村役場の行政組織の現状を分t斤，診断し
た結果，機構

改革を包含する「組織改革3 ヶ年計画」の立案をみるにいた
った。ここに，計

画の目的と基本的考え方，訃画の実施過程とその内容，機
構改革の順に，提言

したい。

1) 計 画 の 目 的 と 基 本 的 考 え 方

こ の 計 画 は ， 弥 彦 村 役 場 が 健 全 な 行 政 組 織 ， つ ま9, 住 民 参 加 の 行 政 自 治 の

精 神 に も と づ く 地 域 社 会 づ く り と い う 組 織 目
的 を 達 成 ナ る た め に ， 前 述 の 組 織

上 の 問 題 点 を 解 決 し て ， 生 き 生 き と し
た ， 有 機 的 な 行 政 組 織 を つ く り続 け

る こ

と を 目的 と し て い る 。

こ の 計 画 は 組 織 開 発 論 と 参 浬 的 社 会 シ ス テ ム の 創 造 と い う 基 本 的 考 え に 基
づ

い て 立 案 さ れ た 。

組 織 改 革 は ， ひ と り， あ る い は 少 数 の 有 力 者 の み が 行 な う と い う 発 想 で は な

く ， 長 期 的 視 野 に 立 っ て ， 全 職 員 の 参 画 に よ
っ て ， 計 画 的 に ， 意 識 的 に 行 な う

も の で あ る 。 理 事
■n,

管 理 者 は 変 革 の 指 導 的 役 割 を 積 極 的
に と る 必 要 の あ る こ

と は 云 う ま で も な い 。「 計 画 的 」 と い う の は
， 職 員 が 相 互 に 共 有 し 合 っ た 「 望

ま し い 組 織 状 態 」 に 向 け て ， 現 状 を 改 革 ナ
る 過 程 に 段 階 を 設 け て ， 各 段 階 毎 の

重 点 目 標 を 定 め ， 協 力 し 合
っ て 意 識 的 に 組 織 を改 革 し て い く と い う 意 味 で あ

る 。

変 化 に は 抵 抗 が 伴 な う も の で あ
る 。 日 常 性 と い う 安 全 の 島 か ら 脱 出 ナ る こ と

に ， 河 ら か の 抵 抗 と た め ら い を 感 ず
る の で あ る 。 安 全 の 島 か ら 出 て も い い と い

う 安 心 感 が な け れ ば ， 変 化 し よ う と す
る 心 理 が 起 り に く い 。 ま た ， ひ と り ひ と

り か や る 気 を も つ こ と は 云 う ま で も 々
い が,  la り 乃 人 々 が 一 緒 に 変 わ ろ う と ナ

る 気'.二■ft ろ こ と 力'.££ヽ廻心 ら そ 。。 こ 。
乃 こ と に ーと っ て, 鴎ぎ 祷匡i土 全i 訟力七変^

つり,   i£“。－
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抗が減少ナる。

2） 計画の実施過程とその内容

3 ヶ年計画は連続ナる変革努力のm 健であるが，年次の重点目標 乞設けた。

従って，本計画は有機的に関連しさいながら， ステップを追って展開されてい

く。

［昭fP53年の実施計画］

〔1]      3 ヶ年計画の具体的内容

重点目標はF 風通b  ar良くする〕ことである。

これを初年度の重点目標とする理由は，担織上の読大の病気が，上司と部下，

同僚間，部門間のコミュニY- ションの欠如，ナワバリ意識，相互の気持の通

じ合い不足にあると診断したからである。また，組織論的にいえば，コミ
ニニ

ケーションは，人体でいえば,
   血管と

機能していくための不可欠の要素である。しかも，人と人との間（上司と部下，

同原間），係と係の間，課と課との問という「間」あるいは「関係」がぎ ナ ぎ

すすれば，人も集団も組織も不健m にな ■J,病気になる。逆に，このr 関係」

を活性化ナれば，すべてが生き主きしてくる。

次に，具体的に実行ナベき項目をToげる。

剛　コミュニケーション障害を除去して，積極的に意志疎通を図ること。

①　上下の意志疎通の障害 を除去し，良くすることー

そのためには，次のことに留意することが望ましい。

仕事の進行状況等について連絡し含うこと，報告しa うこと一 報かよ忘れ

がちである。報告が終らない限り仕事は完結しない。報告をしないのは，たれ

流し公害にも等しい。任せられた仕事でも，報告の責任と義務は残る。

自分勝手に早わかりしないこと一 相手の立場に立って考える。相手の気持

をわかるように努めれば，気持の通じ含いとー体感が醗成される。

自己認rnと他者による認知の「ずれ」に気づくことー フィードバックを忘

れずにナること。自分は伝えている。わかっていると思っていてJ 相手がそ

う思っていないことがしばし,・ざある，こ。つ「ずれ」に気づかないと意志疎通を

欠くことになる。「ずれ」を知5; 二よ，雇ごのためにフィードバックをナ る こ
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とである。六切だのは，必要な辰の情報が，正確に，しがち卒直に伝え発って

いるかである。少くと(>, 不正確でも, ウソでもダメである。

②　理事青は互いに意志疎通を積極的に図ること。意志疎通の不十分さの部

下に対する影響力の重大さを十分に知るべきである。

③　部門間（係・課）の連絡調整をあらゆる貝会をとらえてやること一 自

分の土俵から一歩i,外に出ないでの話し合いは，木当の連絡調整にはたらたい。

形だけでやらのであれば，不信感が残ろっ

♀　mo のJ'fuT.の仕事に関心をもつこと，その人の止事上の立埓を理解する

こと。本当に［わかる］ことが十べての第一歩である。

⑤　課内会議，係長会議，課長会議. 三役会議を而倒がらずに，意志疎通の

場として， ちっと債極的に活用する。ナでにある場の風通しを良くすることが

大切であるっ

閃　職務の見直し とその効率化を図ること。

職務の徹底的見直しが必要である←今回の調査では，職務分析を実施しなか

ったので，詳しいことは控えたい。職務見直しの着眼点に触れるにとどめたい。

①　職務の見直しは, r 弥彦村行政組織m 則」の分掌事務および「職務cn 内

容j の見直しを尽むこと。

まず，課の果たすべき機能（課業）を明確にすることである。次に，その課

業を果たすのに不可欠の職務の種類と職務内容をはっきりさせて，課業より小

さいレベルでまとめて，これを「担当」（現在では係となっている）と す る。

さらに，「担当」を遂行するのに不可欠の職務の種類と内容を明確にして，「担

当J より小さいレベルでまとめて，これを仮に「分担」とす る。 最 後 に「分

担J を贋成すろ職務内容を明確にする。総務課を即ことると，分掌事務中の

g 公式条令…　6. 条例規則，規程等の制定改廃‥・　等を「文書」，　14. 行政組

織おこび 八事計[fi---l5.職員の採用昇給…16、職員の給与…等を「人事」という

「分担」とする。文書，人事等の分担をまとめて「庶務」という担当（係）と

するっそして，「分担」および「担当」が複数の職員で隅成されるなら ば， そ

の中で.    あるいはその問で意志連絡をはかり, チームでぽ事ができるようにナ

地ゴ坦並貼⊇斌と牡億課器皿
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「担当」「分担」,  およびそれらを贋成する職務の内容を明確にしたら，重要

なことは，誰が，どんな職務，「分担」およびF 担当」を，どの範囲まで 担当

するO か，誰から指示・命令を受け，誰に報告するのか，誰が仕事の成果を評

価t-るのかをはっきりさせることである。

②　職務の見直しは必ず事務改善に結びつけること。事務手続きの整理・簡

素叱等改善の可能性のあるものから手をつけることが肝心である。改善意識は

仕事への意欲となるであろう。

③　職務の見直しはまた，人員配置の適正化，さらには定員管理の適正化と

密接な関連があることを明記ナベきである。

④　直ぐにでも着手すべきものとしては，分掌事務の中で，組織の機能上ま

たは制度上不適当と思われる「担当」や職務の内容は
適切な係あるいは課に移

管すること。本調査で問題とされたのは，住民係の
福祉担当，開発観光課の商

工観光担当等である。たとえ, r 担当j が増えることがあっ
ても，応援体 制 を

とるか，兼任制をとるかして，係は極ブJ増加さ
せないようにすること，やむな

く係が増加しても係長は兼任が望ましい。

3)     課長識の責(£fS限 を拡大すること

課長叢の責任fS限を明確にして，課長の決裁権の拡大あるいは理事者からの

委譲をはかることが，きめ細かく実施されれば，職務の効率的な遂行を促進
す

るっ一般事務と予算支出に分けて，検討し，予算支出でも義務的経
費および条

令等で金額を定められた物品とその他の予算支出に分けて，きめ細かく検討す

る。自治体は公金を使用することの厳正さを自覚して，有
効な予算統制をとる

ことが肝要である。現在進めている検討中の結論を早急に出す必
要かあろう。

㈲　峡構改革に着手すること

地域住民のための村政という外的要詰と，働きがいのある職場という内的要

諦との板ば’さみの中で，かなりの職員が機湾改革への意識を持っているし
，持

ち続けてきたっまた，本調査で明らかになったような組織上の問題
点も発生し

ているっ二八らの事情 を考慮すると，機構改革は，急激に大課制へと改
善する

ことを意ましてい々いが.   何らかの形での実行を強く迫られている。

制度改革のないmm 改革は成功しこい。職員の態度変容のないmm- 制度の

'こ

こ・ ？

―^



1・－4 、

へ こ.
・>-i-

 -

30　　　　　　　　　　　　　　社会学研究所年報

改革はもっと成功しない。機構だけを単独に改革せずに，「3 ヶ年計 画」の中

で, ft の改善・改革と歩調を合せて行なうことが肝要であろう。

詳しくは，〔2 〕mm 改革，を参照せよ。

(5) 管理者のリ- ダーシップ能力 を高めること。

責任権限という形だけ付与しても，必ずしもうまくいかない。日常業務を遂

行する過程で，上司は部下を指導・育成することである。理事者は課長を，課

長は係長を. 係長は職員を指導・育成するという具到こである。特に管理者の

コミュニケーション，リーダーシップ，問題解決の能力を重点的に育成ナベき

である。そのためには,   日常業務の執行過程はもちろん, 課長会議等を活用す

る方法もある。

これと併行して，役場外の集 合ヽ教育に参加させた■;,あるいは役場内で研修

たとえば，職場ぐるみ訓練等を実施することである, 人間関係，コミュニケー

ション，組織と管理，意志決定, リーダーシップ，問題解決という管理能力に

関する集合教育が考えられる。

また，管理者研修;こは充分に，教育予算を計上ナることが望ましい。

管理者は権限とリーダーシップを柱に管理能力を高め，部下の能力をも開発

しながら，チーム・ワークをとり，責任をもって渦務を遂行するようにしなけ

ればならない。「職場は将の影」というコトバを明記せよ。

㈲　職員育成計画を立案し，実施ナること。

一般職員，主事，係長，課長に河を期待するか, 各職種，担当にはどんな実

務教育をしたらよいか等を検討して，人材育成計画を立案ナることがよかろう。

新人にはできるだけ村民に接触できる係，担当に三I する等の研修的異動ある

いは定期的異動を組み入れて，総合的人事管垣体系.つ中で，業務評fffi,昇進等

とも関連をもたせて計画ずることがよい。

［昭和54年実施計画］

重点目標は「ひとりひとりの能力を生かナ」ことである。

前年のコミュニケーションを良くする活動は維続十る。2 年目の実施計画は，

能力主義，少数精鋭，適材適所の人事菅理・能二勺開三を基幸とする，人間は誰

地方自治体における行政課題の変化と行改組唯 乃変革 31

でも自分の潜在能力を仕事の中。で生かし，その努力の過程や結果を自分も正当

に評価し，囲りからも正当に評価されている時に，働きがいとやる気を感ずる

ものである。同僚，上司，部下および他の人々などと協力し合って，切磋琢磨

ナることによって，能力というものは開発される。

仕事の中の，単純な一部を自分の職務とナる考えから，ある程度巾をもたせ

た職務を自分の仕事とし，さらに関連する異種の職務をも自分の仕事として組

み入れていく。いわゆる職務拡大(job enlargement) あるいは職務充実'job en-richment

）の考えへと移行することを，本計画は目指している。

次に，実施すべき具体的項目をあげる。

剛　自己申告制度を咳とナる能力開発を実施ずること。

このねらいは，上下の対話の機会を多くし，部下の能力－適性を発掘し，そ

れを十分に仕事に生かし，職務を遂行ナることである。

自己申告制度は次の手続きで実施ナる。まず，全職員が担当の仕事i-1 年間

あるいは数年間どのように遂行しようとしているかの計画を，上司と相談・話

し合いながら，立てる。必ず遂行の優先順位をつけ，どんな方法・手段で遂行

するのかをはっきりさせておく。次に，定期的に，計画の進行状況や問題点，

悩み，希望等を上司と話し合う。最後に，計画の達成状況，もし達成できなけ

ればその原因を上司と話し合い，検討し，次の計画におりこむ。

ひとりひとりが自らの適性を知り育てると同時に，上司は部下を助言，指導，

育成および評価をする過程で，部下ひと・)ひとりの適性を発掘・指導し，人材

開発・人事管理へと反映させていく。この制度は上司と部下との心からの話し

合い，意志疎通，相互の信頼感の中で行なわれなければ，成功しないであろう。(2)

複数担当制を中堅クラス以上の職員に導入・実施すること。

職務の見直しや適性の開発を前提条件として，一人一職務・一分担SI, 一人

－担当制から脱して，複数分担・担当制への移行を検討することが望ましい。

これは轍務拡大または職務充実といわれ，「労働の人間(t:  (humanization ofwork

）」として関心を呼んでいる考え方に沿うものである。複数担当="1の実施

にあたっては，課長，係長が複数担当の部下を指導・管理していけるゼけのリ

ーダーシップがなければならない。当然のことかがら, 管理職も複数こ）担当を
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持ち，管理できる能力が必要である。係は機構上は存在ずるが，係間の連絡調

整と有機的な結びつきが要請される。「課一 担当」を軸として，係とい う枠

も。意識上は，できるだけはずすような運営がなされると，組織は柔軟な仕組

みになる。複数担当制を遂行するためには，職務の見直しと効率化，管理者の

能力開発と並んで，管理職の責任権限の拡大等が検討されなければならない。(3)

管理職に権限を委譲し，責任感を醸成ナること。

初年度の課長の責任権限の拡大に続いて行なうものである。理事者から課長

へ，課長から係長へと権限を委譲して，少数精鋭で効率よく仕事ができるよう

に配慮すべきである。特に，係長職への特定業務に閣ナる専決権の委譲が，何

らかの形で実施されることが望ましい。決裁権を委譲できるように係長を育て

あげることは，課長職の管理者としての仕事であり，それができなければ，部

下育成という重要な役割を果せない。上司との話し合いによって実施計画，予

算立案等については充分に協議することが必要条件である。信頼関係を基礎と

した，課← 係長間の相互フィードバックあるいは相互チェックを行なう制

度をつくることも,   1つの考えであろう。もちろん，係長は責任も重くなり,

報告等の義務も重要さを増すのは当然である。

倒　管理事務の集中化を図ること。

事務見直しの結果から，その必要のある管理事務は移管，統合することは，

事務の効率叱を生む。すでに，県地方課の指摘 もあることである。

〔昭和55年の実施計画〕

重点目標は「生き生きした，働きがいのある組織にする」ことである。

3年目は2 年間の組織開発努力を結集させ，さらに「有機的」で柔軟な組

織として，内容的に も形のうえでも整備する年である。

コミュニケーションの障害を除去すること。自己申告制度による人材開発を

推進することおよび管理職・職員研修は継続するのがよい。

具体的に実施すべき項目は次の通りである。

(1) 生き生きしたチームづくりに努めること。

個人の活性[＼Lというだけでなく，r分担j グループ. r 担当j グループはもち
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ろん，管理者をも含めた職場全体を，ぐるみでとらえ，全体を活性化させ，生

き生きしたチームにしていくことが大切である。

生き生きしたチームとは，次の条件を充足させた状態をいう。

①　何でも言い合えること

②　心のふれきいがあること

③　共通の目標をもつこと

④　 相互に役割を認識していること一 協力し合って，それを完遂している

こと

⑥　柔軟さがあること一 固定観念やセクショナリズムにとらわれないこと

⑥　前向きの気風があること

このような生き生きしたチームを，担当者レベル，分担および担当レベル，

課レベルでっくり，連動させて全体として活性化させることによって，組織は

職員の能力をフルに発揮し，全体としてまとまりのよい，有機的な組織になる。(2)

    係長担当制を導入すること，

係という枠が固定しすぎて，係意識が強くなり, セクショナリズムが起こり

易い幣害を除去し，より積極的には，少ない人員の能力をフルに発揮させて新

規事業等の増大する要請を効率よく処理するために，組織をもっと柔軟にする

ことが必要である。

係長担当制というのは，係長はすべて課所属とし「担当」をもつことである。

従って，現在の職制上の呼称を改称することになる。例えば，庶務係長は総務

課所属とし，総務係長（庶務担当）とする。複数の担当を持つこともある。こ

れによって，一般職員も係に所属せずに，課に直接所属する。例えば，総務課

職員で，庶務担当の文書「分担」という具合である。

係というタテで仕切ることを避けて，兼担，複数担当，応援の制度さらには

プロジェクトチームを活用し，連動のうまみ，チームとしての力 を生かして，

柔軟に目的に忿わせての課題解決的な行動をとり易くナるのである。

(3) 課長会議を充実させ，政策決定のスタッフ的役割を遂行できるようにす

ること

課長会議をmm 制度上明確に位置づけて，政策決定の役割を付与することに

t ″ごCXI-
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よって，村政の民主化に寄与するのが，ねらいである。

倒　「弥彦村を考える対話集会」を設置することー ‾村民会議ゴ

村民パ

「村を考える」対話の場・随会を，広く村民に提供十ることを目的 とナる。そ

の1 つの活勁として「村長と話し忿う日」などを設けてJ      1-い。事務局は総務

課におく。

(5) 補佐職の廃止

規戌がそれほど大きくない組織では，補佐職，参事職を設ける必然的理由は

見い出せない。課長一 係長というライン階層の数は少ない方が よ いっ「高い

組織」でなく，「平らな組織」にすることによって，上下のコミニニケー ショ

ン障害を少くし，意志決定や判断を迅速かっ適確にして，業務の勣率を高める

ことが大切である。

計画の完結期として，3 年間の過程を集約して，再度機構を全体的に見直し

て，簡素化，合理化する方向で検討することが必要であろう。組唄は生きもの

である。たえず望ましい方向 へと改善していく力を，行叉組微自.'-1-が持つこと

こそ，組織改革の目的でもあn 意義でもある。

に幻 機構改革

3 ヶ年計画にもり込まれた機構改革の茎本的考え:こついて，まず蝕れておこ

う（表9  参照）。

(1) 機構編成の基本的考え方

組織編成の原理は「形は機能に伴う」ということである。従って, 械能的組

織を原則とする。弥彦村行政組織もこの種の組織ではあるが，上記の原理が本

当に貫かれているか，検討に価ナる。

さらに，弥彦村役場がかかえている今日的課題に応える張溝でなければなら

ない。1 つは現在の組織の機能障害，不全 をいやナこと，もう1 つは新規事業

にどう対処するかということである。前者については，課と担当・分担を軸と

して，組織の編成と運用を考えることである。係之課の枠組にとらわれない組

を恢j� 竃を行なうことがマきる-tうに。流動的組蔵を指向七ることマある。笥数
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担 当 制， 係長 担 当 制等 一 連 の 対 策 は そ れ に沿 う も の で あ る 。後 者 につ い て は
≫

目的 指 向 の 強 い ， 一時 的 な 勁 き易 い プ ロジ__    タト組 戮 を指 向 ナ る こ と でち ろ 。

プ ロ ジェ ク ト・ チ ー ムの 編 成 が こ れ で あ る 。

と ころ で ， プ ロ ジ ェ クト 組 織 は い く つ か の問 題 を 伴い が ちで あ る 。迂 権限 や

責 任r ）範 囲. 仕事 の範 囲 な ど 不 明脈 々部 分が 増 え る こ と.
 ■■>課 と チ ー ム と い う

所 属 の二 重 性 か ら く る問 題- ど ち らに 責 任-v'
■ から の か ， ど ちら を主 とし て や

れ ば よい のか3 決 定 に閔 す る混 乱-

定 に従 うべ き か 。口 意 志 疎 通 が 不 足 が ちに 々 る等 で あ る 。 従 っ て， フ恰 ジ ェ ク

ト・ チ ー ムの メン バ ー は 他 課 と意志 疎 通 を密 接 に し て， フ<
 － ド バ;'  八二仕組

みを つ く っ たI), 役割 や 権限. 責 任 球の 範囮 を明 確; 二し た1), プ
ロ ジ ェ ド ヽ・

チ ー ム の 課 題( 比 軸 は 併 か に つ い て， 共 通 の理 解'-IT
 もつ 二 とが ， 大 変;こ重 要

とな る 。

口　53 年 同 構 改 革 に つい て

江　 企 画 室 を設 置 十 る 。 新 規 事 業 を効 率 的 に 消 化 し た ■■)，企 画 係 と庖 課 と の

調 整 欠 如 を僑 正 ナ る た めに は ， プ ロ ジェ ク ト・ チ ー ム を ま と め て い く 機 能 を も

つ，企 画 室 を設 け て，それ にあ た る の が よ かろ う 。企 画 室 の 主 管 業 務 は 。イ。長

期的 な総 合計 画 の 企W ＼.   o ． 期 限 の限 定 さ れ， 数 課 に また が る事 業 等 の持 空 約

業 務 の企 画 ， ノヽ 。 理 事 者 の特 命 事項 が そ の主 な も の で あ る 。室 長 は 助 役 ち るい

は課 長 の 兼 務 を考 え る 。 ま た， チ ー ム の責 任者 は 課 長 ， 時 には 係長 が鼎 務 や る 。

②　 そ れ に 伴っ て， 企 画 財 政 課 は 企画 係 を企 画 宜:二， 財 政 係 を総 務ブ屁 こ多 管

し ， そ れ ぞ れ ， 企 画 室 企 画 担 当 （係 ）， 総 務 課 財 改 担 当 （係り と す る 。

③　 競 輪 事 務 局 を 商工 観光 課 と改 称 し ， 商工 観 光 課黄 翰担 当 （係） とし ，問

発 観 光 課 の 商工 観 光 係 を そ れ に 移 管 し ， 商 工 観 光 担 当 （係） と す る 。 そ 元・こ伴

っ て， 開 発 観 光 課 を建 設 課 と改 称 す る 。

④　 住 民 係か ら福 祉 事 務 を独 立 させ て， 住民 福祉 昆 福 祉 担 当 （係） とア る 。

保 育 所 を も担 当 す る 。

⑤　 新 規 事業 を担 当 す る 部 門 に つ い て ，

下 水 道 事 業 に つい ては ， 下 水 道 建 設 室 をひ ゴ し て， 建 設 課 長 が 兼 務 ナ る- 建

尤と宝:二は 用i也買ii7.-7 ’ラン ナ ー。 上 付こi支万,
    水 亡乍 笞。こ

μ賀 に瓜n重ナ3; ど戸?か
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表9　 弥 彦け行政機 構改革案

乖--一甲・-S-一瞬--・●
村 民 会議j

---・S9-・---..7

企画担当(係)

務担当(係)

務担当(係)

税務 担 当(係)

住民担 当(係)

福 祉担 当( 係)

保 健fJf生 担当ぐ係)

建設担当(係)

管理担当(係)

農林担当(係)[

営農指導担当a係)
し

国土調査担当

7 企業担当(係)

:...下水道担当(係)

商工観光雄当(係)[

競輪担当(係)

一出納担当(係)

会事務担当(係)

校教育担当(副

社 公 教 育 担 当丿系）
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らの参加が望まれる。また。完成後は，企業課下水道担当とする。

文化会館の建設m 営については，文化会館準備室があリ。総務課長が兼務し

ているが，これは企画室におく。

農村総合整備モデル事業については，農林課から独立させ，モデル事業準備

室を新設して，これを企画室に移管する。準備室には，土木技師プランナーの

参加が企画の段階から必要であるが，54年事業に着手ナる時には，さらにスタ

ッフを強化し，担当をおくことを考慮するのが望ましい。

国土調査についてii, 農林課に国土調査担当をおく。

(31    3ヶ年計画の実施推進にあたって

弥彦村行政組織を「望ましい理想1象」に向けて，理事者，管理者を核として

全職員が「推進」するよう努力する過程には，相当のエネルギーが必要である。

この推進過程を着実に計画的に歩むことが重要である。

そのためには，「組織改善推進委員会」の設置と「核づくり」一 課長 ク ラ

スが推進の往となるー を提案したい。加えて，組織改革のための教育予算を

十分に計上ナることが必要である。

1 年毎に計画の実施状況を検討し，外的，内的環境の変化を絶えず考慮に入

れて，最適の計画に手直し実施することを忘れてはならない。

以上の「組織改革3 ヶ年計画」の提言が充分に実施されなければ，職員ひと

りひとりの力が組織力となって生かし切れず，ひとりひとりの潜在能力や働き

がい，生きがいを殺してしまう。このことが組織力の減退を招くであろう。ひ

いては，地方財政危機という状況の中で，地域課題に直結する行政課題の解決

にも応えることができにくくなる恐れがある。

以上の提言は「3 ヶ年計画」の中核をなし，昭和53年3 月，雪降る弥彦村で

総務課長と最後の協議を行ない作成された。

2　 組織変革のデザイニング

F組織改革3 ヶ年計画ご は総務課長の同席のもと，村長に提出された。総務

課長は村-g. と改革の基本的戦略を協議して実施案をまとめる作業に入ったy

総務課長によると，実施案作成の基本的考えは，機構・制度など形式を整え

',一卜C^^f
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る，云わゆるOD の構造改革に主眼をおくものであった。民間企謳とちがって，

行政組織はmm- 制度の改革が先決で，これの整備なしには組織運営はできな

いという考えが，内部OD 推進者（村長, 総務課長など） の基底に あった。機

構改革は，「行政機構検討委員会」がその発足以来，一貫して改革の契機 と し

て持続してきた関心事であった。 内部OD スタッフはまず抵抗なく介入でき る

のは，機m 改革であると判断した。まして，村長選挙を目前にひかえている状

況 を考慮しての判断が働いたことは当然であろう。

mm 改革のための基本構想は，

剛　現育定員のままで，新規事業を実施ナるには，ナワノ句 意識の強い，タ

テ割り機構をできるかぎり改革すること。職務拡大の思想と複数担当制，係制

廃止の検討。

口　 職務分担の不明確さを除去ナるため. 課の分掌事務ar見直し，併せて職

員 の分担をはっきりさせ，分担された仕事を相互に関連させること。分掌事務

の見直し，担当の増減の検討など。

(3) 村民の意見を広く聞き反映させるための社会システムを検討すること

であった。この線に沿って，「改革3 ヶ年計画」のうち，「昭和53年度実施計画

の②課の分掌事務の見直し一 分担，担当制.   （4）機構改革，「昭和54 年度実。佐

計画」の即政務拡大の思想，複数担当制，「昭和55年度実施計画」の(2)係 長 担

当制. 係制廃止，(4)村民会議，および［2 ］機構改革が検討され，修正を加え

て導入された。このうち，村民会議は導入の熱意を示してはいたが，選挙を間

近にひかえていたために実現できなかった。

実施案は助役の了解をえ，課長会議で協議し承認・決定された。実施案は行

政機構図と行政組織規則となって成文化された。組織機構の改革では（表10），

係制が廃止され「担当」となったが，「担当」の増加をもたらした。住民 福 祉

の充実のため，庄民福祉課の福祉担当が住民係から分離し，新規事業に着手す

るため, 建設課に国土調査担当，農林課に農村整備担当，文化会館準備室に文

化会泣担当，下水道建設室に下水道担当が新設された。また，かねて問題とな

っていた企画財政課が廃止され，企画係と財政係は総務課にそれぞれ担当とし

て式含された。商工観光係は競輪事務局の改称した商工観光課に加入された。

村
妊

地方自治 体におけ る行政課題の変化と行政組織の変革
一

表10　 弥彦 吋行政 機 溝

総　　 務　　 課

(H 民 福Til: 課

世　　 設　　 課

助
役

収 入役

a　　 林　　 課

商 工 観 光 課

庶務担当

財務批当

企幽訓か担当

磋担当

庄民iii.i!j

柚址担当

保健所生担当

管理担当

土木抵当

商工辺光担当

公営競技担当

企業担当

｜　　文比会館準備室　　　　 文化会館担当匹 二

丘旦

納担 当

教肯 担 当

全教 育
民 館

担当

39

昭fll53.-l.l 現 在

旦

課および各担当の分掌事務 ぐ担当事務）は表11 に示したように改定された。

表11　弥彦 村新分掌 事務 規定　c 印は 新規または改定　△印:ま他の係から の移管

総　務　課

庶務担当

(1) 公印 の管守に閲ナるこ と

㈲　秘書業務に関すること

(31　イ茂式， 喪章i.彦び立μΓ恥二尽rjづーること
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(J)

(5)

㈲

(')

(8)

(9)

帥

剛

(1⇒CM

㈲

叫

岫

㈲

卸

△ 四
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特別職の事務引継に関ナること

条 例. 規則. 規 瞳等の制定改廃及び 公告式 に関 すること

議 会の招集及び議案に関すること

訴訟， 訴願. 請願及 び陳情に関す らこと

行政諸報告及び認可事務に関ナること

文書 の収受. 発送，整理 保存に関 ずるこ と

庁 舎.   ts内 の管理. 使用調整及び庁中取 り締 川こ関すること

庁 用自動車の使用管理 に関 するこ と

消防 及ぴ防 災会議のぎ 務に関 するこ と

電話交換及び防 災無線に関すること

職員の組織及び定数に関すること

職貝の任免. 服務及び賞罰に関すること

職員の給与及び旅費に関ナること

職員の研修及び福利厚生に関ずること

職員共 済組 合ヽ，退職手当組 合，人事事務組＆及び公務災 害県 償に関 するこ と

委員 会，審議会及び 協議 会等の委員又は役識員の任免，委嘱 等に関 すること

c 匍　広報. 村勢要覧の編集， 発行に関すること

卸　職員団 体に閲ナるこ と

こ な2　選挙管理委員会に関するこ と（ 庄民係から）

二朗　交通安 全及び防 犯に関 すること( 住民 係から）

μ　 その 他，flk課に 属さない事項

財政担当

佃　歳入歳出予算 の編成及 び執 行調整 に関 することI2)

地方交 付税:こ関 すること

(3)   資金 計画及 び一時 借入に関 ナること

(4) 起債に関 する こと

(5) 村有財 産の取得， 管理及び処分に関すること

(6) 工事の請負契約及び入札に関する こと

(r) 物品 の共同 購入に閔 するこ と

(S) 行政効果の測定及び事業進 行管理に関ナること(9)

    基本財産 の積立 及び基 金等の繰入金に関 するこ と

徊　 財政事情の公表及び財務統計に関すること

仰　不動産賃貸借事務に閏するこ と

徊　その他財政に関 するこ と

二企画ご

C よ　総 合3l・∃ のゴ 整に問 する こと

C'2)

こ倒

こU)c;5)

地方自治体;こii'.'i る行政 課題乃変化と行政組 織の変革

重要施策 の連絡調整:二閏ずるこ と

国勢調査及び指定続訃に閤するこ と

県 央広域市町 村田;こ開すること

県央土 地開発公杜に関 するこ と

41

C'fi) そ7）flh持命・事項;二閏十ること

税　務　課

税務担当

c:i) 税務課専用の公印 管守に閏十ろこと

倒　村税等( 村民 脱. 固定資ミ 脱, 軽自動車悦， たば こ消費 脱， 竃気肪 ガス脱，

地県有肪 木材引取 脱，入湯巴及び国民(il康 保険 悦）及 び個人県民税の・ 査，

料作成;こ閣 すること

土

昏

(3) 固定資産の評価及び評価通知;こ閤すろこと

(4）土地台耶 家屋台帳，更正図等の整理函存に閲すること

(5) 村脱事の賦課徴収;こ閔すること

（6） 村税等の減免，徴収猶予，財産差押，欠損処分及び異議申立に関すること

ロ) 法令，条㈲こ茫づく諸証明及び閲覧に関すること

㈲　徴収の嘱託及び受託に関ずること

0) 国税，県税，納税団体との相談及び連絡に関すること

淵　その他脱に関すること

住民福祉課

住民担当

こ1) 戸躇専用の公印管守に関すること　　゙

口　戸籍. 住民基本台慢に関する各種蜀出，申請言等の受付，処理及び騰札 抄な，

写し等の交付に関ナること

(3) 印鑑の登録，改廃及び証『 に関すること

U）外国人登録に関すること

(5）身分証明，住所証明，転出証明. その泡諸証明;こ関ナること

C(e） 人口動態調査;こ閤ナること

（7）既決犯罪，禁治産，準禁治産及び破産事務に関すること

湖　相続税法による報告に関すること

(9) 主食 の配給事務に関 すること

飼　埋 火葬許可証;こ関 するこ と

こ11) 消費者行政に関ナるこ と

勁　そ の他， 他課にZ さない窓口事務に間ナるこ

こ 福r-li担当（庄民 係から）

n　 生 活la 護に閏ナ るこJ

J　 児童, 老 人． 母子冨 惣;こフ ナること

し

ー

・・ つC

くヽ1
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(3)

(4)

△ ㈲

乙(c)

△(T)

皿 四 回 四

身 体障害 者及び精神薄弱音の福祉に関ずること

旧軍 人，軍 属， 戦傷者，遺族等に関すること

老 人医療費， 児童手当，高額療養費， 母子M 祉資 全等の給 付又は貸 付に閲ず るこ

とr 住民(f.から）

老人感 の家の維持管理に閔す ること( 住民 係から）

社会福 肱事務所, 日本赤十字r±. 共同募 全会等に閤ナJ こと（住民 係から）

（A) 国民 乍全に関す ること

△（9） 保育所に閤す るこ と（保育所 係か ら）

△帥　交 通災 客共 済に関す ること（住民 係から）

OCiD　西蒲 原郡精神薄弱 児収 容施設組 合に関 するこ と

M　 その他f-S祉に関 するこ と

f?=ld!衛生 担当

m　 住民の総合じ 診̂（結核 ，寄生虫， 成人病及び指導） に関 するこ と

口　 伝染病予防及び予防 接種に関するこ と

C(3)     母子衛生及び精 神衛生に間すること

（4) 食生活改善及び食品衛生に関ずること

(5) 清掃，そ族昆虫駆除そ の他環境 衛生に閏す うこ と

（c） 公害 及び自然ほ護に関す るこ と

（7) 国民 健康 保険 （保険税 の賦 課徴 収は除 丿 に閤ナろこ と

G(8) 西蒲原郡南 部衛生組 合に関 すること

C(9)　 新ぶ県 中央 衛生センター組 刮こ間すること

帥　 その他保健衛生に関するこ と

建　設　課

管理担当

(1)　 都市 計 画 及 び 区 画 整 理に 関 す る こ と

○ぐ2） 村 道 及 び村 有 公 共土 木施 設 の管 理 に開 す る こ と

C(3)　 村 道 台 帳 の 整 備 保 存 に関 す る こ と

（4） 道 路. 河 川 の 占 用， 国県 財 産払 下 げ 申 請 等 に 開 す る こ とC

（5） 建 築 箔 準法 に 関 す る こ と

(0) 用 地 買収 及 び 物 件補m: こ関 す る こ と

△（7） 登 記 事務 に 関 す る こ とc 財 政 係う ら ）

c（8） 都 市 計 画 審 議 会 に 関 す る こ と

G(9) 公営 住宅 に 関 ナ る こ と

こ 土 木 担 当 （建 設 陥か ら）

C(i)　- 殺 土 木 事 業 の 工 事 に 関 す る こ と

C'-2')　S 市 訪丙 ， 区 画 整 理 本 業 の 工 事;こ問 す ろ こ と

こ いハ　＼^i-.l＼.     いこ-,■!iヤイさ心ユ二て^;こ 県丿一乙こ と
－ -

地方自治it-にお:する行政 課否,り変 化1 行政^'i'蔵乃竃諮
一 一 一 一 一 一 一一 一 一一

こ(4) 災害事業 の工事に閏ナる 二と

こ ㈲　庖課 の工事 を伴こ う事業 応援既に7 十ろこと

㈲　その他土 木に関十 ろこと

c 図上調立担1

川　地籍.   筆 剔調査に悶するこ と

印　 面 漬測定にrn十ろこ と

（3） 地籍簿 作成に閔才ること

(-1)   認証下 務に悶十 る 二と

（j　 その世国上調企に屑''~ 乙二と

a　 林　課

に政担1

困　農業委員会に悶十 ろこ と

(2)    農地. 農道，農業-.n-r 偕 ふ二同十 ろこ と

(S)     農振 法:二開 する ここ

こ剛　米の生産調整，米 鞭の売憧し事務に悶 するこj　・首 長匹 いら）

㈲　農地造成事業の賦課徴収に閔 すること

(0) 林業振興 （林道建設は除 く） に関すること

（T） 農業団 体との連絡に関するこ と

㈲　その他農攻 に関す るこ と

営農指導担当

(1) 農業経営 のま理"'，生 蛮担唄 笥の育 成指導に閔 すろ 二と

ご(2） 稲 作，そ菜園芸，果樹畜s 等の振貝指 単 二門 ナること

こ（3） 農業近fリヒ施設整陥に 係る補助事業 刀指互に門すろこ と

0） 農業制 度資 金の指導に関す ること

C(5) 農作物病害虫防除■ び有害鳥獣駆除に閃す ること

（6) その他営 農指ほに閔ナること

こ 農村整備担当

田　農村総合整同 計画に関 するこ と

(2)    農村総合整備 の推進 体制確立 に間 するこ と

(3) 農 村総合整 備事 業に間 すること

（J) その他農村総合整備に関ずること

商工観光課

商工観光担 当

巾　商工業 の振 興及び商工 金融:二関するこ と

○　 観光の宣(5， 紹介及び案内 に関 するこ と

こ（3:　硯光施設のmm ，維持 及び管理 に問す ること

（4) 商工 政光関 係団.'■・- との逮r5に問 すること

A3
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(3) 観光間 発審議 会に関 するこ と

C(6 ） 工業再 配置促進法に関す るこ と

（) その他商工観光に関すること

公営侃技担当

(1） 村営貿輪 の開 催運営に関 するこ と

c（2） 組 合営 腿輪 の受託業務に閔する こと

0（3） 前唱^ 輪の場外売 場に関すること

（・1） 讐輪を行者協議会に閣すること

（5） 覗怜四面団 体との連絡に開ナること

(6) そつ他公営 競伎に間 するこ と

文 化会館準準室

C 文化会茲 担当

（0） 総 会ヽ文 化会館建設の窓口業務に関ナるこ と

f2) 建設現場事務所との連絡;こ関すること

(3) 舞台吸りs， 照明，音響，プ ラネク'J ューム係職 員の技術養成に関すること

（4) しゅん工式 典， 柿落し 等の事前準備に閏 すること

(5） 開館後の利用計画に閲するPR, そ の他事前手配に関すること

(6） 寄附全募集に関すること

(7） そ の位開館の事前準 備に間するこ と

下水道建設室

下 水道担当

m

j
j
j
j
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J
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ぐ
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下 水道建 設計画に問 するこ と

下 水道建設のPR に関 するこ と

下水道建設に 係る用地買収， 物 件補 償;こ開 ずるこ と

下 水道建設工事に開ナ ること

そ 乃咀下水道;二閤ナること

昭和53年4 月1 日付で，新辞令の発令に際して，村長は全職員に改革の主旨

を次のよう:こ説明した。すなわち，住民の行政需要に対応して行政事務を円滑

に推進するため，係間の力べをとり，課内の効果的応援体制をつくることがね

らいであると。そして，組織機構図と新しい弥彦村行政組織規則を配布した。

のちに. 各課長は新規則との関係で「職員事務分担表」を協議作成した。この

表は，担当Ξ 分，主分担氏名，担当事務内容，副分担氏名の様式で作成され，

職務と担当音との関係，主担当者と副担当者との協働体制を明確に規定した。

かくして，弥彦村役場は新しく動き出した。

調査報告

地方自治体における行政課題

の変化と行政組織の変革

一新潟県西蒲原郡弥彦村役場における

アクション・リサー冽下－
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L　 調査対 象

2. 調 在方法

Ⅲ　弥彦村行政組織の現状 分折

1.  組織改 革の契 機

2. 管 理職の 意識構造: 現状分析と将来 像

3. 職員の意識構造
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VI　計画実JS 後の 行mm の 変化

1, 組織行動および職 員意識の変it2.

改 革.s図・動機の達成

vn　弥彦 村行政組織改 債の.ほ汲と課題1.

  方法論上の課題

2. 実践的心義

3.    結びにかえ て

VI　計画実施後の行政組織の変化

新しい機構が勣き出して数ヶ月遡ぎたある日. 筆者は総隋課長と会い ，かれ

の実感を闘いた。

「職日はどんな改依案が出てくるのか気にしていました。今は皆ホットして

安心 しているようです。今までのものと，あまりちかわなかったからです。こ

れならやっていけそうだと思 っているのです。急激な変化には抵抗がつきもの

で，改革はできるだけ抵抗が少なく，皆に受け入れられた方かよいと思う。一

部には不満もあると思うが……。　もっと大きく変 わることを 期待した職員に

は朗待はずれだという不満があるようだ。新しい体制をつくる過程(C. 職員が

何らかの形で参加してきたこともよかったと思う。

機構や制度などの形式，つまり各課の分掌観定や各人のj 務分担表を整備す

ることから始めたことは，職昌の態度や意識を変えることから手をかけるより

も，誰が何をどのようにすればよいかをはっさりさせるうえで，良かったと思

う。しかし，形は一応整ったけれども中味を入れるのは，これからです。これ

からが人変ですが，どうやらスタートできたようです」

こう語った課長は，村長交林と共に, 総務課を去り農林課に異勤してい った・

1　 組 織 行 動 お よ び 職 員 意 識 の 変 化

川　 調 査 の 手 続 と 対 象

改 岑 吸 お よ そ8 ヶ 月 を 継 だll 月 、 再 び い  わ れ は 組 織 行 動 の 変 容 を 検 討 す る9

てごKtit; こ.fc る 訪凰でfを‘‾麗町口しf こ,    こ オi .t 釘ia&i'i t;fiim ご こ 漂
び->と ふf 万有Γμ涯

J W W I S ― － － 　 ＝
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やレベルに影響を与えているか,・また職員が指向している今後の方向は同かに

っいて職li自身がどのように認知しているかを考察するためであった。弥彦村OD

のh. 実施後の影響・結果を測定し変化過程を分析するの段階，アクショ

ン・リサーチモデルの「分断・」実発匯」のステップに相当する。

項目内容は, 82問，前回とほぼ同じものを使用した( ただし, Q72.    79,   80.82

を削除し, 71 ～77と82を 防加) 。 有効票は94であった。対象を性，年令，職

制の別で分類すると,   次のようになる(表1  ～3) 。前回に比鮫して，年令別で

は40 代が附加し,  30代・50代が減少し，職制別では課長職. 主事・技師職が減

少している。特に課長と主■IT-技師職の少いことは問U である。データ分析は

前回同様大枠において, (I)組織の構造・制度丿2)過秤・関係, (31文化・風土，(41

住民との関係,(5)働きがいとに分類し，これに16)改雁の結果と今後の方向と

を 加えた。これをさらに全体，性別，年令, 職制ごとに比較分析した。

表I　 性別 膚成 比

卜 �男 � 女

実　 数 �49 �45

構成 比 �52.1 �47.9

表3　 毅制別構成 比 七

表2　 年令 別膚成 比

卜 �10　代 �20　代 �30　代 �40　代 �50　代

実　 畝 �3 �35 �31 �22 �3

構成 比 �3.2 �37.2 �33.0 �23.4 �3.2

卜
�
課　長 �

課　長

楠　佐 �
係　長 �

£　事
技　師 �

主事
技師 �

甫iti�保　母 �
用 務員 �そ の 他

実　 数 �4 �4 �13 �21 �14 ��14 �20 �3

構成 比 �4.3 �4.3 �13.8 �22.3 �14.9 ��14.9�2 □ �3.2

(2) 組織行動の諸変化

今回の組織改正に満足している職員は32. 2 ％, 満足していないものは22.5

％で, 満足と感じているものが若干上回っている。しかし ，約半数の職員がど

ちらともいえないと思っている。性別では，男子職員に満足者が多く，女子職

輿に「どちらとちいえない」が多いが，年令と職制による号異は見られない

ぐ友4 ～6  几 とはいえ，主■Ji ・技師および保母が全体的にふてレ 胞の辺制に比

吋して否定竹であるように思われろ。i ころが. 細織改jE の重雪である複数担
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当制については, 43.8 ％の職員が望ましいと巴い. 望ましくないと思う職員は13.5

 % と少ない（表7 ～9 ）。 このことは今回の改苓の主旨か実現化お
よび定

表4　 改革の満足感×性別　　　　　　　実数（哨成比）

犬
�

力 � 女 �T

渦　　　足 �22 (44,8 ） �8(18.1 ）�30
 (32.2)

ど ちらと もいえない �17 （34.8) �25 （56.9) �42  (45.5)

f　 山　足 �10 （20.4 ） �11 （2S.0 ） �21
 （22.5 ）

T �49 �44 �93
 (100.0)

cif－2 ，x2 －7.858　P ＜. 02

表5　 改 砿の 満足感x 年令別

卜
�10　 代 �20

    ft �30     代 �40　 代 �50　 代 �T

・μ　　　 足
�-

�9  (25.7) �9  （30.0 ）�9  （40.9
）�3（100.0 ）�30 （32.2)

ど ちらとも
い え な い �3 （100.0 ）�17 （48.6 ）�13 （43.4) �9  （40.9) �- �42 （4S.3)

不　満　足 �- �9 （25.7 ） �8 （26.6 ） �4
 （18.2) �- �21 （22.5)

T �3 �35 �30 �22 �3 �93(100.0)

表6　 改革の両足感x 職制別

卜
�J　

長 �課　長
哺　佐 �係　長 �

主a ・
技　師 �

主 ■μ哺

技師 哺 � 保　母 �
用 務目

等 �T
濤　　 足 �3(75.0)�2(50.0)�7(53.8)�3(14.4)�4(28.5)�3(15.8)�7(36.6)�29

（32.2 ）

とちりとも
い えない �1(25.0)

�-
�5(38.4)�9(42.8)�8(57.1)�11(57.9)�7(36.6)�41( 44.6)

不 満 足 �- �2(50.0)�I（7.8 ）�9(42.8)�2(14.4)�5(26.3)�1
（6.8) �20（22.2)

T �4 �4 �13 �21 �14 �19 �15 �90(100.0)

表7　 複数担当制の饉否X 性別

犬
�

男 � 女 �T

望ましい �20 （43.5) �19 （44.2 ） �39
 (  43.8）

どららともいえない �17 （37.1) �21 (48.8 ）;   38
 （42.7 ）

望 ましくない �9  （19.4 ） �3  （7.0) �12
 （13.5 ）

T �46 �43 �89
 (100.0 ）

地,j自治味;こおけ る行政^ 題の■Kitと行政組繊の変 債

表8　 複数担当 制の賛 否x 年令 別

犬
�10　

代 �20    ft �30    ft �40　 代 �50   代 �T

甲ましい �- �17 (50.0)�13 (43.3)�8（38.n �1 (33.4）�39 ( 43.8）

どちらともいえない �1(100.0)�14（41.2）�U (.36.7)�10 (47.6)�2 （C6.6）�38 ( 42.7）

望まし くない �- �3 ( 8.8）�6 (20.0)�3(14.3) �- �12 ( 13.5）

T �1 �34 �30 �21 �3 �89（100.0）

表9　 曳な北!当;|;・jのH 否X  ^ 制別

31

卜
�J　

長 �・X　友Mi
(を�係　

反 �主
μ・

技　 師 �

玉 川` ，

技師h ��
似　け �川誘u �T

望ましい �3(75.0)�K25.0)�8(61.5)�7C35.0）�5(41.6)��11(57.9)�2(14.3)�37(, 43.0)

謡胤 い(25.0)��2(50.0)-�2(15.4)�9(45.0)�5(41.6)��8(42.1）�11(78.5)�38(44,2)

望まし く
な　　い �-

�1(25.0)�3(23.1)�4(20.0)�2(16.8)��- �1(
 7.2)�IK（12.8 ）

T　　;4 ��4 �13 �20 �12 ��19 �14 �86(100.0）

着化にあたって十分に活かしきっているとは云えないことを示している。

いわゆる大課制，つま'-1 課・係の統廃合に関しては,  替成者が23％，反対者

が31.8％であ'0 . 性別を除いて;i, 有意な.乱ま腿られない（表I0～12）。 改正

表10　 課・係の統唾合×性別

犬
� 男 � 女 �T

持　　　 戎 �12 （25.0 ）�9  （21.9) �21 （23.0 ）

どちらともいえない �14 （29.2 ）�27 ^'62.7）�41 （46 、2）

叉　　　 対 �22 （45.8 ）�7  (15.4 ）�29 （31.8 ）

T �48 �41 �91 （lOO.O)

，r　n　　2　1  n TOO　D ．’ (YICdf = 2，x^  = 10.733　P <. 005

表II　iS ・係の統廃合の吋否X 年令別

卜
�10

 ft �20   ft �30   ft �40  代 �50 代 �T

鰻　　成 �- �10(28.6)�5(16.6) �6(28.6) �- �21（23.0

どちらとも
いえこい �1(50.0)�17(48.5)�13(43.4)�7(33.3) �3(100.0)�41

（45.1 ）

叉　　 討 �l(50.C)�8(22.9) �12(40.0)�8(38.1) �- �29（31.8 ）

T　 卜 ��35 �30 �21 �3 �91(100.0)

・でCO

→
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表12
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課・係の統廃合の賛否×職制

卜
�
課　長 �

課　長

楠　佐 �
係　長 �

ま ■a-

技　 菊 �j
な総　（s　Bl�用 嗜昌 �T

隨　　成 �1(25.0)�1(25.0)�2(15.4)�7(33.3)�2(15.4)' 4(21.0) �4(28.6)�21( 23.8）

どちらとも

いえない �1(25.0)�2(50.0)�2(15.4)�6(28.6)�7(53,8)
 14(73.6) �9(64.2)�41（46.7 ）

厦　 対 �2(50.0)�1(25.0)�9(69.2)�8(38.1)�4(30.8)'  K(5.2) �1（7.2 ）�26（29.5 ）

T �4 �4 �13 �21 �13　　叩 �14 �88(100.0)

前と比鮫すると, 賛成者が減少し,   rどちらとじ えヽない」が増加している。

以上のことから，改置の前後でそれほど大きり変化があったとは云えG い。

もし何らかの変化があるとすればrat  f"での行動のどの閲域ににられるのであ

ろうか。それを明確にするために，組織行勁のどのレベルで具体的に変化した

と，職員が認知しているかを 検討しよう。「改正汝実務や意識面で変ってきた
」

と感じている職員は26.4 ％で，変ったと思っていない者と同数である。約半数

の職員は「どちらともいえない」と思っている。変化ありと認知している者は

男子職員,   40～50 代，課長・係長，用務員等に多く ，主事・技師および保母

に少いが，性，年令. 職制の別で有意な差はない（表13 －16）。　 実務・意識

而での変化ありと認知している者の84.396 は，改正に満足し，変化なしと感じ。

表13　 実務・意識面での変化×性別

犬
� 男 � 女 �T

変化あり �19 （39.6) �5  （1 1.6）�24 (   26.4）

どちらともいえない �18 （37.5 ）�25 (58.2) �43 (   47.2）

変化なし �11 （22.9 ）�13 （30.2 ）�24 （26.4 ）

T　　　　　 ・ �48 �43 �91 （100.0)

表14　 実 務・意識面 での変 化×年 令別

犬 �10　代 �20　代 �30　代 �40   ft I 50   ft��T

変化あり �- �7(20.0)�6(20.0)�9(42.8)�2(66.6)�24（26.4 ）

どちらとも
いえない �2(100.0)�18(41.4)�14(66.7)�8(38.1)�1(33.4)�43

（47.2 ）

変 化 な し �- �10(28.6)�4(13.3)∩C19.1)��- �24（26,4 ）

X　　7　　 い　　　35　　　30　　　 隔 �����3 �91（100.0")

-
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表15　 実 嗜・意廠面での変化x 轍制別

卜`
�,.t　

長 �M　 輿
哺　佐 �

係　長 �主'
μ・

技　 師 �
ぢ卜哺
技師 哺 �ぼ　

け �■ii j? a
耳 �T

変化あり �4(100、O)�1(25.0)�5(38,4)�2（9.5 ）�4(30.8)�2(10.5)1 5(35.7) ��訊26.1)

どららとも

いえ ない �- �2(50.0
）�5(38.4)�10(47.7)�7(538) �11(57.9); 8(57.2)|43(48.9'i

引 ヒなし
�-

�1(25.0)�3(23.2)�9(42.8)�2(15.4)�6(31.6)�1( 7.1)�22(25.0)

T �4 �4 �13 �21 �13 �19 �14 �88(100 0`

表16　 実 挽 ・ 心 廠 のlicit × 改ii-:の■Aiil'Ji

悦 赳
�
満　足 �どちらと

も
い えない �

不 満 足 �T

変 化 あ り �20 (84:3) �3 02.5) �1  （4.2 ）�24

どちらともいえない �7（16.4 ）�30 （69.7) �6（13.9) �43

変ft な し �3（12.5 ）�7  (29.2) �14 （58.3）�24

T �30(33.0) �40 (43.9) �21 (23.1) �9川00.0)

df ＝4,    x2＝56.48　P ＜.001

表IT　 実 傍・意識の変化×複 数川当制

大 赳
�
望ましい �どちら

とも

い えない �

望ましく
な　　い �T

変 化 あ り �18 (75.0) �4（16.6） �2  （8.4 ） �24

どちらともいえない �11 (26.8）�28(68.2） �2  （5.0) �41

変 化 な し �10(41.6) �6  （25.0） �8  (33.4) �24

T �39 (43.8) �38 (42.6) �12（13.6） �89(100.0)

df ＝4,    x2=28.615　　P ＜．001

てい る 者 の58.3 ％ は 改 正 に 満 足 し て い な い （ 表16) 。 改 正 の 主 旨 で あ る 複 数 迎

当 制 に はlb ％ が 賛 成 し て い る （ 表lD 。 変 化 の 有 無 で 有 意y;  察が み ら れ る の は

「 係 間 の 力 べ が と れ 課 内 の 応 援 体 制 が ス ム ー ズ に な っ た 」 「 迎 当 意 識 ， ナ ワ バ

リ意 識 の 減 少 に 役 立 っ て い る 」 「 課 ・ 係 の 職 務 分 担 の 明 確 化 」 「 閔 係 課 ・ 係,問

の 連 絡 が ス ム ー ズ に な った 」 お よ び 「 課 間 の 横 の 連 絡 」 と 「 理 事 者 の 連 部 」 で

あ る（ 表18  ～22 ）。 ま た ， 企 画 担 当 部 門 と 実 施 担 当 部 門 間 の 職 奮 阪 田 の 明Si 七 ニ

■ri丞姓;・!吋汽のPT 河flヒ に も 苓-カ<り。ら7-t フニ。 こ れ ふ 心 萌f 芹分 ヂI? に 刀・力ヽ 心 る祐/ 隻/: 心-a;
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表18　 実務・意識の変化×係間の 力べの減 少

二端≒
�

減　　 少 �
どちらとも

いえ ない �
減少しない �T

変　化　あ　り �19(79.1) �5(20.9)
�-

�24

どちらともいえない �3（7.0 ） �36(83.7) �4（9.3 ） �43

変　化　な　し �1 （4.2 ） �4（16.7） �19(79.1) �24

T �23 (25.3） �45 （49.4 ）�23(25.3) �91(100.0)

df ＝4 X2 － 69.13 Pく.001

表19　 実侈・,ほ識の変 化× ナワバ リ意廠

ミ
�

減　　 少 �どち
らとも

い えない �
減少しない �T

変　化　あ　り �16(66.6) �8(33.4) �- �24

どちらともいえない �4（9.3) �36(83.7) �3  ( 7.0） �43

変　化　な　し �1 （4.2) �6(25 、0)�17（70.8) �24

T �21 （23.1) �50(56.9) �20（22.0) �91(100.0)

df ＝4.　X?  = 72. 87　　P＜.佃1

表20　 実務・意識の変 化×課・係の職務分但

プド 、
�
明　　確 �どちらとも

いえ ない �
明確でない �T

変　化　あ　り �21 （87.5） �- �3  (12.5） �24

どちらともいえない �24(55.8) �12(27.9) �7(16.3) �43

変　化　な　し �9(37.5) �4(16.7) �II (45.8) �24

T �54(59.3） �16（17.7 ） �21 （23.0) �91(100,0)

df ＝4 x2 ＝23.612 P＜.001

化を除いて，他の領域では有意な変化は見られなかった。

次に，改正の前後でどんな変化か見られるだろうか。全体としては, それほ

ど大きな変化は見られないが，若干の変容徴候を察知することができる(表23)。

とりわけ顕西なそれは，山構造制度のQ 7. 9,   11.   12,   14，30. ・2)過程・関係

自治体におけ る行政課題の変 化と行政組織の 革

表2I　 実務・ 意識の 変化×課間の 連絡

ま京こ
�
良　　 い �ど ちらとも

いえない �
悪　　 い �T

変　化　あ　り �7 （30.4 ） �5  （21,8) �11  （47.8 ）�23

どちらともいえない �13 （30.3 ） �18（41.8 ）�12  （27.9 ） �43

変　化　な　し �2 （8.6 ） �1  （4.5) �20  (86.9 ）�23

T �22 （24.9 ） �24  (26,9) �43  （48.2 ）�89(100.0)

df ＝4 xら22.159　　P ＜.001

表22　 実務 ・re識の変化×関係 各ds ・係川の連絡

①宍
�

良　　 い �ど ちらとも
いえ ない �

悪　　 い �T

変　化　あ　り �13 （54.1 ） �3  （12.  5) �8 （33.4 ）�24

どちらともいえない �10 (22.8 ） �25  （59.5) �7  (38.7 ） �42

変　化　な　し �4（16.7 ） �9 （37.5 ） �11  （45.8 ）�24

T �27 （30.0 ） �37（41.1 ） �26  (28.9 ）�90(100.0)

df ＝4,　x2 ＝19.146　　P く.001

表23　 組織行動の 改正前後比較

35

�改　正　後 ��改正前後の

平 均値の差 �t
検 定

�M �SD

7. 企 画課と 実施課の 職務 権限の明 確9.

専門知識・ 能力を 生か す11.

関係S-課間の連絡12.

仕事 の結果 の評価の仕方 の明 確14.

人事配置・ 異動のと きの 基準の明確30.

仕事の進行状況をチ ェックす る方式 �3.743.854.073.913.174.07�.

 417.

 206.

 626.

 619.

 103.

 314 �.95.55.50.

 77.89.88

1. 課閣の横の連絡16.

    f±事上の決定が理事 者に 集中17.

企 画課と実施課の事務連絡22.

一般職員の意思の課 長会議への反映48.

仕事上の上司によ る決定(C 満足 �3.58　.

 6223.81　.

 2073.85　.

 6273.87 j

518

4.40　.  518

�
�《

23. 気持の通じ 合いと一体感 �4.35 �. 622 �-. 52　 χ　　　1

： ゛つCO

→
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のQ 1, 16，17, 22，48，(3)文(b 。'Si上のQ23 である。共通しているのは.  課
・

係および個人の職筋分担の明確化にかかわる沼域の変叱であり. 機構・制度と

いう形の整備に関連するものが土である
。しかも，文化・風土の変化はみられ

す，逆に「気持の通じ合いと一体3 」ではマイナスになっていて，改正汝の組

織風上の一端をかい間みる思いがする
（しかし, c のような風七は村反交昌と

ち密接に関辿しているものと,巴われる）。

以上のことから，今回の改正は職務分担上の制度的整備に関連する領域で，

多少の変化がみられるが. 職務行動・態度，組織風上のレベルまでは麦化が及

びにくかったことを示している。

(3） 改革後の職員意識

全体としてみた場合に（表24～28を参照）,随隋制度面では. 「事務分担・仕

事の内容は明確」であるが，「人事配置心異動の硯準」が不明確であり ，「各

課titの仕事厦がアンバランスである
」と昆ている。過程・関係面では，「あら

かじめ関係担当と協議しj r 上司は細部のことを
任かせる」ので，「仕事配分

は自分の創意工夫で判断して」いる。また「上司に
正しい情報が伝えられて」

おり, 「問題を持ちこんだ時 ，上司は砧隔的に応ずる
」。「問題解決のためのア

イデアや意見がとりあげ」られ, 同士'刄こ関r る決定
」や「課・係の運営に参

り【】」している。その反面. 相変らず「理事者間の意思疎通
」や「課間の連絡」は

良くなく，「課長会議の内容は部ドに知らされ」ていない。
文化・風土面では,「事

務知識を高め」「積極的に仕事に取り組む雰囲気
」があり，「同僚は助け合い」，

「自分の愚 兇を卒直に述べ」丿 上司とち気軽it:話し合う
」ことができる。職場

は「生き生きと活気に満ちている」と感 」゙ている。
他方で:i. 「仕事をー生け

ん命にやった者が昇進する」とはかぎらず，「誄意
識・担当意識・ナワバリ意

轟がある」と見ている。また「公務員とU て仕事
に誇りをもち」「担当の仕事

は役場全体の中で収要な役割を果して」is り, 「自
分の仕事iCやりがい」を感

じてい る。

性別での明白な有意差は，Q  5 と32に芝られる。（理事者や管理者の:か針や

計画が公式な場や明確にルートを通じて，はっき'0と課,
担当に伝えられる」

のは呪辻噺であら淑二度の噺に;it r あまりよく仁えられていない
」また「課腿会議
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・　9　 ご 否ir に^　 弐　g　 七 ・-■"' £　 て　j　 し　 夕　 二3　e
戦　Up　 卒 ￥ － ？ Ξ こ 笹 こ 紅1  タ み　 卒 二 コ 借 弐　 鄭　 寺　 ― べ^

可　 書 ぷ ふin  や く二屈=   ぞi 二 ・ 廿　ir  i? イ^ 七　 呉　 士　 七 々

詞　4　 必　　　　 必　V ―　 ロ
、　 二　r 。ヽ　r　4　 こ3　 ゼ　 必　d　j

－　 －　　s　s　N　N　N　M



表25　 糾織の過程・関係ic関する態皮
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の内容が部ドiCf云えられていない」となttは思 っている。この2IL1Iについては

改革前も同じ不満を泡いており，依然として不変のままであることを示唆して

いる。その他，男性は,「人員配置や異動のときの灰準が明確ではない」「各課

ごとの仕j がアンバランスである」「仕 事をー生けん命や った者が界進する」

とはかぎらないが「上司と気軽に話し合い」「上司に正しい情報が伝えられ」

「困 って問題を持ち込んだり ，上司は相談に のって」くれ。「細部のことは任

かせて」くれると思 っている。また「下務分担・仕事内容が明確」で，「課・

係の運営に参卯してj おり，「同僚は互いに助け合ってい る」という意識か鳥

い。「f貝>'jの仕・ITは役場全体において肌要な役割を果たし」「やりがいをもっ

て」「ii-.ruこ晴陥的に収組む雰囲気がある」とち感じている。これに対し，女

性は,「木当の責任者として行動するためには，もっとより上位に界進する必要

があり」「人員配置 ■異動のときの簾準が不mm 」と常々痛感している。

年令別では, Q 7 、14.   16 －2 ・3,  22. 43.  66. 81 等で有意差が見出される。

「企画調整担当どμ業実施課との職務権限かはっきりしない」と思っているの

は,  lO代を除く他の年令層にほぼ共通している。しかしこれを改盾前後で比較

すると ，全附代において少しではあ るがF は っきりして」きている。30代と50

代は，「人事異動や配置のときの慕準が明確ではない」と批判的である。またF

仕丿上の実際の決定はどの階層に集中しているか」という問いに対し,  10代

と40 代は理事者や課長より「係長」に集中していると思 っている。この係長集

中説は. 20 代, 30代層によっても同様肯定されている。とりわけ50 代は「課長

は全く決定していない」という意見を持っている。　　　　　　　　。

「課内の一般職員の意思の課長会議への反映 」は.  10代が「反映されている」

と肯定的で ，次いで50 代, 40 代と続く。 20代，30代はむしろ否定的である。 10

代と50代は，「成果を十分検討分折し，次の仕事に反映させる」雰囲気がある

と認知している。「村民の代表として，すべては住民のために 」と思って仕事

をしている職員は. 40 代，50代に多い。この50 代層は，常に,「能力主義的な考

え方の郵入j に積極的賛成であるが，若い10 ～20 ftほど消極的になっている。

またこの50代は，改乖曳,  r専門的知識や能力が，人員配置のとき生かされる」

ようになったと思 っている=   r仕事の結果の評価の仕方 がmm になっていない」

地 方 自 冶 体 に お け る 行 政 課 題 の 変 化 と 行 政 組 織 の 変 革-
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という意見が, 50代と30代で増えている。

この他.  lO代の高得点は，「同一仕事が数課に またがることによる関係各課

（但当）間の連絡 」「職目相互の理解と信頼」「上F の信頼と理解」「上司に

正しい情報が伝えられている」「上司は仕事上必要なことを伝える」「方針設

定，計画立案時に，上司は部下の意見を求める」「■ つて問題を持込んだ時，

上司は積極的に相談に応ず」「同僚は互いに助け合う」「上司と気軽に話し合

う」「自分の仕事にやりがいをもつ」等の点て特徴的である。逆に, 低得点で

は，「自分がすべての責任者」「村長の人間性, 方針，政治思想をよくしる」

「部店内の会合，行事への出席」等が目立つ。

20代では. 「事務分担・仕’秤内容が明確」で，「上司と気軽に話し合い」「上

司は細部のことは任かせ」「問題解決のための意見や アイデアをとりあげ」「同

僚は助け合い」「自分の仕事にやりがいをもっている」が，「課間の横の連絡

は不十分」「 部落内の会合・行事に出席せず」「仕事を一生懸命やった人が必

ずしも昇進するとは思っていない」ようである。

30 ftでは，「事務分担・仕事内容が明確」で，「上司と気軽に話し合い」「自

分の意見が述べられ」「自分の仕事にやりかいをもっている」か，「専門的知

識・能力を生かす人事配置がなされず」「仕事量かアンバランスで」「理事者

間の意見疎通か充分で なく」「課長会議の内容が知らされず」「仕事を一生懸

命した人が必ずしも昇進していない 」とIS 識している。

40代では，「事務分担・仕事内容が明確」で，「仕事配分は自分の判断で創

意工夫し」「事務知識を高め」「上司と気軽に話し合い」「生 き生きとした」

「助け合う」雰囲気かおり，「自分の課（但当）の運営に参加している」と感

じ，「自分の仕事にやりかいを持ち」「担当の仕事は役場全体において重要な

役割を果たしている」と思っている。また30代と同様に，「各課の仕事量がア

ンバランス」で「一生懸命やった人が必ずしも昇進していない」と見ている。50

代の高得点は全般にわたっているが ，「事務分担・仕事内容の明確」。「専

門的知識・能力を生かす人事配置」「あらかじめ関係担当と協議」「細部のこ

とは任かせる」「上司に正しい情報が伝えられる」「困って問題を持込んだと

き，上司は積極的に相談に応ず」「問題解決のため意見やアイデアを取りあげ

るj 「事務四知IS  ■技能を高めよう六する雰回気j 「仕・拝に渚極的取仙か雰回

n
i
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気 」 「 課 の 運 営 に 参 加」 「 同 僚は 互い に 助 け 合 う 」 「自 分 が す べて の 責 任 者 」

「 自 分の 仕 事に やり がい 」， およ び 「 各 課 ご と の 仕 事 量 の ア ン バ ラ ン ス 」 「 企

画 課 と 実 施 課 と の 事 務 連 絡 不 十 分 」 「課 ・但 当 意 識 ， ナワバ リ意 識 が あ る 」 等

の 点で き わ 立 ってい る。

職 制 別で は ，05 －1,    7,    11.12 ，14.     16 －l， 17.    46.　51.  53.   26.   66.69

で 有。心差 が 見ら れ た。 課 長で は「 即 事 者か ら 方 針 ・ 計 画の 公式 的 伝m が なさ

れ 」 「 関 係課 ・ 係間 の 連 絡 」 もよ く ，「 仕 」の 結果 の評fl の 仕 方 」 や 「 人a 配

置 ・異 動 の と きの 基 準 」 か 明 確 で ， 「上 司はf±事の 成 果に つ い て ほ め ム　 「 吋

民 の 代 表 と し て 仕・卜 を し 」 「 但当 の 仕 事 は役 場 全 体で 役立 って い る 」 が ，他 方

で は 「ft丿 上 の 実際 の 決定 は 理 事 者 に 災中 し て 」お ら ず ，「企 画 課 と 実 施 課の

職 傍 朧限 が 不mm  I か つ 「fp 務 連 絡 が 不十 分で 」 「上 司 の 主 管 業 務に 関 す る知

識 不 足 が 仕j に 支 障 を きた さ ず 」 「 意 見が ち が う時 ，上 司 は 自 分 の 意 見を 押 し

つけ ない し 」 「課 意識 ・担 当 意 識 ， ナ ワバ リ意 識は 強 く な い 」 と 思 って い る 。

課 長補 佐 で は ，「理 事 者 か ら の 公式 的 伝 達 が あ り 」 「企 画 課 と 実施 課 の 職 務

権 限 が 明 確 」か つ 「事 務 連 絡 が な さ れ て 」い る が ，「 同 一 の 仕 事 が数 課 に また

が る 関 係 部門 間 の 連 絡 」は 良 く ない 。 ま た 「人 員 配 置 ・異動 の と きの 基 準 は 明

確で 」「 上 司 は 仕事 の 成 果 に つ い て ほめ 」 「 村 民 の 代 表 と して 仕 事を し 」 「役

場 全 体 の 中で 役 立 ってい る 」と 実 感 し て い る。

係 長は 課 長が 肯 定的 で あ る の に 対 し て ，い づ れ の 項 目 に つ い て も否 定 的 傾向

を 強 めて い る。 「 理 事 者 か ら の 公式 的 伝 達 」 「 企 画 課 と 実 施課 の職 務 吸限 」 と

「 事 務連 絡 」「 関係 部 門 間 の 連絡 」「 仕 事 の 結 果 の 評弓 の 仕 方 」「 人 員 配 置 ・

異動 の と きの 基準 」 「仕 事 の 成 果 」 「理 事 者 へ の 集 中 」で ， 他 の 職 制 よ り 低(i

点を 示 して い る。 改 革 の 契 機や 結 果 ， 組 織 内で の 立 場 等を 考慮 して 検討 す る必

要が あ ろ う。

主 事 ・ 技師 で は ，「 決定 は 理 事 者 に 集中 し て お り 」 「 意 見が ち が う時 ， 上 司

は 自 分の 意 見を 押 しつ け 」 「但 当 の 仕 事が 役 場 全 体 のdコで 役 立 って はい な い 」。

また 「 人員配 置 ・異 動 の と き のm 準 が 不 明 確 で 」 「課 ・但 当 ・ ナ ワ バII 意 識 が

あ るj と 見てい る。 主 事 補 ・技m 補 で は 「企 画 課 と実 施課 の 職 務fS 限 」 と 「仕

県 の 結 果のmm の 仕 方j  か 明 確 でF 上司 は 仕 事 乃吸 果 を ほ め る 」か. 「 上 司 は

ヾゝ',V  lj^-. 〃 り.  心 やw ＼ _ 一一〕1/-+ 1　V ・^琴-  t≪ ・i'、̂ 一-,-     つ ・ヾ ・I    *≫   －^, ・s ら:-:, r  卜f  び）fや ら ヒ ’＿乙
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仕事をし」かつ「担当の仕事が役弔全体の中で役立っている」という意識が薄い。

保母では，「仕」の結果の評価の仕方」と「人員配置・異動のときの基準」が

不明確で，「理事者の方針・計画の公式的伝達がほとんどなく」「上司の主管

業務に関する知識不足か仕事に支障を きたしている」。

以上の他に ，主な傾向を指摘しておこう。共通の傾向としては，保ほ，用勝

昌等を除く他の職制が「＆課の仕事iltがアンバランス」と思い ，課長を除く他

の職制が「仕」を一生懸命やった者が昇進する」とは腿ていない。課長li「各

課・係の職務分但の明m 化」「・μ務分但・仕’μ内容の明6ift」「管理者からの

公式的伝達」「上司に正しい情報が伝えられる」「fi-‘罫の進行状況，成果の報

告」「困 って問題を持込んだ叫. 上司は砧極的に削読」「PJ]題解決のため意見

やアイデアを取りあげる」「自分の意見を卒直に述べられる」「上司と気軽に

話し合う」「同僚は助け合う」「生き生きと活気に満ちている」「上司による

信頼」「仕事に関する決定の場に参加」「課（係) の運宮に参㈲」［仕m に晴

極的に取りくむ雰囲気］「村長の人間性，方針，政治思想をよく知る」「公務

員として仕事に誇りと自信」「自分の仕事にやりがい」「仕事の将来，生活の

安定」で高得点を ，「仕事の進行状況を チェックする方式」「仕事上の実際の

決定が理事者・課長に集中」「理事者間の意思疎通」で低得点を示している。

課長補佐は「課の運宮 に参加」し，「生き生きと活気に満ちた雰囲気」の中

で「自分がすべての責任者として」「公務員として」「自分の仕事にやりがい」

を もち，「仕事の将来・生活の安定」を感じているが，「分但する仕事の肯43.

と能力が見合わず」「部落内の会合に出席せず」「住民サービスが過剰」と見

ている。係長は「課（係）の運営」や「仕事に関する決定酒場」にmm し,「上

司は細部のことを任かせ」「仕事の進行状況，成果を報告刹「上司と気軽に話

し合い」「自分の意見を卒直に述べ」「自分がすべての貴任者として」「仕事

にほ極的に収組んでいる」が，「専門的知識・能力を生かす人事配置」「課間

の噛の連絡」「理嘔者間の意思疎通」を否定的にとらえている。

主事・技師は「 上司から司部のことを 任せられ 」「仕事配分は自分の判断

で創意工夫し」「同僚は助けきって」いる。主事補 ■技師補は「自分の。砿是を

卒亘に述べられる雰囲気」の中で.   rあらかじめ関匡担当」沼議しJ　F 上司は
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け嘔上指導すべきことをきびしく指摘・育成し」「困って問題を持込んだ時，

上司は債極的に相談」にのってくれ，「ffp のポイントを指摘して」くれ，「自

分の仕事にやりがい 」を感じているが，「課間の横の連絡」に問題を感じ,「自

分がすべての責任者」と思わず，「部落内の会a に も出席しない」。保けは「仕

事配分は自分の判断で創意工夫し」「課・係の運営に参㈲し」「同僚を助け合

い」「生き生きと活気に満ちて」「 新しいアイデT  ,改片，fill造的雰囲気」で ，

「自分のf±・]Iにやりかい」を持っているが ，「課闘の横の辿絡」「理頃者間の

意思疎通」に問題を感じ，「課長会議の内容が部ドに知らされて」いないとし

ている。川務a 等は「事務分担・仕・μ内吝かm 確」で「同傑が助け たい」「自

分のiiフμにやりがい」を持 っているが，「課長に(i-'μJ-.の決定が集中して」お

らず，「課長会議の内容が部下に知らされて」いないと感じている。

(4) 今後の方向

改正後の組織行動を評価的に分析してきたが，弥彦村職員は今後，どのよう

な方向に進もうと意図しているのであろうか（裏29）。

「多少忙しくてもやりがいのある仕事をした方がよい」という意見は，職目

全体の約5 ％を占める。これは特に男子職員に，年令別では3O代に. 職制別で

は課長・課長補佐. 係長と用務員等に多く見られる。「今後は適材適所の人事

管理をすべきだ」と希望している職員は, 88 ％で，特に男子（91.7 ％）,   10代，30

代に多い。職制別では，課長, 課長補佐，係長，主事補・技師補の全員が肯

定している。根強い期待か感じられる。ところが，「能力主義的考え方の導入」

を望んでいるのは65.2 ％と ，前者より大巾に少ない。特に，主事・技師と主事

補・技師補クラス犯賛成者が少ない。「どちらともいえない」が増加しており，

能力主義をどのように理解し具体化すべきかについて，まだ意見か十分に交換

されていないことを物語 っているようである。

75％の職員か「計画・方針の決定に下位者を参加させ」だ方がよいと思って

いる。持に,   10代と50代，および係長クラスに賛同者が多い。　これに反して，40

代，課長補佐，用務員等の約半数しか希望しておらず，「どちらともいえな

いi   か他より多い。ますこ.   r紬かいことの決定はできるだけ任かせるに とを
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希望している職員は約62 ％で.   男f-50代, 課反・係長に多く見られる。これに

反して, 20 代, 主事補・技師補クラスでは賛成者が半数にも満たず，「どちら

とちいえない」が約40％を占めている。

さらに今回の組織改正後. 実務・意識而で変化ありと答えた全職目が「やり

がいのある仕事」「適材適所の人事管理」，「計画・方針の決定に下位者を参加

させる」ことを期待し ている。

I'i hのことから，大多数の職□はやりがいのある付ゴfをすることを望んでは

いろカ>,  適材適所の人事管塔!という管理方式以外に，どうすればキャリア・デ

ィ` a ・・ プメント, ぢOn等, やりかいを感ずるけ ’トシステムを作りうるか，ま

だ川 確には認知してーいないのが現状のようである。　とはいえ.   機構・制町な

どの形の整備が一応結着し，やや安定の気配も感じられるが，その内実を豊か

にする方向に関心を持ち続けている職員がいることは事実であると思われる。

さらiC, 改革のもたらした組織行動の変化という現実を，改革の意図・動賎

の基軸から検討し，今回のOD アクション・リサーチの意義と限界を明らかに

したい。

2　 改 革 意 図 ・ 動 機 の 達 成

弥 彦 村の 行 政 改 革 は 一 体い か な る目 的 を 達 成 し ，そ の 成 果 は どの よ う に 評 価

さ れ るで あ ろ うかo     こ こ で,   4 つ の 組 織機 構 改 革図 の 経 過を 比 較 検 討し な がら ，

そ の 持徴 を 浮 彫 り にし てい こ う。 村 長 部局 の 機 構 数の 変 化 を 示 す る, 以 下の 通

り で あ る。

ID 改 革 前の 機 構(52.  4. 1) ，8 課13 係( 中 ・p. 4 参 照)

(2) 検討 委 員 会 案(52.  7. 13),    4 課l4 係( 上 ・図6 ，p.  11参 照)

{3 □ ヶ 年 計画 案(53.　),  7 課1 室15 担 当( 中 ・ 表9,  p.36 参 照)

即 改 蔵 後の 新 機 構(53.  4. 1).    7 課2 室18 但 当( 中 ・ 表10 ，p.  39 参 照)

こ れ らの 変 遷の 相違 点 を 以 下. (1)と(2),   12)と(3),   (3)と(4)お よ び出 と(4)を 中 心

に 考 察 す る。

まず.   (l)i(2口こおい て, 陸討 委 員 会 の 報告 書 は 極め て 大 胆 な簡 素 合理 化 案で

あ:つ. そc）晴 極的 意 欲 に 驚 か さ れ る。 大 課 制を 採 用 し, m 数を 半減 す ると い う
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原案である。4  ISの内わけは次のようであった。

イ)    総務課一 人j および財務の掌t屋が容易となり，即決即断が図られる。

㈲　 住民税政課一 課を訪れれば住民が全部窓口事務手続きを終えることが

でき. 役場の都合で住民をタライ回しにすることがないようになる。

レヽ )   振興課一 村の事業部門を一元化した横の連絡がスムースとなり，事業

の＼足進が期待できる。特に事業の実施設計登記!fiiの諦。災務が一連化により

円滑となる。

（ニ）m. 輪観光課一 他町村に見られない特殊事業をもつなど共通点があり，

連係体制から効率的な運用が図られる。

県内顛似町村の中にも，かなりこれに近いケースがある。例えば, 津川町の

総務=31.民生課, 事業課の3  15!制，鹿瀬町，三川村，三島町の5 課制なども少

ない。したがって，弥彦村でも長の決断次第では，その半減化も決して不可能

なことではなかった。 しかし新機構を見ると分るようiC, 結果的には1  課誠に

とどまっている。 またこの他の改善策として,  !1)決裁m の委譲. (2｝職員の昇進

試験制度の採用，（3）わたり制度の実施，(4)職員の各出先機関への登用等も提起

されてい るか，いずれもその後具体的には実施されていない。

同様，報告書は先述の4 課誠に伴う課長の処遇問題に対し，「職務給のたて

まえからいえば，降恪を生ず る`ことも止むを得ないが, これらの処遇について

は長の判断にゆだねる」とだけ答申している。 つまり村長にゲタを預け，責任を

忌避している。本来，委員会の役割とは. 改革の大課制移行に伴うプラス・マ

イナス効果を予測し.  混乱の原因と解決策を明示するのか主たる責務であろう。

もちろん，降格人事にどう対処するか，その十分な検討結果を踏まえ，一つの

方向性や幾つかの選択基準を提示すべきであ った。これを「長の判断にゆだね

る」のでは，長としても職員の意向を見定めきれず，躊躇するのもまた仕方な

いことであろう。つまりこうした報告内容を見るかぎりでは，検討委員会とし

ての充分な責任を果たしていないのではないかと思われる。

こうした責任忌避の傾向は，その他にも見受けられる。新規事業の執務体制

について，報告書は次のように帰結している。「今後予測される下水道事業，

国±調査事業. 農村総合整備モデル事業及び文化会館建設運営事業等の新規事
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業に対処する事務機構について;i. 現在のところ見通しについて不明であり，

本委員会では持別検討は加えなかった。」と。＜将来の見通し＞を検討しない報

告書では，一体何のための委員会であったのか。そもそもの改革動機がこの4

つの新規事業への対処であ ったことは周知の通りである。少なくとも長の判断

材料として幾つかのパターンを明示すべきであった。委員会と。ての最小限の

役割期待行動もそetc 求められでいた。したがって，どんなに「全職員が理事

者の気持となって責任ある行動を望むところである」と結んでいても. me 理

事者の気持や立場に立ってい ないのではないかと批判されよう。さすがにこれ

を受理した長が，この案に対し，二の足を踏み，不安を抱き, 慎重に翌年まで

触れず，未提出のをまであったことも頷けよう。

こうした経過途中において，われわれ外部oD リサーチャーか11月から参加

する。そして「三ヶ年計画」案の提示により，いよいよ具体的現実的草案作り

に着手せざるを得ないことになった。（2)と(3)の比較において分るように，われ

われは大課制案を棄却し，小課制のまま課内流動体制に切替えるため，係制廃

止‐ 但当制導入案を企図した。これは一連の調査結果から，大課制反対の意見

か根強いことを察知したためである。むしろ― ランク下げて，係クラスでの柔

軟な動態化を図ろうとした。加えて大課制にしても現在の係間のナワバリ意識

か障害となって磯能しにくいのではないかという判断も働いた。

また(3)と（41を比較すると，計画案の目玉であった企画室新設は見送られてい

る。この企画室は，現実的問題を充分考慮した上で，「新規事業を効率的に消

化したり，企画係と他課との調整欠如を矯正するために」ぜひ設置すべきであ

ると強調していたものである。しかし結局，企画財政課の企画係. 財政係を全

廃し，これを総務課に統合させただけである。むしろ，事業終r とともに短期

間で廃止できるからという理由で，文 化会館準備室と下水道建設室の2 室が設

けられてしまった。

計画案から採用された内容では，係制廃止と担当・分担制の導入がある。こ

れは職員を課に直属させ，係意識を超えて配置転換や兼務兼任制を行ないやす

くし，かつ「職務拡大」「職務充実」による組織活性をねらったものである。

この施策は今日でもなお有効に機能している。しかし全体的に見て,    3ヶ年計

‘ ゛⊃
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画のうち，初年度案は部分的に取り入れられているものの，その後の実施は殆

んど進んでいない。 53年度を第一次機構改革とすれば，当然持続して行なうべ

きである。54年の村長交替という事件があったにせよ，計画倒れになりやすい

お役所仕事の一面を垣間見る思いであった。

さら(C,   (1)と(41の改革前・後を比較すると，課レベルではともあれ，係（担

当）数ではかえって増えているという現象である。 ＼3課から18担当の購成にな

っている。この5 但当の増加分は，先述の4 担当ic 加えて住民福祉課に心祉担

当が置かれたためである。総体として，名称変更などによる統廃合の努力の後

は見られるが，それ程の変化はない。むしろ若干の肥大化・複雑化傾向をもた

らしてしまった。

さて，彼らにとってこれらの結果はどう評価されるであろうか。少なくとも

最終決定の段階では，課長・係長全員の合同会議の席上合意に達している。当

初大課制案を支持した人々も, c こでは小課制賛B5clCまわっている。恐らくそ

れ程の絶対的反対に固執した者は少なかったであろう。時流に敏に，大勢順応

してい る姿が窺われる。またもうひとつ, 機構改革は一応達成されたが，併せ

て制度改革や意識改革までは行われていない。また計画案も中断されたままで

ある。こうした状況は，「彼ら職員にとって真の行改課題とはー体何であった

のか」という疑問に突き当たらざるを得ない。こうして様々に思考した末逢着

するのは，生活共同体としての利害を共にする組織集団の「職員自身のための

機構づくり」ではなかったのかということである。

生の職場は様々な利害対立や内部分裂を内臓し,  これを引きずったまま推移

している。あれむこれも抱え込んだ状況の中で，あれかこれかを選択し，自己

の言葉や行動に全重量をかけて説述, 営為できる職員はいない。各々の卑小な

立場や地位に拘泥しながら，日常的生活世界で生きている。つまり, c うした

状態において，どんなに優れた改革理念であれ，それは一時的部分的改革に過

ぎず，総体的長期的改革はなかなかに難しいということである。このことは，

誰よりも職員自身が，改革意図の変遷や一貫性の欠snicついてよく自覚し痛感

している。また現状追認へと走ってしまう習性'こついてもよく熟知しているで

あろう。
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しかし彼らは，新しい変(l:と現状肯定との二重構造に身を引き裂かれながら，

とにかく前に進もうとしてきた。そしてとにもかくにも. 不安定な心的状況を

乗り越え，一応の改革を実施した。　まずこのことは評価されてしかるべきであろ

う。しかし, 変改の達成基嘩は，変革動機の実現度であり，目的の達成度であ

る。この点では明らかに失敗であった。むしろ逆行している。

ところが，結果に対する職員の満足度は頬る高いものがある。これは彼らの

変革体験に由来している。全職目参加体制による貴亜な体験に満足感を持って

いる職目が多い。この観点は極めて嘔要である。(上.
 P-6.参画的社会の視点参m

つまり，ある改革のもつ意義とは，その改革が本来の目的を達成したかどうか

だけではなく，むしろそれがどれだけ継続的改革に対してm 激を与えたかによ

って示されるのではなかろうか。要約すると，改革には二つの意味があり, fl)

目的達成と同時IC(2)主体形成に成功し得たかどうかか問われているのである。

目的は達成したが，職員か疲弊し，挫折と失望感に陥っていれば，その効果

はあまりないといえる。何故なら，変革は終ることのない営みであり，日常の

職場において絶えざる変革に取組んでいかねばならないからである。生きてい

る一人ひとりの職員か常に制度を作り，支えかつ改めているのだ。それ故。変

革の所産としての自己体験が，自信と誇りと意欲とに結びつくような在り方こ

そ最も望ましい。一回限りの変革で期待も意欲も喪失してしまう在り方こそ本

当の失敗である。なぜ変えねばならないかを適時考えうる職員を養成すること，

またこうした職員によって適時，健康な組織に創り変えていくことこそ, 改革

の究極的目的である。こういう観点からみると，弥彦村は前者において失 敗し，

後者において少なからずの自負を獲得したものといえる。
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vn　弥彦村行政組織改革の意義と課題

1　 方法論上の課題

弥彦アクション・リサーチの1 サイクルを終えた段階で，計画的変 革の方法

論としてのOD を評価することは難しいし， また適当 とち思 わない。　しかし

ながら. 検討すべきと思われる課題を現時点で整理しておくことは，今後のODm

開ひいては計画的組織変原論構築ICとって有益であろうと思われる。

弟1 のそれは変革過程の解明とその理論化にかかわることである。このこと

はどんな改革方式が誰によって，どんな動機で導入・実施され，かつ現在それ

がどのように浸透・定右しているかについて実証分析することを意味する。変

革過程は改革方式の送択過柁であるとm 釈すれば，意思決定過程と見なすこと

ができよう。現在のところ，集団や組織の意思決定過程の分析について，筆者

は十分な資料をもっていない。したがって，決定過程特に状況の再定義と決定

とに働らいたと思われる諦要因を明らかにするにとどめざるを得ない。

A. 委員会が大課制を採用する過程に働いた要因は何か。

一般に動態化の手法としては，すぐやる課,
    
課・係の廃止，プロジェクトチ

ーム，コーディネーター制度等が行われているが，弥彦村が採用した方法は，

以上の考察からも判る通り，主としては課・係の廃止という観点てあ った。

52年゛1時, 検討委員会が提案した方法は，おおむね大建制に傾いていた。こ

の原案は当該村としてはかなり思い切った試みであった。　しかし，当時の課係

数が多いことは確かであった。同時iC ここから生じる組織病理現象にも苦慮し

ていた。改原案はこれを一窄に半減させ，スッキリした理想的組織像に作り変

えようとした。この実行に際しては，当然強烈な反発や抵抗か予想されたが，

それでもなお検討を服ねた末，大課制案を是としたのである。

沓 付長の改原動機。大課制の長所短所はすでに委員会なりによくtE 握されて

いた。二・三のポイントを附録すると, (イ)類似あるいは関連する部門を一元化

して咄の迪絡がスムースになり, 効率的な運用がはがれる。(可課の統合によりm

務の雙閑に心して職日の応援体制が可能でも工 仕事の均衡化が図れる。{ハ}
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崇拝命令系統が明確となり，仕n の流れが スムースにfxる，等のメリットが挙

げられてい る。これらの利点は，大際で村長の言う改革動磯や目的に比較的近

い ものであった。村長のモチーフのひとつiC, 村長の方針，意思決定‥訟図が

通暗に伝達され，迅速に実行に侈されてい るか，また行政事務が能率的に進め

られ，たえず改淳されているかどうか，という疑義があったことち. すでに指

摘した通りである。

句委員企の現状MJ 識。さら(C，大課制にふみきらせたのは,  委員会が役場の

現状を危ほ的なものと認識していたからに他ならない。明示的には既述の天課

制のメリットと逆の現象が起きているという認識および, 課長職の中にば 無

能なるもの ”がいるという隠された動因が働いていたようである。

ところで, ここのような課係の統廃合による改・?方式は，本村のみならず，

現代行政組織の一般的時代風潮としてあった。 53年，都市センターがまとめた

資料によると，「課・係の廃止」の背景は，「部門主義の弊害の一つであるセ

クショナリズム，職位階層主義を排して人材の有効活用を図ろうとするもので

ある」（註）と分断されている。この「部門主義の欠陥」とは。

①組織全体の利益よりも部門の利益を優先させる。

②他部門に対する情報提供を渋る。

③他部門との分業による利益を受けようとせず，自部門でダブつて仕事をす

る。

等が列挙されている。ちなみに, 統廃合のねらいは，民間企業の場合もほぽ

同様であり，①人材の有効活用，少数桁鋭化, ②部門内のプロジェクト編成に

便利，③スペシャリストの育成，高度化，等の目的をもっている。いわばこの

ような手法によって局面打開を図ろうとする傾向は，今日的常套手段であった。

課係の廃止状況は，自治省調査によると，全部または一部の廃止を含めて全

国3.279 市区町村のうち179  （5.6 ％）が導入しており，都市では，前[11調査の48

年より2 市（3.8 ％）の増加がみられる（表－30を参照）咄。この傾向は，な

お今日も増友］していると思われる。　したがって，本村の大課制への吟行はそれ

(註丿 都市センター編r 新しい 市役所 事愕機構－ 第2 次市役所事務機膚研究委B 哨告,りj

ぎょうせい　83  53.p.  56 －57.

（
一
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表30　 巾町村における課・ 係制雁止の状況

区　　 分 ��合　　 計 �町　　 村 �昌lii 1ア}�:itii"i(48.10.1
）

詔s の局lflィ）�

増　　 減(T)

一（ィ）

巾 区 町 吋 哉'A) ��3,279 �2.613 �666 ‘　　　666 ��-

J

制

廃

止 �

全　部　門(Bl(B>/(A)x

  100 �150.5 �80.3 �71　　　　　101.1 ■　　　　　1.5 ��

△3

△0.4

�一部の部門a

(C)/(A)x 100 �38I.  2 �60.  2 �32 

・　　　　　154.8

・　　　2.3 ��162.

係

俐

廃

山 �

全　 部　円Dl(D)/(A)x 100�391.

 2 �261.0 �13 1　　　　　122.0　　　　　1.8��10.

�一部の部門E)

(E)/(A)x 100 �872.  7 �

□0.

 4 �76 

，　　　5911.4 1　　

8.9 ��172.5

ほど珍しいまた難しい方法ではなかった。問題はその改革への徹底努力いかん

だけが問 われていた。

弥彦村は，この方法を埼玉県宮代町役場の動態的組織（註）と三島郡出雲崎町

の人課制組織の観察から学び取 っている。しかし報告書の結論部分を読むと，

このいずれのヶ－スにも否定的見解を示している。宮代方式に対しては，「特

殊機構による立身出世の諦念／それに起因する仕事への活力の無さ，住民サー

ビス低下及び後追い行政的なところが見受けられた」と，かなり批判的である。

また出雲崎方式に対しても，「巡制導入による現機構は，指揮命令系統の不明

確さ及び前述の特殊事情などにより，本村への採用は好ましくないとの結論に

達した」と記述している。

しかしながら，c うした否定的結論にもかかわらず，本村が出した改革案も

また大課制であった。しかし両者との相違点 等は明らかにされていない。2 つ

のケースがどれはどの必然的影響を 与えていたかは不明であるが，共通の問題

意識があ ったものと思われる。あるいはこれは，他に有効な変革モデルが見出

せ ない という時代背景に起因しているのかもしれない。ともあれ本村は，現

( £E) 詳 し く は 田中・S-riS  r地 方自 冶 体;こお け る 中 間 管 理 蔵 な き 組 織の 試 み 一宮 代 町 役

隔 心‘兆?色χ渦でFlこMbづ ＜>t 心学tf) 考砂沁)    自 冶W 児　52-9.    120－137 頁 を 参恥i。
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機構の問題点を改革する最良の白策として，大課制導入,を決憲したのである。

④　この決意の背汝に.'i,  波ら;二よn ばぺのような理由があ 。た。「県の行

政指呻監介にも指摘されてお石よ うにr3i 数が多い。今筏f 想される沁種下支!,;

増に対し, 職口の増㈲はできるだけ^  
■"*■ , 現有職昌を以ってあてろため少数防

鋭主義をつらぬき，セクショナリズムを排除すべきであるとの意ほが大半であ

った。また現職日体制のほ直しによ卜

を行ない，行政執行の円iflitに創心工夫を礪ずべきであろとの,ぎほも1J うぃ-'バ

これらもろもろの勤隈を!む約するc ，弔二行目以降ノ)叩由うけはいわげ一り

的説明である。しかし,  自冶体のこrしからの間接的な内部予胃や問にj点だけで

はうまく改悟に着手されない坦ごが多い。むしろ外部からの心接的かつ不可避

的インパ クトがなければ改やにまで到らないのが実情である。弥彦村の陽 介，

この直接的 モチーフとして，既述の新喫嘔業への取組みに卸え, 第一行目の県

の行政指導監査があ ったことち圭いした。土からの命に弱いド級自冶体を哨気

づけたのである。

B . 委員会案の執行猶予に働いた要因は阿かっ

52年7 月, 課長・係長合同会議でT 貿さn だ大課制案は，翌年3 月を司ぎて

も動く気配がなかった。その理由は委員会決定の波紋と閔係かあろう。つま;≒

④委員会案が既述のように細部では不‘恥n 点が多々あり,   ⑥吋否両論，アンビ

バレンスと内部の不協和音か目立ち, cpg 事者に消極的態度が昆られた。

c. 実施案を採用する過程に働いた要3 は何か。

R このような事情の中で，われわ札 ま吋長から改殖案の作成を 依頼され，既

述のような基本的視点に立脚し, K  j 発思法, n 問紙法，深M 而接法を使川し

ての調査を開始 した。この一連の調査;こよると, ⑥大課制への賛成・反対・ア

ンビバレンスや不安が職員の中にあり，そのことが大課制決定を弱くさせてし

まっていた。④理事者・管理者・職員が役場の現状を理事者の問題 ，管理者

(特に課長) のリーダ- シップのなさ.   適材適所の人嘔膏理 ，セクショナリズ

ム等の行政組織の病理現象として深刻;こ認識しており,   ちっと抜本的かつ包括

的な組織改革を望んでいることが｀K弓 二明らかにこり, ⑥かれらかどんな股場

組織を望んごいろかが明確になって号';。④職目心巾にぱ.    な謡的IC ゼよ無意
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識的にせよ，改革意識や動m.が多様・多層であることをうかがわせた。調査の

進行と共にはっきりしてきたそれら多雅明関係を示すと，次のようになる。

＜村　長＞　 直接的動機一 新規事業の消化

（s.則的）

＼

内部事務の円滑化

＜委昌会＞　直接的動m.　　新規事業の消化

（A 一B ）　　　

ス

内部澗務の円滑化

間接的助随 一 リーダーシップのない課長の排除

＜職　昌＞

（B →C ）

(m 層的)

直接的勁機

間 接的 勣 隨

(成長動機的

（ エ スケ ープ ・ コ ―トの 発生 ）

内部事務の円冊化ミ

新ap小業の消化

暇
△

管理職のリーダーシップ

適材適所のんV 管理

やりがいのある仕j ・自己の存在感の確認

①以上のような脈略と改原動機の多肌層性の中で，外SCO  D推進者によって

報告溥が作成され，総務課長を通して村長に提示されたo    この報告書に底流し

ている「機構改債のための基本構想」はあくまで（ 内部OD スタッフに抵抗

なく受け入れられながらも, 弥彦の全職員のモチーフや総意を生かしたもので

なければならない。計両の基本を抜草すると,   附)現有定員のままで，新規事

業を実施するには，ナワバリ意識の強いタテ割り機構をできるかぎり改革する

こと。職務拡大の思想と複数担当制，係制廃止の険討。(2 職務分但の不明確さ

を除去するため，課の分掌事務を見直し，併せて職員の分但をはっ,きりさせご

分担された仕事を相互に関連させること。分掌事務の見直し，但当の増減の検

討など。」（中,   p.38）に 沿って作成されている。（註）

より具体的な3 ヶ年計画内容を提示すると, 図一2 のようにまとめられる。

これはOD の視点から診断した問題点に対し。各々の問題解決に向けて3 ヶ年

計痢で実施を想定したものである。⑧c の内部OD スタッフおよび役場が採用

したものは, 53 年cO(2)  （職務の見直しとその効率fb) と（4）m 構改革に着手）,

（註） 基塞礪思の中 にはF 村民の意 見を広く聞き。 呪浹 させ る社会シ ステ ムを つくる

ことj の 一項があった が，生かされな かった。

行政組噫診断

地方 自治味におけ る行政課題の変1 LとfT政組織の変 墨

図 一2　 組織改革3 ヶ年計画の具 体的内容

I皇□l 民 サ ービ ス………1

(2)a  愕の 内容と 分担

(3) コ ミュニケ ーショ
ンと 人liil関係

(4) ほ思決定 と参画{5}a

任権限

レニジベ(6)

組織揖鳴
／

{7) リーダーシップ ／

(8)til 織の 文ft-a 土(9)

人 雅管理と能力開

53年の実 施計画 54 年の 実施計 画

59

55年の実施 計画

※　 つ 印は男 窪され たもの

および55年の（2) （係長担当制の導入）ぐらいである。

⑥変化すること，新しいことに着手する時には, 多かれ少なかれ抵抗がつきも

のなのであろう。まして再出馬をしない村長選挙を間近かにひかえての隨構改

革である。村長交替という政冶的イベントか職員にどのような影響を及ぼした

のであろうか。

以上の改革案の決定過程とその過瞳に働いた諸要因を図示すると, 図3 のよ

うになる。しかしながら ，上述の記述か流動し続ける変革過瞳とそこに働らく

政治的・社会的・心理的諸力（要因 ）とそれらのダイナミックな関係を把らえ

きっているとは思えない。不十分ではあるか，解明の1 つの手だてとして見る

ならば ，有効であろう。

第2  It, 診断 モデルの構築が十分でなかった（中,  p.20 ）。 組織診断は改革

のためのエリアを探る目的をもっもので ，きわめて重要なステップであるにも

かかわらず，アクション・リサーチャーの経験に頼る所が多い。弥彦OD では

職員から組織内部データを十分に収集していながら ，（住民サイドからのデー

タを 収集していなかったことは大きな欠落であったが）それらを十分に活用し

きったといい難いのは, 適切なモデルを欠いたことに咆当の原因が帰せられよ

う。さらに, m. 員の地域での生活様式‘ 意識および弥彦独自に）its域文化と組織

，－

・づf

一 吋
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一

図3　 改 革 案 の 決 定 過 程 と そ の 要因

二 戸汪 亙目 ＝＝＝＝へ

四 六

匡 回巫二二二二

匝 白 玉 三二圧卜
夕'ft そ・ 青理職の受 ぺれ乃勢

明示 的な働きかけ

---- 一一隠 され た働きかけ

外部曖因

行政課題の変 化;  ft民 ニーズの 変‘ヒ

池町 付の 視察と 険討

? ）

心 万 亘亘匹

外部OD 推進 器による報告書

一 一 一
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内行動および組織文化との関連性を解明ずる枠組も必要となろう。地方自冶体

おける行政組織を巨大な行政官僚吸溝の末端部を構成するものとして位置づけ

る視点と分断が決して十分でなかった。（註)

第3 に, 吋長選挙という政冶的変動をOD の中に適確に位置づけ，その影哭

の広さや深さを十分には把梶できたとい云えない。

2　 実践的 意義

(1) トップの協力態勢

弥彦吋の改盾過程は, 既述しているように, 52年4 月，村長の命を受け，行

政機構検討委員会を発足, 翌年4 月には新しい組織機構図と弥彦村行政組織硯

則の改正を配布 ，新辞令を発布している。この間僅か1 年であ った。村長が改

革勤携を提示し，委員会を 構成して現機構の問題点を見直し，あるべき姿の抜

本的改善策を具申，さらにその実施にいたる時間としては，比鮫的短川間に成

就されている。

その第一要囚として付長の存在があり ，トップリーダーとして果たした役割

は極めて大きい。当時の弥彦吋をとりまく政治経済社会的状況は，他の白治体

同様，多様な行政ニーズが急増する一方では，財政事情はひどく緊迫していたっ

しかし，外部環境条件の厳しい変化にも拘らず，変革主体としてのトップをと

りまく状況は逆に極めて安定していたといえる。村長は助役時代から勤務して40

年 ，長として4 期目, 72歳の長老であ り，それは同時に村の権威者・実力者

でもあった。その指導力，発言力，影響力は極めて強大であ った。いわばト・。

プ・リーダーとしての地位は絶対不動の ちのであり，充分にイニシアティブを

発揮することができた。このトップの全面的支持協力の下(C , 検討委員会は発

足しているのである。

一般に，改革過程においてトップの反対や中立に出会えば，ほとんどの場合，

改革は挫折している。それは例えば ，庁内反対者の説得 ，改革対象者の協力要

(註) この点のfa 滴はArdoino,  J. Educationet relation ： introduction a une arulysepi

 LTi el! e des万si tuations educa tives．Avec  Jj
ill 、Pj-flS ≪111111h ，しr ・V    . J f.ir-・ 。I 。I ぺIT 刄 こ こ c:> ．19  ho
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請，組合の理解と支持，議会の承認, また対外的説明等において，トップの果

たす役割かほとんど決定的でさえあるからである。委員会にしても. トップに

気がねしたり，同僚・仲間に遠慮したり，また自らの地位不安な心理状態にあ

っては，思い 切った改篆案を提示することはできない。様々の強力な抵抗に出

会- て，中断 するか ，いずれはQ 退し失欺してしまう。改依過程のダイナミズ

ムは, 職□の個人的欲水の愉出, 職u  finの利害打算や葛藤 ，他災団との軋岬や

即叫等を苔起し ，多様な解決困甦な問題に直 而させる。新しい経験からくる新

しい問題は，それこそ多印多様かつmm ・鳥厦叱している。

ト ップI) - ダーの役割ISl待は，これらに対処する全職員間の不安や動揺を抑

え ，高まる緊張感を緩付nしていくことである。職員は口ではどんなに賛同して

いてし 只体的改柚こげう諦影響に対し, 漠然とした不安や脅威を感じている

ものである。とりわけ自己にマイナス岐害が生じた場合，一変して強力な反対

者に転じることもありえる。次いで. 改革全体に対してもことごとく反発・拒

絶したり, 抵抗したりする。このような職員心理の不安を払拭していくのに,

ト・・プの全而的信頓と承認とは絶対必要不可欠である。この点 ，村長は全職員

の意向を 尊収する態度を一貫し，一般職からの吐判にさえ細心の配慮を払い，

慎・rrに改雌を推進してきた。

吋長は，全而的支持協力を表明したit. 具体的，実際的 なモデル作成過程に

対しては一切口を出さなかった。任せっばなしであった。職員への白紙委任・

全!Mi信頼を約束し, r.i由にやらせてくわた。むしろ長としては，最初に「職且

がどういう考えを持っているか」を知りたかった。自分の意見にm 導していく

よりら, 先ず職口白身の意向や理思，ホンネや改鴛案を聞きたかったのである
。

したがって瞰員はト・■/プ枇判をも含めた自由な雰囲気の中で，大いに改革を促

進することがで きた。

まずトップへの批判は痛烈である。K  ] 発思法のデータから引用すること，F

吋長の考えが変わり ，決断力がないj　’村長・助役の意思疎通がないので，

にj がしにくい」［辰高貴ぼ者として辺慌しさ下足］「村長の決断力，実行力

い欠ftnj　F理丿者問の連絡が不卜-分で意思統一がなされていない」「村長は辰

に燧石r:肴でありながら強いり一ダ’―シッブを発庫していないj 等と鋭く発言し

地方 自治体におけ る行政課題の変 化と 行政組織の変吊C 63

している。また深駒心理調介でも，「長と助役との木当の意思疎通が全くない」

「助役のところで 書m がihまってしまい上にもドにも行かない」「助役は自分

の役割（土ドのまとめ役，調整役）を!i っきり認識してい ないのではないか」

「付艮と助役の関係はここ2 ～3 年全く良くない。削互的な儒頼関係かない」

等と唄しい。こうした意見はあちこ ちで'≪出している。しかし長はこれらの内

聡吐判を黙認し，よく耐え, け受する・昏勢を曜持した。

しかしこのトップの寛人さが, !↓i団全体j）眼ぷ的見:t゙ iしに当たって極めてG

心義であ った。長の威斤を感じながらで;ま，充分思い 切った自己診断ができな

いことは今史言うまでちない。　トップの届ドヘの全而口頼と職口による自山な

批判能力の開花，あるいは不満の総m 出を経て ，再度これらを検討・吸出しな

がら，改帷案が練られてい ったのである。

ところで，問題は改革実施峙制と政治Ξ''i'と刀兼介いであ ーだ。(T:I91UJれに

伴う村長選挙が. 54 年4 月にf 定されて・。ヽた。逆算して残 川9|間は1 年付余し

かない。しかしすでに村長は不出馬を決意してお'■1, i*i進の助役に酒を譲るっ

ちりであ った。この助役とは長年のコンビであり, 長いこと次開削砂占として

可成してきた。したがって，改Hi動機やそ刀必要仕についても八urn 識を作
う

ており ，安心して任せられるという状況こ;-*■あ ーた。しかしそれでちなお不安

は残る。報告書はすでIC7 月に答申され,   9月議会に提出のT'定であ った。し

かし越年してもまだ提出されないでいた。理由は肖然 ，人課制にげう降桁人服

異動の混乱，さらには若手職rnの昇進界格への芽を摘んでしまうという反発等

への恐れであった。長は改革が政治問題化されて粉糾す ることをできるだけ避

けよ うとしていた。しばらくの猶予期間を置き，この間充分な準備と見仙めと

眼回しとに奔進したのである。そして「三ヶ年計画」が提起されたのを契機に，

さらに検討を加え,   4月，ようやく実施に踏み切った。

総じて，組織改革は従来の力関係や地位ぐ割関係，あるいは人間閉係やは服

関係等，職場生活の全面的変動をもたらすものである。これらの変動に伴うイ

ンパクトをひとつの新しい方向に郷導していくため"-.・-*■ 何よりもトップj）強

力な「変革の権威づけ」という正当化かご妻て誉るっそしてこの砕威づけをも

った吋長の指導のドに困難な改革を断行 。。そこ後を助役に任せるという方法

(つm
寸^
－
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を採ったのである。新村長にはそうした合法化された新制度のドで,  新しく出

発させようとした。いわばカリフ的改革から合法約改革への転侈であった，し

かし問題は，より以士■icu、m.な新機構の管理・運宮であり，その定着化過瞳で

の新しい課m への対処の仕方である。この点で, 後継者口身の能力や姿勢が問

ひれてくる。とちすれば，トップが交替した場合，改盾.S図が骨抜きになった

り ，中断，放心されたりするケースが多い。大切なのはむ,しろそのitである。t

変革主体相互間の協力関係

弥彦り場の組織改やは総体として，変や生体者としての全吸口棚互間の支侍

吟力関係が極めてスムースにい ったケースである。トップ リーダーとしての村

長, fl'i・陥的際m グループとしての検討委口合，さらに管叩職や一般職を 含む内

部変唇推>瞳者，り||えてわれわれ外部OD 推進者との緊密なコミュニケーション

が極めて順調にい ったといえる。

その前に, われわれ外部OD 推進者は, 征木姿勢としてアクション・ リサー

チモデルに域づき, 変革の計画化，行為，事実発見等において，できる限0  itk

ら臼身に任せるようにしていた。あくまでも 彼゙ら職員のための役場づくり″

であることを肝に命じ ，われわれのモチーフや先入観はこれを 極力無化するよ

るように努めた。どこまでも彼ら自身が苦しんだ結果としての自己変唇でなけp.

＼-iならないと考えた。これまでの改革案が，とかく不毛な一片の御題目的報

告書''- 終りがちであることを深く自戒 した。こうした取組みの姿勢を繰返し自

覚しながら, 改革に参加したのであ る。

逆言すると，それだけより多くの職員各層からの卒直な意見を引出すべくよ

り多くの機会が設定された。彼ら自身が自ら進んで意見を主張し，自主的・自

発的に削互討論し合いながら ，現状を掌握するよう期待されていた。いわば全

庁的・全職員・職場全体による両期的な参加機会づくりを目指していたのであ

る。

この全庁的参加体制は，本村の当初からの特色であった。図 一3 の「改革の

躍過」を参照しながら ，その経緯を辿 ってみよう。52年4 月 ，課艮・係長台同

色沃が間催され ，小委匝会が設けられる。このメンバーはやがて，行政機構検

余委三全として犯人(乃係長から構成される。これは係良全員の参㈲である。そ
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し て 数S の 倹 討 会 を 収 ね て,    6 月 ， 報 告 書 を 作 成 す る 。 こ れ は 明 ら か に 改・’|り!;

の ボ ト ム ア ップ 方 式 で あ っ た 。7 月 に 再 び 課 長 ・ 係 長 む 同 会   rが 開 か オト こ 二

で 最i: 的 な 意 思 決 定 が な さ れ た 。 ち な み に こ の 合同 会 叢 は 三 役 を 除 い た 管 理 限

全 員　ぐ課 長9 人.  課 長 補 佐5   人. 係 長13 人 ， 計27 人 ） か 参 画 し て い る 。 そ う し

て 報 告 書 が 村 長 に 提 出 さ れ た っ

れT1 わ れ の 最 初 の 聴 収 り 調 査 は11 月8 日 か ら で あ っ た 。 そ し て12 月 に は.    KJ

 ― ？ 法 に よ る 調 査 が 係 長 以 上 の 全 管 理 職25 名 を 対 価 に 行 わ れ た 。 こ こ で 机 壇

上 の 「現 在 の 問 題 点 」 と 「あ る べ き 将 来 像 」 が(it  底 把 握 さ れ た 。 恐 ら く は 波,"~

のE 富 的 職 場 に お い て ，こ う し た 集 団 討 議 に 参 加 し た こ と 川 氷 が 決 定 的 ・Iり 牛て

あ っ> ニに 違 い な い 。 し か し 彼 ら は そ の 場 に お い て,  自 己 の 叱トi1状 況 を 客 赳 的 か

つ 冷 静 に 見 つ め な お す こ と が で き た 。 こ れ は ， 長 時 間 に た る リ ア ル な 情 報 交 換

を 遇 し て,  現 実 の 自 己 認 識 が な さ れ た こ とを,と 昧 し て い る 。 こ の 体 験 が,  職 に

を 古.3  な く 改 篆 過 罹 の 渦 中 に 投 げ 込 ん で い った の で あ る っ

53 三2 月 の 全 管 理 職 を 対 象 に し た 深/rf.Lヽ 作 調 介 は ， マ ン ツ ー マ ン で 佃 人 判 こ ，

約 ・   行 間 づ っ か け て,  破 面 接 者 の 本 肖 の 気 持 や 七 え か リilい な お さ わ た 。flit ぺ ぐ

と 七 Ξ や 庖 対 守 る こ と を 約 束 し ， で き る だ け ホ ン ネし刀瞳 界 で 語 って く れ る こ ニ

を 可・手 し た。 そ し て χ且槌t内 実 に っ い て の 不 申しら 游 や,対 廿バご■ ,   ,s り ダ）グ チ をーや,フ
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に打ち引けてもらった。彼らの内面奥深くにうっ漬している語り叫ぬフラスト

レーションやテンションやコンフリクトを表出してもらったのである。

ここで, 多くの職a が積極的に協力してくれた。質問紙法やK  J法では知る

ことができなかった■v>実が明白になってきた。三役や上役・同僚には話すこと

ができないl.'il題点が次々に浮び 七がってきたのてあるっ「とうとうホンネを言-

・ち心ったね」と苫児しながら，語 ってくわた人かいる。　またその夜，わざわ

ざ宿氾巧まで訪ねてくださり，「少してり'-kにとてれば」と実状を訴えてくれ

た人ちいる。この時点ではもはや改債に対する熱気に満ち溢れていた。彼らは

このワン・ ラスト・チャンスに貞剣に取・・?組んだ。だが彼らにとって，こうし

た吸会でさえ, 数 ＼-乍にわたる累砧的不満を孜出するには余りにも短時間であ

ーだろう。それでも結果的には, mi を表出することにより，「コップの中の

水i と同じメタフォーで バ欠の改盾を受け入れる心的準備として吋益であった。

彼らにとって，こうした自己体験や調査そのものか実質的参加の機会を提供し

てい ごのである。

こうして彼らは.  臼分自身の自己診断により，自己の欠陥や問題,叔を自覚し，

かつ口力によってその改他の方向性や理念を抽出することができた。それは個

々人つ付否や,熱意の度合を超えて，全職員の総合的エネルギーが結集されたよ

うな影で，いわば全方的mm と・してクa  ―ズアップされて きたのである。しか

もそれは1 ト ップの昨威づけと承認により，反対を許さぬ至上命題となってい

た。こうして 改革は皆んなのもの″という一体感が醸成されてきたのである。

通常ご）場合, c うした全庁的参加体制に双づく改革事例は哺れである。一般

には，一部少数のリ-  ダ- や委員会等により，一方的な通達や命令によって実

施さn ている。こ・ういう意味において，本事例は村長の民主的リーダーシップ

のド. 改革ば 自分たちのもの″という協働作業によって成就されているとい

えるのではなかろうか。

3　 結びにかえて

十　 職員意識のアンビヴァレンス

こ札までJ) 考察から分るように,   検討委員会の多数意見を集約した大課制案

治 体 に お け る 行 政 課 題 の 変 化 と

㎜㎜㎜㎜
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であったにもかかわらず, 必 ずしも全職員の総意やホンネには合致していない

ことが分った。それは多様な意見を包摂しながらのー
応の妥結点てあったに過

ぎない。報告書の文面にも，「大課制か小課制か現行手直し制
かを めぐって，

陸々意見が続出した」ことが付加されているしたが
って，内なる矛盾を抱え込

んでいる以上，それは常に内部崩壊への危機を 孕んでい
る。この危機意識は多

くの職員が認めるところであ った。そしてこの否定的勢力
が後に，有形無形の

影響を叉ぼしていくことになる。端的にはい火の調査結果(C
も現われている

（詳姻なデータは「上j  pp.43 ぺ

「機鳩改雅意識と統廃合意識の関係を分析してみると( 表15) ,   機構改革賛

成者65 ％と続廃合冊成者40％との差異がその関係を物語
っていると思われる。

機構改革賛成者の45.8* は続廃さ賛成者であるが,
   34.7 ％は反対している。

他方. 機構改革反対者の4Z9a5 は統廃合に反対しているか,
   33.3％は賛成に

まわっており ，一見矛盾した反応がみられる。 65.5
 ％の職員が何らかの機構改

革を望んでいるが，そのまま課・係の統廃合という意味の大課制
賛成に直結す

るものではないことを示している。」

また，とくに統廃合によって直獲影響を受けると思 われる課・係では ，反応

が賛否両論rC 分かれ，複雑な動きを示している。さらに.  管理階
層を昇るにつ

れて，賛成者が減少し反対者が増加するとい う傾向にある。
そして，「このこ

とは，課・係の統廃合を大課制と解釈した場合に ，改革案におけ
る大課制の採

用はどれほどの合意のもとでなされたのであろうか」という
疑問に突き当たる。

この疑問の提起と解析にこそ，本改革の根底的問題が嘆た
わっているように思

われる。

改革の困甦性は ，組織と人間を 含むその総体的変革にある。単に組織や機構

を改正するだけで なく ，その全体的な制度や構造をも変えて
いかねはならない。

さらにその制度を支えている人間の価値・意識や態度・行動をも変
革していか

ねばならない。しかし一般には, 咳構いじりや統廃合の繰返し
に甘んじ, 職員

自身の自己変s.までは対象にされない。それは期待される
だけであり ，その可tit

生と限界について真剣に論争・隷練・実践されたことはない。自己
は特定の

職場状況に埋b れ，職務や人間関匡に忙殺さn ているだけである。進収の気象

・一一iL

り

¶
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をもった自己などそういない。無意識の日常性と確執しつつ生きている。しか

し変革はこの無意識の自己の意識化あるいは自覚化を要請する。絶えざる自他

の変原を図りつつ，さらに全状況の変革を達成していかねばならない。このよ

うに変革は，いわば引凶構造化された組織と人間のメカニ ズムをひとつひとつ

解きほぐしていく必要がある。また表層から深'dにいたる心識構造を同時進行

的に変えてい かねばならないのである。それ故に，部分的一峙的な改丼に終始

しからな改債の難しさがある。

また，大課制案の自己矛盾は, 職a, き識のアンビヴァレンスに起因するよう

に思われる。財政優先の合叩化政策に 皿てば人課制は晦効であるが，職員の心

即的側而から＼lれば ，かえって逆効果も出てくる。つまりもともと，メリット

・デメリット二律背反の送択を迫られているのである。もはやメリットだけの

改唇などありえず，両者の有意差を読み込みながら，「長の判断ひとつ」で決

定されねばならない。報告書も同様. 「委員会の判断ひとつ」で両価値の選択

が決定されているのである。ここでこの両価性を,   ゙ 変革力と紙抗力の桔抗関(I-,'

と置き換えてもよいであろう。そして少な くとち当時の委目会は ，` 変革″

を選択した。内外情勢の変化に対処するため，多大の犠牲や抵抗や代償を支払

ってちなお，新しい変化を導入せざるを得ないと判断した。古くよどんだ体質

を 変えていくために ，ひとつの新しい制度の採用に踏み切ったのである。とこ

ろが，この選択の基準がもろもろの状況の変化に伴って ，変革から抵抗へと変

容してきた。い わば時代状況に敏なる職員の選択の結果であったといえないだ

ろうか。

しかしながら，このような(E層構造(tと両5 性との困難性の中で，弥彦吋が

改値に成功している要因を探れば，少なくとも次の3 つのファクターが重要で

あるように思 われる。それは,(1)変笠モチーフ,(2)変革能力,(3)抵抗要因の度

合であり，これら3 者間の力学的 ダイナミズムによって事の成否が規定されて

いるようである。

まず,(11変革モチーフとは，変輩主体の出発点としての動磯づけである。問

題のレベルや緊急性や時代的位置づけ等の5il2であ る。また単なる個別的問題

か, 組織構造的改服をe 指すのか。とい ったことち問われている。いわば改革

自冶体 における行政課題の変 化と 行政組 織の変 革 69

目標や対象に対する認識の度合い。である。弥彦の場合，多様な直接的*      PJ接的

勤磯があ ったが，結局新咬丿業への対処が酸も大きな動因ではなかったろうこヽ。

それ故にこそ，その実現の可能性が出た後は，急速に改筆意欲を喪失してい っ

たのである。

(2)変革能力は，リーダーや主導者，推進者の力量が問われている。トップ刀

改革理念や実践力 ，熱意やリーダーシップ能力 ，またサブリーダーや支持協力

者・グループの企画力や行動力，さらに渠団全体としての雰囲気等がある。弥

彦の場合，トップの改革意欲はあ ったものの，具体的指針は何も提示せず. 白

紙委任. 自由意思に任せていた。　しかし長は報告内容には不満で ，結局何も取

入れていない。もう少しトップ自身のアイデ ィアや理念を先に指示すべきであ

った。とりわけ強大な行政組織の法制度的規範力に対する改唇エネルギーは，

何よりも長自身の強籾な桁神力とパワーフルな行動力以 外にないのである。

(3)抵抗要因は，反対 グループの存在とその勢力, 反対理由 ，また理性的抵攬

か感情的反発か ，等の解ailが必要である。顕在化した反対理由を適時解決して

いくのは勿論 ，無意識的・潜在的な要因を覚醒させつつ，固定的保守的思考喋

式を全般的に変えていかねばならない。弥彦の場き，余りにも多くの問題が墳

出し過ぎている。例え ば, ①大課制案から小課制支持へ, ②検討委員会とトッ

プや合同会議との対立. ③トップと職員とのギ ャップ, ④現状認ilと将来像,ニ

の断/i, 等がある。これらの諸矛盾や亀列が拡大していけばやがて，支流をき

たすことは明白である。総じて, 改革すべき状態にあるという自意識がまだ表

肺的であり ，よりよく現状認識されていない。否むしろ「これでよい」とさえ

思っている職目が多数いる。

ともあれ，改革には ，鋭く深い問題意識（変革モチーフ）と高い変革能力と

反対勢力への毅然とした言動や態度，こうした変Ξ主体の条件か整っているこ

とが何よりも肝要である。

(2) 報告書の位置づけ

委員会がまとめた大課制案は，実施の段階で小課制やそのまま是認 し, 係葡

廃止と担当制導入という方向に転侈していった。この点て問題とすべき,i ,  何

故力ゝくち簡単に報告a と全く異なった方法カリ君竃されてしまった心力>.  反応バ？
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にわたり検討し災約した結果が，何故いとち而単e 無税されてしまったのか，

という疑問である。改革の困m 性のひとつに，この報告書が有効に生かされて

いないという実状があるのではなかろうか。一般によく官公庁で提出される

｀報告占fiるちの″の位幽づけである。これも，本付俳例から普遍化して学ぶ

べきiSi所であるように思われる。

弥彦の場 合1 大きく次の2 つの理巾が考えられる。ひとつは「委員会メンバ

ーの構成ミス」であり，もうひとつは「報告舎の帷視」である。

まず前占は，委員会メンバーの全員が係長によって構成されていたこと，し

かい 皮らは吋長の全面委任とボトムアップ方式の採
用により，考えられるべき

躍想像を納出することがで きた。現状の不満や欠陥を ，
また大幅に改序すべき

未来像を遠田なくまとめることができた。ところが，この報告内容
は上司の課

長・ 課長補佐クラスにとって到底受け入れられるものではなかっ
た。課長にと

っては課数を 半咸した後の降恪人
・pへの不安, 補佐にとっては出世・昇進可能

性への断念を意味する。自らの首を締めるようなものであ る
。とても容認でき

ない。ここに，結論をめぐって「係長饅成，課長反対
」という階層間ギャップ

が生じてきたのである。

副司会議の席上。 とりわけ課長クラスから否定的見解が述べられた。「係長

・課長補佐でたたきあげた結論であり，課長は了解しただけだ
」「長期的財政

の見地から大義名分が通 ったので ，それに押されて賛成
せざるをえなかった」

「職員自身の意見を ，特に降格者の気持をよく聞くべきだ。
それは身分剥奪と

同じである。村民にも理解してもらう方向を購すべきだ
」「多数意見に従った

までだ。確かに命令系統はすっきりするが，年令構成から
みて，いつか昇格で

きるという希望を与えるべきだ」と。そして，「課は増
えてもよく反対だ。今

のままでも人はを減らすこともでき，必要に応じて課
・係を 作ったり統合して

いけばよい」「消極論者であり大課制は至離である
」といった反対意見が続き，

果ては,  rせっかく作ったのだから反古にはできないが
，ホソネにそうような

案を 即らねばj と，全而否定されてしまったっ

これに対し,  係長職からは,  r村の将来を考えて，人件費増大- 住民サービ

ス削減という危賎感かあって. 自らの首をしめてもサ
ービスに徹しようとして
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案を作成した。その後, 好んで火中の栗を拾おうとはしない。公務員としての

自覚が足りない。」と反論される。しかしこの声も次第に掻き消されてくる。「大

課制は機構としては理想ではあるが……」「ムード的に走りすぎた」云 々と，

自ら出した結論を臼己批判するにいたった。

このような対立は，明らかに人選i スであ った。全庁的改債のためには, 全

職日・全階㈹から委liを送出すべきであ った。また. 財源不足や人ff-費f5i5減の

側面からだけでなく，そのllSl口心川への彫響にも配懸すべきであ った。人はた

だ一方的な受苦や臼己犠牲だけでは勁かない。主体にとって ，デメリヴトを受

認してなお余りある精神的充足感が喰与されねばならない。理念に殉ずるにせ

よ，実感として受益するにせよ, r これでいいんだ」という自己了解や臼己納

納を必要としている。とりわけ, 降鵬者や人事異動の対象者にとっては大切な

ことである。こうした心配りに欠けていたのではなかったか。

しかし ，それでもなお，あえて「半減せよ」という意見が輩出してきた背以

には，もうひとつ深い理由があった。それは ，有力係長から無能課長への不儒

感であ った。「大課制の発思の源には課長不信があ った」ことが言明されてい

る。これも深層心理調査の発言から拾ってみると，「課長の中には勉強しない

者がいる。昇恪できるほど勉強している課長はいない」「臼己啓発のできる課

長はいない」「自分で判断のできない，のらりくらりしている課長はに頓で き

ない。派閥があるから」「課長の中には部下からの相談にはっきり意見を云わ

ない者がいる」等と言われている。議会答弁に立っても，資料がなければf"I も

言わず，自分の意見も語らず ，結局 ，部Fic 聞きにくる無能課長に対し，根強

い不信感があ ったのである。こうした課長の実在は，他の課長も認めており，

「課長自身がもっと猛烈に勉強し，知識や能力を高めなければ」という声も聞

かれた。つまり ，こ うした階層聞ギャップの存在が，ますます改革を混迷させ

ていたのである。

次に，後者の「報告書の軽視」とは，報告書自身の無内容に起因するものと

その依頼者の意図に合致していない場合とがあるであろうが，本村の場合，こ

の両方が含まれる。報告書を昆ても，大課制の目的 ，対印，方法，実施の条件

降恪者の処遇. 抵抗要因の排除，計画的変 革等々の点において，不充分であ っ

品
｛
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一

た。 「 新 機 隋 」 に 徹 底 的 険 討 をIJ!lえ たI-.で ， その 可能 性 と条 件 と が 腿陥 め ら れ

て い な い 。 改 帷 が一 片 の 命令 や 通 達に よ って 行 わ れ るも ので な い こ と は 今
更言

う まで ちない 。 し か し職 □の 発 言を 間 く とr 働 き易 い 職 増 に す る
契 機 と して

賛 成 」 「課 長 や?rii(4-;が降 格 し て く れ ぱ 杵 乍・等 に な ー・てい い
」あ るい は（ 大 課制

の 発 思 は 何 か 改'l'-し なけ れ ば なら ない とい う意 識 － は が目）さの
故に 牛 まわた」

とい った軽 い ニ ュア ン スが 強 い 。

ま た ，よ しん ばl.'t剣に 討 議 さ れ た ら い で あ- た に せ よ ，そ の 内 容 は 殆 んど 何

ら心。か さぞlで い ない 。。（ 報告,’り ）中 の 何か 一 体 生か され てい る の か
」とい う 問

い に 対 し て は 答 え きれ ない 。 ま た ， らし 熱 心 に 収 机 ん でい た と す
れ ば ，部 分的

に も 実 施 策 の 中 に 何 か 収I) 入 れ られ た は ずで あ る0      曹通 ，い か なる
自rfr体 で も,

こ の 佃 告 書 のほ 階 まで は 提 出 で き て ち う 欠の 実im 階 で ほ と ん ど 挫 折 して い る 。

要 は ，理 念 か ら 只 休 化 への プ ロ セX が問 わ れ てい たJ ）で あ る。 こ の点 ， 他 山の

石 と して の 昶 察 体験 が充 分に 乍 か さ れ て い な い よ ふで あ る。

い ず れ に せ よ ， 公 務日 に と って 報 告 再の 位 置 づ け が軽 く ，一 過 的 思 考で 把え

ら れ て い ない だ ろ う か 。 「I-.司 の 命 令 だ か ら 」　[当 時の 雰囲 気 が そ う だ った か

ら 」 「ii-J々 な い 」 「ih むを 俳 ない 」と い っ た他 人 刺に 終 始 し てい る 。 こ の 他 人

鼎 と識 が, 改 帷 ちま た 他人 利に 迪 紡 し て い る. ）で はな い か。 「 長 は
白 紙 で 委 任

し た が ， ム ード的 に 走 り す ぎ た。 時 問irj限 界 もあ ーだ 。 小 課 制で 改 節し て い く

べ き だ 」「 も と ちと 長 の 判 断 がlll]確 で な く, 課 長会 議
で 良 明 さ れた だけ 。一 般

職 は 冷 淡 ，懸 念 し てい た。」「 ま た ど うせ 朝 令 暮改 に な る か も し れ ぬ
」と ，理 由

に な らぬ 弁 明 を す る 。こ こ に は ，自 己XT'. ITや 変 革 む 本とい った
自 意識 は な い。

そ れ 故 に ，折 角の 報 告 書に 執 着 する こ と ちな 乱 また 体験 を 生
か す こ と も な く，

無 批 判 に 新 し い状 況 を 受 け 入 れ て ゆ くの で あ る。 こ れ は 公 務目 の 悲 しき が性 な

ので あろ う か 。 し か も ，こ うし た 報告 書に 対 し て ，長 は ，
「 今 川 の 改 善 は よ ほ

ど 慎l卜 に や ら ね ば な ら な い 」「 人課 制 は 好 きで は ない 。 財
閥 一 般 に 合う よ う に

し たい 」 と の 一 言 で. 簡 ↑に 中 止を 決定 し て し ま う。 こ れ で は
白 紙 委 任の 意味

を な さず ，苦 労 を ね ぎ ら う に冷 水を 吹 っ掛'-*■ るよ ふな もの
で あ る。

(31　変 革 の 根 底 に あ る も の

さて そ 戈＼てぺ-i ,   こen よ う1こ自 ら!i 処し てヌ!を て こ2tゝ なしd ぴ々 をfT 出 し 。
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自己呪縛している職口心P＼'.の深川にあるもの.H・・Jか。一度は械X'!しておきなが

ら. いざ「あなたのホンネをr.iきたい」と問いl,'l'すと,  (い・)，実は,   仏に叱

あの時，反対たぺ た丿 です」とトし張 ≒ 偽入上虚構であるとtn'i'iしながら，何

故報告するのか。改尽丿 臼円を睨定することan かG かに難しいが，そわて へ

なお,   (彼らにとってJ) iご糾)モ千－フとは 一体川でタしけこか に　そ-I根応に

潜むらのを探究していかねば> -    ・バ;いて,ちろう。

われわれはこれまで幾つかい調n によ'1,   吸口心叩の円状へい片浦ト イ丿用出

することができた。改めて，「組織改債い問題点ト として帑川いrにr ≒[ ■-1 -4

の通りになる。恐らくはこれら多要因間ぴ)枕点て岡めて, 改‘i':への契機か訪

れてきたものとぢ'えられる。ここには，日穴的職川牛活における役佃とJI-.'.卜 ヽ

交錯する獣界カ絢と間されてい ろっしかも両隔性の感情(i, なお改
■'l''以済ち同賎

存在している。

ところで，改植動機のうち, 結果的に実≒さわたち0)は ，(5)iノ)新附澗気い実

咆だけである。その他の公式目吻は胎んど実現されていたい。こわに. r-く六

識目にとって改帷に関 与した勁賤が／剔 や川のところに,罵 づこためてI > ない 一ヽ

と思われる。 これをK  J 発方法の現状よぴ識からfもF してみよう。 人ク九 －ブレ

図 一4　 糾織改・Y'.の問 也点
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・鼠h(41(1;

民との関 係I5)

働 きつヽい �(l

健 係のtr:々;'?

い 、u'i!i!,iト(2

磯 搬 改 吊T(3)

百 任 細翔

園 コミュニ‘7   -シj ン(5

トい)^管 理 ・ 研 修(6)

その 能
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児出 し は ，少 なか らf  波 ら の 中 心的iVJ心 の あ り 様を 示 し てい る． 再 録 する と ，

Λ 一'I)　職 い のfl.-胆に 月 す ろ 意 欲的 態 ぼ が 足 り ない

φ　PI'  利占 の コ ミ ュニ ケ ー ショ ンが 久 け てい ろ

旬　 管叩 暇 の に 柏 度 が)lリ け ぶい

4　 ほ 隅 の麗 乱 で職 腿 関 係 が は っき り し ない

(5)    暇 い の,がi; 配n'!.が な さ れ てい り い

B  一雨　 お げい の 町 力 に よりi, 粕 関 係を 牛.み 出し ， スバ ラ シ イ什・1iが 生 まれ

ろ

②　 連 結 心宗 に す るこ と によ り ，職 川 を 川 る くf'lろ ん だ

3　 庁 介 久閉 の 整('iViを 行 い ，村 民 瀬庁 酋の 不 快 をG く そ う

c 一巾　 職 口 令休 の 資 質 か 低 ド して い ろ

2　 μ汗 押）糾 織 牌.同 が 適iF.で 々 い

(3) 叩 胆占 は リ ーjM '  に ふ さわ しい 対 応 に 欠け ろ

4　 斤 舎 が 尽f'J化 し て 不便

廊　 職 川 結 婚が 名く, 適 切 な 人・|r配 置 が欠 け ろ

U   一巾　 竹 即幟 は 部 ドu.n の 掌 即 に欠 け で い ろ

・2ヽ 励 ＼トを 矢 い てい る 人,小肥 心

3　 忙 しい 所 と ヒ マ ベ所 の 亭が ぢい

4　 各 課 の 辿 絡 調 整 が乏 しい

5　 り:民 サ ービ スの ア ン バ ラ ン ス

こ 力申 で. 糾 織け 鵬 問 題 に 触 わ て い る の は,   A －t  ,   C  －2  ,   D -  4 だけ て

あ 弓 バリ け口目 の 枕 刈 田 念 を 引 出す と ，理 判占 ，管 理熾 ， 職□ な ど との 人間 関

係 に ど 人 ≒|吽し があ る よ うで あ る(Vi にり 印 八　い いば 職 場 に お け る々|人|則 系

に 心尚 が 刄い ．い わl↓ ろ ヒ ト ・ カ ネ・ モ ノ・ ti図卜 組 織の 中 で は ， とり わ け ヒ

トx の 明味 関 心 が 高 い と い え ろ ． こ の 現 状認 識 は また, 臼 ずか ら冊-tミ便 に も密

彷に.心閉 し て い ろ。

A  - 申　 叩卜 行t,,亡思 疎,而を 深 め, 桁暉 詣令 呉 統を す,・ 今1) さ せ ろ

2　 小 吻ぴイリ 臼じを は か り 勧 慰 問定 し し よ 卜゙ 哨.俳 改 や.をr.'f. ≪'lにy えて

地lj! ・I ri; 心c  I: :以
一 一 一

(fciiii・μ!m.' パJ 。'μ 75

'μく進>')よ う

(3) や り がい のあ る 人 巾配[''' 今 し よ う

（o） 職 い の(.If fl'<七コ ミ ュニ ケ ー シ
し,ンル・■

■;,め よ う

5　 庁 介 の改 芦=でげ1い・・－ ビ スK・

6　 執行即 と 議 決 降。の 川旧 化

B  －1　 調n り ）と れ たf剽,ヤ^-め ざし て

②　'■f.lまれ る 姿 勢 一一 百叩 瞰 几し 巴疎 迫fi

③　 職u 叫 修に よ ろ け 民 ザ ーヒ″ス刄・

c －1　 ナ ウな ビ ジ ネ ス

(2) フ レ・Vシ ュな 人 ■it決は｜ ＿

3　 タ≒ シ ュす ろ 賤隅

4　 モ ダ ンな サ ー ビ ス・ ステ ー シ ョ ン ー 総 介庁 介 の 建 殺

D 一雨　 洒 正 を 欠 か ない 人丿 肥μ・

2　 機 構改 革と 業 務の 見心 し

3　 住 民 サ ービ スの 向 上

こ こで も 賤 構 改 唇の 見出 しは.  A  －2  ,   B －1  ,   C  - 3 ,   D -  2 かけ て 。乍,ろ 。

やは り 人間 関 係 に限 定 して 以 る と （特 に ○FJJ ) 人 事 配 岬
意 想μ 湧( コ ミ ュ

ニ ケ ーシ ョ ン ）， 対 人関 係 等の 改 片を 求 め る声 が多 い。 こ のよ う
な 切実 べ開 時

は ，逆 に み れ ば ，そ れだ け 日頃 人 間 関 係 に お い て 抑 肝・ 疎 外
さわ てい るこ と を

示 唆 し て い ない だろ うか
っ

そ こ で さ らに 丿 副題 岡 域 を 人間 関 係 の コ ミ ュニ ケ ー シ1 ツの 欠 如に 校 り 丿1

層心 理 か ら こ れを 裏け け て み よ う。 次の あ る 係 長の 発 言
は 非 乱に 象 徴的 で ダ シ

「 肋 役は 課 長を 通 さず ，直 接 係 艮 や 川 当 者 に 命 令 し
てい る。 課 長 も 助 役を 涌 さ

ず 日 長 に 話を してい ろ。 村 長 州 剛 辻を 通 さ 丁 鰍 員 か ら 謡
を 聞 くJ^ 丿I ふ絹 織丿

ル ールを 破 る こ と に な る。 悪 隔環 だ 。」ま た ， □* 隅 よ! 1  i.三 け 即 の,皿ll'
、強 洒 を

良 く す るこ と の 方 が 大f?J, 長 や 助 役 か ら 直 接 命 今
が 管 理 職 を と ぴ こ え て い くこ

と か あ る。1 つの 絹 織 休で あ る から ル ーツレが 守 ら れ ない と困 ろJ　r 聡にしi riぐ

tllltff , 決断 を 示 して く れな い 。 実力 課 睡 が や 一 万い るI      古さ え 月十 れて い ろ ，

i> ら ろん. 常に こ うし た状 態 で は ない だ ろ う が,   部 仁い 発丿 内ざ卜i. ら っ宍こ へ・二

' つ

ー・丿



ト―'O1

こ/

76

址られる。

こうして, 忖八くID]
人ll

四 型

Wll　j ／実 力ai;l 之
‾

課 几
｀ 無 能 課 長

> 削4-;一係長一一般職悶の抑圧の

侈譲とfU 征f  (,!とが形成. 薔砧されていく。もはやここには, 基本的なは傾閔

沃はない。しかし 本村の特i牧は，こうした人間m 係への違徊】感（不儒感や断庭）

が, 改唇への原価力とたっているのである。端的には ，「大課制の発思の源に

にt 4.
 
課以不f,iがあった」とい ≒i 襲に収斂されていよう。つまり現状の人間関

叫の違印池が，改唇への潜内.的エネルギーとなっていたのである。

てはさらに，こうした不にの眼底には何かあるのか。人間の両価性という観

点から八ると ，それはまさしく信頼への希求てあ!），自己の倖在証明への欲求

である。ト，プやト司への不満や。自卜yプ., 噴悠了は，そのまま職昌の臼己参加

心欲を 人示していろ。「仏ri身を信頼してほしい，一仔してほしい」「 仏^ 技

痢帛だ, 仏に阻当させてほしい」「ポストには何の楡限も責任もない, 持たせ

てほしい」「自分の位置づけを川圃 にしてほしい」等の本胃的欲求が乞張され

ている。しかし現状においては，「闘いてくれない」「はっきりしない」「本

気でやっているのかわからない」で，ことごとく裏切られる。それでもなおこ

カジレンマは，実現化へのチャネルを求めるっ「課長補佐にも課長と同等の決

裁晴仝作たせてほしい」「課長会議で課長が。混明する時は係長を随伴するか，

自)'i'＼に係長や担当者とよく協議せよ」と。より具体的には。

①　課長会乱の内容をもっと話してはしい，闘きたい

②　祐報や隆限や役割や帰洛がほしい一決mm をドろしてもらいたい

③　 心思疎通を図 って,   ちっと上司との接触機会がほしい

④　 人事異動や配置転換によ って, 適正や能力を生かせる職場や仕事かほし

い

こうしたは頼度のバロメー ターへの希求は，現状認識のA －3 やB-  1にも

底流しているものである。ともあれ，これらの共通項を括 ると，「自分を信頼

し，自己の俘在感を認めてほしい」という欲求と「周囲や他者からの認知・承

―L.'-」とにう皮らの生きがいと働きがいがあ0  , 同時にそれが改革への主たる潜

ぐE的仙吠となっていたのである　( 註)。.

（ 羊う 心問VV. に な_橘 し た・憂 化~c 乃仙 磯 －5け に ー⊃い て'.i  .    C  . Roge  rs．On Becoming1x 

）・,i-・-4t、i、 χtj4 －、ゝ "      H（ゝ .iにh にに　4I"  n In　1e  1   -  ̂i八。

地方自冶 体に おける行政≪f題の変化と 行政組織の 変 革

筆 者 は弥 彦0Dii5 程で の 実 感を 八 ノ)一 文で 結 びた い と 思 う 。

もし弘が私の た力に 作汪してい るので ない.と すれば

だれが 弘の ために 作作するのでj ろうか

らし呟が私の ためだけに存 在するの であ れば

肌とは回 もの であろ うか

もし今を・Jば ない ならば ー い つという時があろ うか

（Talmud.      第 一Ki Mishna  )
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